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○議事日程第１号  

令和２年６月16日午前10時00分開会 

日程第１ 会期の決定 

日程第２ 議案第１号～第10号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

その他会議 会期の決定（決定） 

に付した事 

件（１）  

議案第１号 令和２年度網走市一般会計補正予算

（説明） 

議案第２号 令和２年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第３号 令和２年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第４号 令和２年度網走市後期高齢者医療特

別会計補正予算（同） 

議案第５号 網走市手数料条例の一部を改正する

条例制定について（同） 

 議案第６号 網走市後期高齢者医療に関する条例

の一部を改正する条例制定について

（同） 

議案第７号 網走市介護保険条例の一部を改正す

る条例制定について（同） 

議案第８号 網走市国民健康保険条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の変更について（同） 

議案第10号 辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定について（同） 

請願第15号 2021年度地方財政の充実・強化を求

める意見書提出についての請願（総

務経済委員会付託） 

請願第16号 「子どもの貧困」解消など教育予算

確保・拡充と就学保障、義務教育費

国庫負担制度堅持・負担率２分の１

への復元、教職員の超勤・多忙化解

消・「30人以下学級」の実現に向け

た意見書提出についての請願（文教

民生委員会付託） 

請願第17号 2020年度北海道最低賃金改正等に関

する意見書提出についての請願（総

務経済委員会付託） 

請願第18号 新型コロナウイルス対策に係る地方

財政の充実・強化を求める意見書提

出に関する請願（同） 

陳情第18号 「国による全国学力調査を全員参加

の悉皆から抽出に改めること」を求

める陳情（文教民生委員会付託） 

陳情第19号 「公立学校教員に１年単位の変形労

働時間制を適用しないこと」を求め

る陳情（同） 

陳情第20号 安藤提言を早急に実行するよう国に

意見書を提出するよう求める陳情

（総務経済委員会付託） 

陳情第21号 林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書

提出についての陳情（同） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

令和２年第２回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 １ 日 

令和２年６月 16日（火曜日） 
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 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    田 口   徹 

 建設港湾部長    吉 田 憲 弘 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 庁舎整備推進室長    後 藤 利 博 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 総務防災課長    田 邊 雄 三 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

･･････････････････････････････････････････････ 

 教  育  長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    吉 村   学 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    武 田 浩 一 

次     長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00開会 

○井戸達也議長 おはようございます。 

 ただいまから、令和２年網走市議会第２回定例会

を開会します。 

 本日の出席議員は16名で全議員が出席しておりま

す。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

○井戸達也議長 本日の会議録署名議員として、小

田部照議員、工藤英治議員の両議員を指名いたしま

す。 

 

○井戸達也議長 次に、諸般の報告は既に印刷して

お手元に配付しておりますから、それによって承知

願います。 

 なお、監査委員から例月出納検査結果の報告があ

りましたので、その写しをお手元に配付しておりま

すから、それによって承知願います。 

 

○井戸達也議長 次に、本定例会に当たり提出され

ました請願４件、陳情４件につきましては、文書表

にして付託区分表に記載のとおり、関係常任委員会

に付託しましたから承知願います。 

日程に従い、直ちに議事に入ります。 

 

○井戸達也議長 日程第１、会期の決定について、

議題といたします。 

 まず、議会運営委員長から、本定例会の会期及び

運営に関する諸般の事項について発議を求めます。 

 近藤憲治議会運営委員長。 

○近藤憲治議員 －登壇－ 本日をもって招集され

ました、本年第２回定例会の運営に関する諸般の事

項を協議するため、去る６月12日、午前10時から議

会運営委員会を開催しましたので、ここにその結果

を御報告申し上げ、あわせて会期の決定に関する動

議の提出に代えますとともに、今議会運営に関する

諸般の事項につきましても、議員皆様の御了承と御

決定を賜りたいと思います。 

 まず、議会運営委員会当日におきます本定例会の

付議予定案件は、議案10件、その他会議に付すべき

事件１件、さらに、本議会で関係委員会に付託され

ます請願４件、陳情４件の合わせて８件でありま

す。 

 また、一般質問は、通告期限までに８名の議員か

ら通告がなされたところであります。 

以上のような案件と状況から判断いたしまして、

会期は、本日から６月25までの10日間とすることが

よろしいということになった次第であります。 

どうか本会議におきましても、議運の決定どおり

御了承と御決定を賜り、議事を進められますようお

願い申し上げまして、本委員会の結果報告といたし

ます。 

○井戸達也議長 ただいま議会運営委員長から報告

と発議がありましたが、そのとおりに決定すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本定例会の会期は、本日

から25日までの10日間とし、運営に関する諸般の事

項につきましても発議のとおり決定いたしました。 

なお、会期中の審査日程及び本日の議事日程は、

あらかじめ議会運営委員会で決定のありました内容

をもって印刷して配付しておりますから、それによ

って承知願います。 

 

○井戸達也議長 それではここで開会に当たり、市

長から挨拶があります。 

市長。 
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○水谷洋一市長 －登壇－ 令和２年第２回定例会

の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 議員の皆様におかれましては、時節柄、何かと御

多用の中、御参集を頂き御審議賜りますことに、厚

く御礼を申し上げます。 

 さて、本定例会に御提案を申し上げております案

件は、畑作産地の構造転換に関する補助金と、国の

ＧＩＧＡスクール構想に基づき、小中学校の児童生

徒にパソコン機器を整備するための費用、地域が行

う防災コミュニティー活動備品整備に係る補助金の

追加を主な内容とする一般会計補正予算、新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る国民健康保険特別会

計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計

補正予算のほか、網走市手数料条例などの一部改

正、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更に

ついてであります。 

 議案の細部につきましては、後ほど、それぞれ担

当者から御説明申し上げますので、よろしく御審議

賜りますようお願いを申し上げます。 

 次に、この機会に、最近の主な行政諸般の動向に

ついて、その概要を御報告申し上げます。 

 初めに、農作業の進捗状況と農作物の生育状況で

すが、今年は降雪量が少なく、雪解けは平年より早

かったものの、土壌凍結が深かったことや気温が上

がらなかったことから、農作業は昨年同様４月中旬

から始まりました。 

 ５月中旬は、気圧の谷や低気圧の影響で例年に比

べ気温が低く降雨があったものの、その後は比較的

に天候に恵まれたことから農作業は順調に進み、バ

レイショの植付け及びてん菜の移植はほぼ平年並

み、小豆と大豆は平年と比べ６日早く播種を終えて

おります。 

 農作物の生育につきましては、平年に比べて秋ま

き小麦で１日早く、二条大麦は３日早い状況です。 

てん菜は平年並みでありますが、バレイショは

52％が萌芽しており、平年に比べ２日早く、総じて

順調な生育状況となっております。 

 ６月６日の降ひょうにより、農作物の被害が市内

西部、中部地域で、てん菜、小麦、タマネギなど、

約60ヘクタールありましたが、今後の生育への影響

は限定的と見込まれています。 

 なお、北海道地方の６月から８月の３か月予報で

は、天気は数日の周期で変わり、気温については平

年並みか高く、降水量については平年並みの見込み

の予報となっており、今後の天候の状況によって

は、生育の管理に十分な注意が必要であると思いま

すが、順調な生育を期待をしているところでありま

す。 

 次に漁業についてですが、今年の海明けは平年よ

り４日早い３月16日で、キンキはえ縄漁は４月６日

に初水揚げとなりました。 

 ５月末までの網走漁協の漁獲状況は、漁獲量が１

万2,105トンで対前年比99％、金額で８億5,928万円

で対前年比61％となっており、漁獲量はほぼ前年並

みとなっておりますが、スケトウダラやホタテなど

魚価安や毛ガニの漁獲割当ての減少により、金額で

は前年を下回っております。 

 平成29年から令和元年の過去３年間の平均と比較

いたしますと、漁獲量で138％、金額で71％という

状況です。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により心配をさ

れていたホタテ稚貝放流作業の労働力不足について

は、ある程度確保することができ、５月29日から無

事作業が開始され、６月８日に終了しております。 

 次に、西網走漁協でありますが、漁獲量は3,000

トンで対前年比121％、金額で７億7,427万円で対前

年比98％となっており、平成29年から令和元年の過

去３年間の平均といたしますと、漁獲量で144％、

金額で115％という状況となっております。 

 網走湖では漁獲量が183トンで対前年比107％、金

額で１億577万円で対前年比90％となっておりま

す。 

 網走湖のシジミ漁は５月１日に開始されておりま

すが、網走湖のシジミ資源が産卵不振などにより減

少していることから、生産計画は昨年同様600トン

となっております。 

 また、能取湖では漁獲量2,817トンで対前年比

122％、金額で６億6,850万円で対前年比99％となっ

ております。 

 能取湖のホタテ稚貝の出荷、放流作業は４月22日

に開始され、５月16日に終了しております。 

 次に、観光についてですが、令和元年度観光客の

入り込みと宿泊施設利用状況は、観光客入込数が

137万9,000人で対前年比94％、宿泊者数は33万

8,000人で対前年比95％となりました。 

 初めに、上期の動きですが、ゴールデンウイーク

の施設入り込みが好調であったため、入込数は昨年

を上回りましたが、宿泊者数は６月に震災対策の

「ふっこう割」が終了したこともあり、昨年を下回
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りました。 

 また、夏以降は、ラグビー日本代表及びフィジー

代表のキャンプ地となったことから、オホーツク網

走マラソンの開催効果があったものの、ラグビーワ

ールドカップ開催に伴い、トップリーグの合宿が中

止となったことなどの影響により、入込数は昨年を

上回りましたが、宿泊者数については昨年並みとな

りました。 

 10月から12月までの第３四半期は、閑散期対策事

業の効果もあり、道内客の入込数及び宿泊者数はと

もに昨年を上回りましたが、道外客の動きは弱く、

宿泊者数は昨年を下回りました。 

 １月から３月までの上四半期は、新型コロナウイ

ルスの影響で外国人観光客、国内観光客ともに旅行

控えの影響により、入込数、宿泊者数ともに昨年を

大きく下回りました。 

 また、冬季イベントの入り込みについては、１月

下旬までの記録的な少雪の影響で、あばしりオホー

ツク流氷まつりは内容の大幅な変更、日程短縮の影

響により昨年を大きく下回りましたが、網走湖ワカ

サギ漁は釣果が好調で昨年並みとなりました。 

 観光施設の入り込みについては、オホーツク流氷

館は15万1,000人で対前年比95％と、昨年を若干下

回りましたが、博物館網走監獄は26万2,000人で対

前年比108％と、昨年を上回りました。 

 流氷砕氷船おーろらの乗船客数については、流氷

の勢力が強く天候には恵まれましたが、新型コロナ

ウイルスの影響で予約のキャンセルが相次ぎ、対前

年比59％の６万4,000人となりました。 

 外国人観光客の宿泊者数は、中国、香港からの観

光客は昨年並みで、堅調なアジア諸国と欧米諸国か

らの入り込みもあり、またチャーター便の就航によ

り韓国からの増加が期待されましたが、日韓関係の

影響で当初の計画から減便されたため、昨年を下回

る結果となりました。 

 ３月の宿泊者数は、新型コロナウイルスの影響で

前年比５％台と大きく落ち込みましたが、令和元年

度の外国人観光客宿泊者数は前年比94％の３万

9,000人となりました。 

 次に、オホーツク網走マラソン2020についてです

が、新型コロナウイルス感染症の影響により大会中

止の決定となりましたが、ウェブ上で距離とタイム

を重ね、42.195キロメートルを完走した方に完走賞

等を提供する、オホーツク網走マラソン2020on the 

webを開催することとして、４月１日から15日まで

の間、エントリー受付をいたします。 

 これまでオホーツク網走マラソンが目指してきた

スポーツの楽しさ、網走の魅力発信を少しでも形に

するため、今後も引き続き、大会のＰＲを行ってい

きたいと考えています。 

 次に、道の駅流氷街道網走についてですが、令和

元年度の入館者数は１月末の時点で前年と比べ、約

１万7,000人の増加と順調に推移していましたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により２月以降急

激に落ち込んだことから、年度末時点では約５万

2,000人減少し、約63万人となりました。また、令

和元年度末の累計入館者数は、約697万5,000人とな

っております。 

 次に、地域課題戦略推進協議会の設立についてで

すが、これまで地域とのコンソーシアム形成の窓口

として多大な貢献を頂いた東京農業大学生物産業学

部生物資源開発研究所が、本年４月に本学に統括さ

れることとなりました。 

 市内関係団体は、これに代わる機能・組織が地域

に必要であるとの共通認識の下、人口減少・少子高

齢化社会に対応した将来にわたる活力のあるまちの

創造を目指し、地域が抱える多様な課題に対し、主

体的な課題解決に向けた取組を推進することを目的

に、農大と市をはじめ、商工会議所、農協、両漁

協、観光協会、信金の８団体で、５月27日に設立い

たしました。 

 本協議会は６月１日より東京農業大学オホーツク

キャンパス内に開設をした未来を考える戦略センタ

ーにおいて、地域課題に関する相談などを受け付

け、関係団体や実需者などと連携調整を図り、東京

農業大学の知見を生かした戦略的な取組を推進する

こととしており、今後持続可能なまちづくりにおい

て重要な役割を担うものと大いに期待をしていると

ころであります。 

 次に、建設工事についてですが、５月末までに約

33億円を発注し、発注率は約40％で、例年よりも早

期に発注している状況となっております。 

 引き続き、市民生活の安全・安心のための基盤整

備を重点的に進めてまいりますとともに、早期発注

に努め、工事の進捗を図ってまいります。 

 最後に、平成31年度一般会計の決算についてであ

りますが、当初より過年度における地域総合整備事

業債の償還のための財源確保、ラグビーワールドカ

ップ直前合宿の受入れ経費など、６億円の基金を取

り崩す予算でありましたが、歳入は減収補填債の発
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行などにより、おおむね当初見込みどおりの確保が

できたことに加え、除雪事業や各種保険特会への繰

出金など、経常的な経費の削減が図られたことによ

り、当初予算で見込まれていた財政調整基金と減債

基金を合わせた取崩し額は、１億2,000万円を圧縮

し４億8,000万円となったところであります。 

 この基金の取崩しは特殊事情によるものと認識を

しており、基金全体の残高では平成31年度残高と変

わらず35億円を確保し、基金の取崩しと同時に基金

の積み増しも行われているところであり、財政の健

全化にも取り組んでいるところであります。 

 以上、行政諸般の動向について申し上げました

が、第１回臨時議会で御承認を頂きました、プレミ

アム商品券の発売については、７月21日から販売を

することで、現在、事務作業を進めているところで

あります。 

 新型コロナウイルス感染症への迅速な対応を続け

ながらも、市民生活と地域経済への影響も考慮し、

網走が持つ様々な魅力を最大限生かしながら、誰も

が健康で安心して暮らし続けられるまちづくりの実

現に全力で取り組んでまいります。 

 議員の皆様をはじめ、市民の皆様の特段の御理解

と御協力を賜りますようお願いを申し上げ、今定例

会に当たっての開会の御挨拶とさせていただきま

す。 

 

○井戸達也議長 次に、日程第２、議案第１号から

議案第10号までの合わせて10件を一括して議題とし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第１号から議案第４号並びに

議案第９号及び議案第10号につきまして、一括して

提案理由の御説明を申し上げます。 

 初めに、議案第１号から第４号の令和２年度網走

市各会計補正予算について御説明を申し上げます。 

 議案資料１ページ、資料１号を御覧願います。 

 １、歳入歳出予算の補正でございますが、一般会

計では５億8,969万1,000円を追加、国民健康保険特

別会計では1,339万9,000円を追加、介護保険特別会

計では75万9,000円を追加、後期高齢者医療保険特

別会計では301万円を追加しようとするものでござ

います。 

 款項の区分及び金額につきましては、各会計議案

の第１表に記載のとおりでございます。 

 ２、地方債の補正では、一般会計の社会教育事業

債の限度額の追加及び社会福祉事業債、港湾事業

債、学校教育事業債の限度額変更といたしまして、

限度額6,540万円を追加しようとするものでござい

ます。 

 追加の内容は、一般会計議案の第２表のとおりで

ございます。 

 次に、補正予算の内容でございますが、別冊でお

配りをしております事項別明細書５ページを御覧願

います。 

 なお、歳出補正額の財源内訳欄には、特定財源と

なります歳入の内訳を記載しておりますので、説明

は歳出のみとさせていただくことで御了承いただき

たいと存じます。 

 初めに、総務費の一般管理費、地域防災備蓄品整

備事業補助金では、防災備蓄品の整備に対する補助

金として200万円の追加でございます。 

 同じく、市民活動費、コミュニティー活動備品整

備事業補助金では、健康管理機器の整備に対する補

助金として180万円の追加でございます。 

 その下、消費生活相談事業では一部国の補正予算

を活用し、相談員の相談技術の向上及び悪質商法注

意喚起等に係る経費として209万7,000円の追加でご

ざいます。 

 民生費の障がい者福祉費、ふれあい活動センター

改修事業では、ふれあい活動センターの改修に係る

経費として3,102万円の追加でございます。 

 同じく、高齢者福祉費、介護保険特別会計繰出金

では、介護保険システムの改修に伴う繰出金として

31万7,000円の追加でございます。 

 その下、高齢者福祉施設整備事業返還金では、補

助金の返還金として3,763万1,000円の追加でござい

ます。 

 同じく、児童福祉費、児童手当支給事務では、児

童手当システムの改修に伴う経費として60万円の追

加でございます。 

 農林水産業費の農業振興費、畑作構造転換事業補

助金では、畑作産地の構造転換に対する補助金とし

て２億2,014万5,000円の追加でございます。 

 １枚めくっていただき、７ページを御覧願いま

す。 

 土木費の港湾建設費、新港船揚場改良事業では、

船揚場のレール改修に係る経費として770万円の追

加でございます。 
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 同じく、都市計画総務費、市街地再開発検討事業

では、市街地再開発事業の可能性調査に係る経費と

して330万円の追加でございます。 

 同じく、下水道整備費、下水道事業会計繰出金で

は、積立金の取崩しに伴う繰出金として１億1,583

万7,000円の追加でございます。 

 教育費の教育委員会費では、スクールバス整備事

業の補助金の不採択に伴う財源補正でございます。 

 同じく、小学校学校管理費、小学校ＧＩＧＡスク

ール機器整備事業では、国の補正予算及び新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、児童用パソコン等の整備に係る経費として、１

億958万5,000円の追加でございます。 

 同じく、中学校学校管理費、中学校ＧＩＧＡスク

ール機器整備事業では、国の補正予算及び新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、生徒用パソコン等の整備に係る経費として

5,765万9,000円の追加でございます。 

 同じく、スポーツ施設整備費では、陸上競技場整

備事業における地域活性化事業債の活用に伴う財源

補正でございます。 

 以上が、令和２年度網走市一般会計補正予算の内

容でございますが、今回の補正に係る一般財源所要

額につきましては、地方交付税871万7,000円を追加

しようとするものでございます。 

 次に、10ページを御覧願います。 

 この表は地方債の現在高見込額に関する調書でご

ざいます。 

 次に、国民健康保険特別会計を御説明申し上げま

す。 

 15ページを御覧願います。 

 保険給付費の傷病手当金では、新型コロナウイル

ス感染症に感染した被用者に対し、傷病手当金を支

給する経費として188万8,000円の追加でございま

す。 

 国民健康保険事業費納付金では、国の財政支援を

活用し、新型コロナウイルス感染症の影響により収

入が減少した国民健康保険被保険者等に係る保険料

の減免に伴う財源補正でございます。 

 諸支出金の保険料還付金、新型コロナウイルス感

染症対策国民健康保険料還付金では、国の財政支援

を活用し、新型コロナウイルス感染症の影響により

収入が減少した国民健康保険被保険者等に係る平成

31年度分の保険料の還付金として1,151万1,000円の

追加でございます。 

 次に、介護保険特別会計を御説明申し上げます。 

 21ページを御覧願います。 

 総務費の一般管理費、保険業務費では、介護保険

システムの改修に係る経費として75万9,000円の追

加でございます。 

 次に、後期高齢者医療保険特別会計を御説明申し

上げます。 

 27ページを御覧願います。 

 諸支出金の保険料還付金、新型コロナウイルス感

染症対策後期高齢者医療保険料還付金では、国の財

源支援を活用し、新型コロナウイルス感染症の影響

により収入が減少した後期高齢者医療被保険者に係

る平成31年度分の保険料の還付金として301万円の

追加でございます。 

 以上が、令和２年度網走市各会計補正予算の内容

でございます。 

 次に、議案第９号辺地に係る公共的施設の総合整

備計画の変更について提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

議案資料37ページ、資料６号を御覧願います。 

 平成30年度に策定した総合整備計画について、本

年度以降の事業追加に伴い計画を変更しようとする

もので、道路整備費として能平辺地で6,100万円の

追加、スクールバスの整備費として嘉越辺地で

1,148万円を追加しようとするものでございます。 

 次に、議案第10号辺地に係る公共的施設の総合整

備計画の策定について提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

 議案資料38ページ、資料７号を御覧願います。 

 辺地に係る公共的施設の総合的かつ計画的な整備

を促進するため、総合計画を策定するものでござい

まして、計画期間は令和２年度から令和６年度まで

の５年間でございます。 

 計画を策定する辺地は栄と清浦地区で構成する栄

清辺地であります。 

 事業内容でございますが、道路の整備を行うもの

でございます。 

以上、議案第１号から議案第４号並びに議案第９

号及び議案第10号につきまして提案理由の御説明を

申し上げましたが、よろしく御審議賜りますようお

願いを申し上げます。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第５号、議案第６号並びに議

案第８号につきまして、一括して提案理由を御説明
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申し上げます。 

 初めに、議案第５号網走市手数料条例の一部を改

正する条例制定について御説明申し上げます。 

 議案資料26ページ、資料２号を御覧いただきたい

と存じます。 

 条例改正の趣旨でございますが、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号等に関する法律

の一部が改正され、個人番号を通知する通知カード

が廃止されたことに伴い、当該通知カードの再交付

に係る手数料を廃止するため、当該条例の所要の改

正を行うものでございます。 

 改正の内容でありますが、個人番号の通知カード

の再交付の規定を別表第14から削除するものであり

ます。 

 本条例の施行期日につきましては、公布の日から

施行し、令和２年５月25日から適用するものでござ

います。 

 次に、議案第６号網走市後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例制定について御説明申し

上げます。 

 議案資料27ページ、資料３号を御覧いただきたい

と存じます。 

 条例改正の趣旨でございますが、北海道後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例等にお

きまして、後期高齢者医療被保険者のうち、新型コ

ロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し、一

定期間に限り傷病手当金を支給するための改正が行

われたことにより、当市におきましても傷病手当金

を受付できるよう、当該条例の所要の改正を行うも

のでございます。 

 改正の内容でありますが、新型コロナウイルス感

染症に感染した被用者等に係る傷病手当金の支給に

関する申請書の提出の受付について、新たに規定す

るものであります。 

 本条例の施行期日につきましては、公布の日から

施行するものでございます。 

 次に、議案第８号網走市国民健康保険条例の一部

を改正する条例制定について御説明申し上げます。 

 議案資料29ページ、資料５号を御覧いただきたい

と存じます。 

 条例改正の趣旨でございますが、１点目は、国民

健康保険料の賦課限度額の引上げ及び低所得者に係

る保険料の軽減判定所得の見直しを内容とする国民

健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され

たこと。また、地方税法等の一部を改正する法律の

公布により低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る課税の特例が創設されたことから、当

市においても同様の措置を講ずるための所要の改正

を行うものでございます。 

 ２点目は、国民健康保険被保険者のうち、新型コ

ロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し、一

定期間に限り傷病手当金を支給するための所要の改

正を行うものであります。 

 ３点目は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、収入が減少した場合等による被保険者等の国民

健康保険料の減免に対応するための所要の改正を行

うものであります。 

 改正の内容でありますが、１点目は、基礎賦課限

度額61万円を63万円に引き上げるものであります。 

 ２点目は、介護納付金限度額16万円を17万円に引

き上げるものであります。 

 ３点目は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額

を軽減する所得判定基準について、５割軽減の基準

については被保険者数に乗じる金額28万円を28万

5,000円に、２割軽減の基準については被保険者数

に乗ずる金額51万円を52万円に引き上げるものであ

ります。 

 ４点目は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期

譲渡所得に係る課税の特例創設に伴い、関係法令の

条項を追加するものであります。 

 ５点目は、新型コロナウイルス感染症に感染した

被用者等に係る傷病手当金の支給について、附則に

おいて特例を規定するものであります。 

 ６点目は、被保険者等が新型コロナウイルス感染

症の影響により、収入が減少した場合等において、

令和２年２月１日から令和３年３月31日までの間に

納期限が設定されている国民健康保険料について

は、減免申請期限にかかわらず減免することができ

るよう、附則において特例を規定するものでありま

す。 

 本条例の施行期日につきましては、公布の日から

施行し、令和２年４月１日から適用するものであり

ます。 

 ただし、改正後の本条例第16条の規定は、土地基

本法の一部を改正する法律、附則第１項第１号に掲

げる規定の施行の日の属する年の翌年１月１日から

適用し、附則第４条から附則第６条までの規定は、

傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日か

ら規則で定める日までの間に属する場合に適用し、

附則第７条の規定は令和２年２月１日から適用する
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ものであります。 

 なお、改正後の保険料に係る規定は令和２年度以

降の年度分の保険料について適用し、平成31年度以

前の年度分の保険料につきましては、従前の例によ

るものでございます。 

 以上、議案第５号、議案第６号並びに議案第８号

につきまして、提案理由の御説明を申し上げました

が、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 －登壇－ ただいま御上

程をいただきました議案第７号網走市介護保険条例

の一部を改正する条例制定につきまして、御説明を

申し上げます。 

議案資料28ページ、資料４号を御覧願います。 

 趣旨でありますが、新型コロナウイルス感染症の

影響により、収入が減少した場合等における第１号

被保険者の介護保険料の減免に対応するため、当該

条例の所要の改正を行うものであります。 

 内容でありますが、収入の減少など新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けた第１号被保険者につき

まして、同条例に規定する減免申請期限にかかわら

ず、令和２年２月１日から令和３年３月31日までの

間に納期限が設定されている介護保険料の全部また

は一部を減免することができることを新たに規定す

るものであります。 

 このことにつきましては、国による新型コロナウ

イルス感染症緊急経済対策におきまして、感染症の

影響により一定程度収入が下がった方々等に対し

て、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除を行

うとされたことを踏まえた内容となります。 

 施行期日でありますが、公布の日から施行し、改

正後の附則第８条の規定につきましては、令和２年

２月１日から適用しようとするものであります。 

 以上、議案第７号につきまして御説明を申し上げ

ましたが、よろしく御審議賜りますようお願い申し

上げます。 

○井戸達也議長 以上で、議案の提案理由の説明を

終わります。 

 なお、ただいま提出されました案件につきまして

は、議会運営委員会の決定に基づきまして、後日各

会派１名による大綱質疑を行い、大綱質疑終了後は

所管の委員会に付託し、細部審査を行うこととなり

ます。 

 

○井戸達也議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了しました。 

 開会当初に決定いたしました審議日程に従いまし

て、再開は18日、午前10時としますから参集願いま

す。 

 本日は、これにて散会します。 

 御苦労さまでした。 

午前10時36分散会 
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○議事日程第２号 

令和２年６月18日午前10時00分開議 

日程第１ 議案第１号～第10号 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和２年度網走市一般会計補正予算

（各委員会付託） 

議案第２号 令和２年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（文教民生委員会付

託） 

議案第３号 令和２年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第４号 令和２年度網走市後期高齢者医療特

別会計補正予算（同） 

議案第５号 網走市手数料条例の一部を改正する

条例制定について（同） 

議案第６号 網走市後期高齢者医療に関する条例

の一部を改正する条例制定について

（同） 

議案第７号 網走市介護保険条例の一部を改正す

る条例制定について（同） 

議案第８号 網走市国民健康保険条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の変更について（総務経済委員会

付託） 

議案第10号 辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定について（同） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    田 口   徹 

 建設港湾部長    吉 田 憲 弘 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 庁舎整備推進室長    後 藤 利 博 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 総務防災課長    田 邊 雄 三 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教  育  長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    吉 村   学 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    武 田 浩 一 

次     長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00分開議 

○井戸達也議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

令和２年第２回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ２ 日 

令和２年６月 18日（木曜日） 
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ます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 

○井戸達也議長 本日の会議録署名議員として、近

藤憲治議員、栗田政男議員の両議員を指名します。 

 

○井戸達也議長 ここで、企画総務部長より発言を

求められておりますので、これを許可します。 

 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 今定例会に提出をいたし

ました議案第９号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の変更についての議案に、文字の脱落がござい

ました。 

 正誤表のとおり、訂正をさせていただき、訂正後

の議案をお配りをしております。 

 以上、訂正をしておわびを申し上げます。大変申

し訳ございません。 

 

○井戸達也議長 本日の議事日程は、既に印刷して

配付の第２号のとおりであります。 

日程に従い、直ちに議事に入ります。 

 

○井戸達也議長 日程第１、既に一括上程中の議案

第１号から議案第10号までの合わせて10件を議題と

し、大綱質疑を行うわけでありますが、通告があり

ませんので、お手元に配付しております議案付託区

分表のとおり、所管の各常任委員会に付託の上、会

期中に審査することにしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

○井戸達也議長 以上で、本日の議事日程は全て終

了しました。 

 本議会の審議日程に従いまして、各常任委員会に

おいて議案を審査するため、これより本会議は休会

とし、再開は23日午前10時としますから、参集願い

ます。 

 本日は、これで散会とします。 

 御苦労さまでした。 

午前10時02分散会 
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○議事日程第３号 

令和２年６月23日午前10時00分開議 

日程第１ 一般質問 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 一般質問 （川原田議員、澤谷議員、村椿議員、永

本議員、古田議員、小田部議員） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    田 口   徹 

 観光商工部次長    秋 葉 孝 博 

 建設港湾部長    吉 田 憲 弘 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 庁舎整備推進室長    後 藤 利 博 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 情報政策課長    高 橋   剛 

 総務防災課長    田 邊 雄 三 

 総務防災課参事    渡 辺   昭 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

 市民活動推進課長    湯 浅   崇 

 健康推進課長    永 森 浩 子 

 健康福祉部参事    細 川 英 司 

 水産漁港課長    渡 部 貴 聴 

 観 光 課 長    大 西 広 幸 

 観光商工部参事    高 井 秀 利 

 観光商工部参事    前 田 関 羽 

 建 築 課 長    小 原   功 

 建 築 課 参 事    佐 藤 範 幸 

…………………………………………………………… 

 教  育  長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    吉 村   学 

 学校教育部次長    小路谷 勝 巳 

 社会教育部次長    岩 本 博 隆 

 学校教育課長    小 松 広 典 

 スポーツ課長    阿 部 昌 和 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    武 田 浩 一 

次     長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00分開議 

○井戸達也議長 おはようございます。 

本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

ます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 

○井戸達也議長 本日の会議録署名議員として、立

崎聡一議員、澤谷淳子議員の両議員を指名します。 

 

○井戸達也議長 本日の議事日程は、既に印刷して

配付の第３号のとおりであります。 

日程に従い、直ちに議事に入ります。 

令和２年第２回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ３ 日 

令和２年６月 23日（火曜日） 

 

   

網 走 市 議 会 会 議 録 第   日 

平成 年 月 日（ 曜日） 
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○井戸達也議長 日程第１、一般質問を行います。 

 前例に従い、通告順に発言を許します。 

 川原田英世議員。 

○川原田英世議員 －登壇－ 民主市民ネットの川

原田英世です。 

 通告に従いまして、質問をさせていただきたいと

思いますが、今日は６月23日、沖縄戦、大規模な地

上戦が終結して75年という年で、日であります。改

めて、過去の先人たちの大きな犠牲の下に今の平和

があるということ、このことをしっかりと胸にとど

めながら、今の、また世界の中では朝鮮半島も、そ

してインドと中国も武力衝突があったということ

で、世界的には決して平和と言えない社会でありま

すけれども、世界平和の実現に向けて、私たちも取

り組むことが大切だなとつくづく思うところであり

ます。 

 過去の歴史を見ると、このコロナというような状

況は第一次世界大戦中にも大規模な感染症が起こっ

ていた。そして、そのことに対応するために、各国

が大規模な財政投資を行う中で、その10年後には世

界恐慌が起こり、そして第二次世界大戦につながっ

ていった、こういった歴史があります。そういった

歴史を思うときに、今のこのコロナをどうやって脱

していくのか、そして、そこから次の時代をどのよ

うに切り開いていくのか、平和な社会をどうやって

築いていくのか、今からしっかりと議論をしていか

なくてはならないというふうに思います。 

 そこでまず、今日質問していきたいのは、コロナ

ウイルス 対策についてが１点と、それからその先

の世界について、各伺っていきたいというふうに思

います。 

 先ほども言いました、過去の戦時中には大きな感

染症があった、スペイン風邪と言われるようなもの

があった。その犠牲者というのは、実は発生した年

よりもその翌年のほうが犠牲者の数は多かったとい

うふうに言われています。なので、２次感染、３次

感染、北海道ではもう既に２次感染というふうにな

っていますから、そういったさらなる感染の広がり

をどうやって抑えていくのかということが、非常に

重要になってくるのだということに思います。 

 さらには、やっぱり次にまた感染期が来ると、ま

た経済的に大きなダメージを負ってしまう、自粛と

いうふうになってくれば、せっかく様々な対策を市

が講じてきて、徐々に活気を取り戻しつつある中

も、でもまた経済的にストップせざるを得ないとい

うことになれば、本当に飲食店だとか観光業界にと

っては、もう太刀打ちならない状況になってしまう

のではないかというふうに思いますので、ここをど

うやって防いでいくのか、これが非常に大きな勝負

のときになってくるというふうに思います。 

 そういった中で、まず伺っていきたいのは、市が

管理する各施設、指定管理も含めて、施設の状況に

ついてお伺いしたいというふうに思うのですが、ま

ず、市が委託をしている施設だとか、指定管理をし

ている施設に関しては、これは休業要請しましたの

で、ここも結構な、私はダメージを負っているので

はないかなというふうに思うのですが、各飲食店や

そういった事業者、自粛をお願いして閉めてきた施

設に関しては、様々な経済的な施策を行ってきまし

た。また、国も家賃補助などのような取組が検討さ

れるということでありますけれども、こういったと

ころには支援の仕組みというのはないのではないか

なというふうに思うのですけれども、そういった状

況をどう把握しているのか、また何かしらの取組を

行う考えがあるのかを伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 このたびの新型コロナウ

イルス感染症による指定管理者制度導入等の施設の

状況でございますけれども、国の緊急事態宣言を受

けて、議員からお話のあったように公共施設を休館

をし、感染予防対策を講じてまいりました。 

 休館期間中は、施設の維持に係る経費やサービス

提供のための支出が減少するものの、当然ながら利

用料収入がないために運営等に支障を来す場合があ

るというふうに考え、実態を調査いたしたところ、

前年度につきましては大きな影響はなかったと報告

されておりますけれども、今年度、４月以降につき

ましては、利用料収入減により経営が圧迫されてい

るとの報告を受けてございます。 

 新型コロナウイルスの影響は先行きが見通せず、

今後もさらなる影響が生じる可能性がございますの

で、施設を所管する部署では運営の状況把握に努め

ながら、指定管理者が不利益を被らないような対応

をしてまいりたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 わかりました。指定管理の皆さ

んもいろいろな対策をそれぞれ講じていますので、

ぜひその対応をお願いしたいと思います。 

 そして、その中でやっぱり職員の方たちの状況が
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心配です。たしか今年の12月の議会だったでしょう

か、小田部議員のほうから質問があったように、ス

キー場が開けている期間に雪が少なくて短くて、職

員の方の収入にも大きく影響があったということで

す。このコロナでもそういった状況が発生してしま

っているのではないかと思うのですが、その状況を

把握していましたら教えていただきたいのと、何か

対策を講じる考えはあるのかを伺いたいと思いま

す。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 施設職員の収入状況のお

尋ねだったというふうに思いますけれども、休館中

でありましても、通常勤務で影響がなかったという

ケースのほか、勤務時間調整が行われていたことに

よって、減収があったものの休業手当などの支給に

よって、影響を緩和する対応がなされているとい

う、先ほどの調査の中で確認をしております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 わかりました。今の状況はわか

りました。 

 これがまたさらに今後２次感染、３次感染という

ことになれば、さらなる対策を講じていっていただ

きたいというふうに思います。 

 また、次にお伺いしたいのは、２次、３次感染、

さらなる感染の拡大が起きていけば、先ほど言った

ように、観光業、飲食業、また自粛を求めるような

事態になってきますし、また教育の現場もそういう

ことになればまた休業と、学校も休業ということに

ならざるを得ないという状況にもなっていくのかも

しれません。そういった状況も抑えていかなくては

いけないですし、まず感染を拡大を防止するという

観点で様々な対策を講じていかなくてはならないと

いうふうに思います。 

 そういった中で、最初の臨時会で補正予算とし

て、まず感染症拡大を抑止していこうということ

で、マスクだとかそういった備品の購入の補正予算

が通ったわけでありますけれども、これさらにもう

ちょっと枠を広げてやっていかないといけないので

はないのかなと。例えば学校では、体温をはかって

いくそういったセンサーを設置するですとか、各市

が管理しているコミセンだとか、そういうところに

は非接触型の体温計だとか、そういった様々なそう

いった設備を、今からしっかりと配置をしていくと

いうことが必要になってくるのだというふうに思い

ますが、そういった対策について、どのように考え

ているのかお伺いします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 施設における今後の感染

症への対策についてでありますけれども、２波、３

波の備えに対しましては、非接触型体温計をはじ

め、マスクやアルコール等の衛生用品の備蓄が必要

であるとともに、医療提供体制の維持が大変重要と

なってきますので、医師会指定医療機関、保健所等

との関係機関との連携が必要になってくるというふ

うに考えてございます。 

 公共施設の開館に当たりましては、感染防止ガイ

ドラインを作成するとともに、非接触型体温計を50

台確保いたしまして、必要な衛生用品と併せて各施

設に配布、提供しているところでございます。 

 感染防止ガイドラインの構成といたしましては、

基本的な考え方、特に注意する事項、リスク評価、

また具体的な対策として施設の共通認識、来館者、

職員、施設、それぞれの安全確保、広報周知といっ

た内容としておりまして、各施設が実施する感染防

止対策につきましては、地域の感染状況等を踏まえ

た上で、業種別に出されているガイドラインを参考

に検討していただくとともに、施設ごとの種別や特

性、さらには来館者の状況等を評価し、必要な対策

を講じていただくこととしております。 

 これまでもガイドラインに基づき、指定管理者や

職員等による協議が進められておりまして、施設ご

とに必要な対策を実施しているところでございま

す。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 その情報がやはり利用者にもわ

かるように、少しでも明るみに出てくるような形に

なってこないと、なかなか進まない部分も一方ある

と思いますので、そこもぜひお願いしたいというふ

うに思います。 

 僕のほうに連絡があったのは、昨日になっていき

なり利用している施設のほうから団体者名簿を出し

てくれと来たのですと。今さら、あれ何なのでしょ

うかという問合せが来て、ちょっと対応が遅すぎる

のではないですかという話がありました。いろいろ

と協議会の中でもちょっと発言しましたけれども、

大変急なことなので、少し後手後手になってしまう

部分は、これはどうしてもしようがないと思います

けれども、その中でも情報共有をしっかりと図りな

がら対策を進めて、利用者に対する情報提供という

のもしっかりと進めていただきたいというふうに思
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います。 

 そういった中で、やはり今もありましたけれど

も、感染症対策のマニュアルですね、これが道も出

してますし、国のほうからももちろんあります。北

海道は新しい北海道の生活様式みたいな形で出して

いるのもありますけれども、もうちょっと細かいも

のを市で出していく必要があると思うのですね。情

報提供をしていく必要があると思っているのですけ

れども、その点についてはどのように考えているの

かお伺いします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 公共施設における感染防

止ガイドラインにつきましてですが、このガイドラ

インにつきましては、あくまで市から出ているもの

は基本的な事項、これは新型コロナウイルス感染症

専門家会議の中で提言を受けた基本的な事項をベー

スにつくったものでありまして、詳細につきまして

はやはり施設の種別や特性ですとか、あと来館者の

状況で異なってまいりますので、施設としっかりそ

こは連携、共有しながら調整していきたいというふ

うに考えております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 取れる対策というのは、この感

染症は本当に限られているので、そこをしっかり明

示していくということになるのだというふうに思い

ます。 

 それで、今マニュアルという案があって、昨今で

は本州のほうではこれから大雨が降るような時期で

すので、複合災害に対してどうしていくのかという

ようなマニュアルの策定も、急がれている地域もあ

るというふうに伺っています。 

 この感染期がどこまで長くなっていくのかわかり

ませんけれども、例えば網走ですと、冬の大雪の時

期だとか吹雪のとき、町が孤立するなどということ

がよく最近はありますから、そういったときに、例

えば避難が必要な地域が出てきた、では、熱のある

人を同じ場所に避難させるのかというような、そう

いった計画、マニュアルというか、対策もこれから

しっかりつくっていかなくてはいけない時期に入っ

てきているのだというふうに思いますので、これは

それぞれのエリア、エリアでまた避難計画はあると

思いますから、そこと照らし合わせながらつくって

いくというふうに思いますけれども、早急にこの動

きもしていってほしいなというふうに思います。 

 それで、どうなるか全くわからないので、一概に

何とも言えないのですけれども、これから先どのよ

うな状況になったら、どのような対応をしていくの

か、つまり東京で感染者がすごく増えましたよと、

また国として非常事態宣言出しましたと、でも北海

道は感染者が少ないから、特別警戒区域等にはなら

なかったといった場合の対策はどうなるのだろう

か。例えば、国としてはそんなに感染者が増えてい

ないのだけれども、例えば近隣の都市、または網走

で感染者が出た場合、そういったときはどのような

対策を講じて、自粛要請等するのかどうなのか、こ

の基準というのが、僕はある程度の基準を市民に見

える化していく必要があると。段階を踏んで、こう

いうふうに要請を解除してますよという段階の中に

今北海道がありますけれども、網走市として、では

札幌は感染者が出ているからどうではなくて、網走

市としての考え方はどうなのだと、どのような状況

になったら自粛を要請しなくてはいけなくなってし

まうのか。そこら辺の部分を明確にして、市民に周

知しておく、あらかじめですね、そういった必要性

があるのではないかと思いますが、考えを伺いたい

と思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 感染拡大、遠いところ、

また近隣で出た場合の対応というようなことでござ

いますけれども、遠隔での感染拡大におきまして

は、これまでと同様に北海道の基本方針に準じた段

階的な対応をしていくというようなことになろうか

と思います。 

 内容といたしましては、発生地域との往来や外出

の自粛、施設の使用制限、イベント等の開催制限な

どが考えられます。 

 また、近接地や市内での感染発生といった場合に

は、やはり外出自粛要請、さらには施設等の使用制

限や休業要請も視野に入れた市独自の判断も必要に

なってくるというふうに思っております。 

 これらは、また専門機関の意見を踏まえながら、

新型コロナウイルス感染症対策本部のほうで検討し

ていきたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 市独自の判断を検討するという

ことで…。 

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕 

○井戸達也議長 暫時休憩いたします。 

午前10時15分休憩 

午前10時17分再開 
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○井戸達也議長 再開いたします。 

 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 答弁の修正をさせていた

だきます。 

 ただいま、近接地や市内で感染発生した場合に

は、市独自のというようなお話をさせていただきま

したが、私のちょっと認識違いでございました。申

し訳ありません。 

 あくまで北海道の基本方針に基づいた段階的な対

応といったことになろうかと思います。これは先ほ

ども言ったように、外出の自粛ですとか施設の使用

制限、イベント等の開催制限というようなことにな

りまして、やはり北海道の考え方に準じたというよ

うなことになりますので、保健所とも協議をしなが

ら対応してまいりたいというふうに思います。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 北海道の対策に準じて取り組

む、基準を設けるということで、そこは理解したの

ですけれども、どういった状況になったら、こうい

った対策が必要になりますよというのは、逆に言え

ば、北海道の基準でも明確にあるということですの

で、例えば市内で感染者が出た場合、近隣で出た場

合はこういうふうになりますよというのが、いまい

ちいろいろな情報があるので混乱しているというの

もあるのですけれども、伝わっていないというか、

これからまた２次感染、３次感染になるのだって

と、また自粛しないといけないのだねというふうに

思っている人が多くいて、もう事業、だったらやめ

ようかなというような話になってしまうのですね、

先が見通せないとなると。こういった段階になった

らこういうふうにしなくてはいけなくなるけれど

も、まずその感染拡大を乗り越えるために、こうい

ったことにまず協力していってくださいという、そ

ういういろいろ議論ありますけれども、自粛を要請

するのであれば、やっぱりそれに対してのしっかり

対策が求められているわけで、その両方、こういう

ふうにしていって何とかこのコロナとの闘いを抑え

ていかなくてはいけないねと。コロナをコントロー

ルしていかなくてはいけないよねといったお願いと

いうか、要請がひとつ必要だと思いますので、今検

討していくという言葉も頂きましたから、ちょっと

いろいろとそういった点も含めて議論をしていただ

きたいなというふうに思います。 

 それで、次に移りますが、対応、対策については

今の部分で、どういうふうに考えているのかという

部分わかりましたので、ちょっと今まで対策がどう

しても後手後手に回ってしまうというのがあったの

ですけれども、ここでひとつ第１次感染はひとつ節

目というか、ある程度の北海道内では落着きが見ら

れるということなので、ここで次に備えるという取

組をしっかりと行っていっていただきたいというふ

うに思います。 

 次に、アフターコロナ社会への考え方についてお

伺いしていきたいというふうに思います。 

 １点目には、スマートシティへ向けた考え方で

す。 

 このパンデミックまでに発展した感染症、日本は

少し抑えられているという感じになってますけれど

も、世界ではさらに感染者が更新している最中であ

りまして、どんどんどんどんとフロンティア、後進

国のほうに感染の兆しが伸びていっているというこ

とです。 

 そういった社会の中で、いろいろな社会の構造自

体が徐々に大きく変わってきているのではないかな

というふうに思います。これは今この中で全員がマ

スクしていることもそうですし、今まではインター

ネットで会議するなんて考えられなかったのですけ

れども、もうそれは当たり前のようになってきまし

た。テレワークも大きく推進をしてきて、さらに生

活環境が大きく大きく変わってきた。こういった状

況が起きてきているのだというふうに思います。こ

れはパンデミックというような大きな危機によって

生じたものでありますけれども、地域の都市にとっ

ては非常に大きなチャンスにもつながっていくので

はないかなというふうに思います。 

 昨日の新聞に出てましたけれども、テレワークを

している方の４人に１人が、地方への移住しての生

活に関心があると、関心が高まってきているといっ

たような回答であったそうです。 

 また、在宅勤務の推進そのものについては、７割

の方が理解を示している。その理由としては、通勤

時間の短縮や、さっきもあった地域での生活、都市

部で生活しなくてもいいということでの、いろいろ

なコストが抑えられるだとか、生活環境がよくなる

と、そういった回答が上げられていたということで

す。 

 こういった大きなチャンスを、やっぱりしっかり

とつかんでいかなくてはならないというふうに思い

ます。なので、市でもテレワーク等の推進ですと

か、こういったテレワークをする上での環境整備に
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しっかりと力を入れていく必要があるのだというふ

うに思います。 

 何度か言っていますけれども、やはりＷｉ－Ｆｉ

の整備だとか、そういうのを全体的に、日本自体が

すごく遅れているのですね。僕が10年以上前に世界

を旅していたときは、後進国のほうがずっとＷｉ－

Ｆｉ接続がよくて驚いた記憶があります。そういっ

た中で、今こそそっちにしっかりと力を入れていく

必要があるというふうに思います。 

 ＩＣＴの推進にしっかりと取り組んで、地方都市

のスマート化を進めていくことについての市の考え

について伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 新型コロナウイルス感染

症拡大は、人々のライフスタイルや価値観などの社

会の変化を加速させることになりました。とりわけ

感染予防の観点から、人との接触を避けるためテレ

ワークによる在宅勤務やリモート授業など在宅学習

がクローズアップされたところでございまして、そ

の一つとしてＩＣＴやＡＩなど先端技術やビッグデ

ータの活用により、地域の機能やサービスを効率

化、高度化し、各種の課題の解決を図るとともに、

快適性や利便性を含めた新たな価値を創出するスマ

ートシティの推進については、時代の流れというふ

うに認識をしております。 

 今年度、ＡＩを活用したデマンドバスの実証運行

も予定しておりますので、さらにどのようなことに

取り組めるか研究してまいりたいというふうに考え

ております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 スマートシティ、簡単にスマー

トシティという言葉で言われても、いろいろなもの

があるので、まずその一つとしてはデマンド型のタ

クシー、バスだとか、そういうのもありますし、

様々な分野でスマートシティ化に向けて動きをして

いっていただきたいと思うのですが、昨今やはり話

題になっているのは、在宅勤務ですね。それで全体

的な市内のＩＴ関係のインフラ環境の推進というの

は、これは時期を追ってまた質問したいと思います

けれども、市の職員の在宅勤務、テレワークについ

ての考え方、これ以前もちょっと聞いているのです

けれども、そのときは研究しますということで答弁

を頂いているのですが、こういった状況で技術も大

きく進歩している中で、どのように今、考えでいる

のかを伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 職員の在宅勤務の関係で

ございますが、以前にもお答えしたことがございま

すが、例えば企画分野などについては、自宅で様々

なプランを練るとかということが可能だと思います

が、そのような部署はかなり限られてございます。 

多くの部署につきましては、個人情報などを取り

扱うということがございますので、情報のセキュリ

ティーの確保という面では、なかなか在宅で市の業

務をこなしていくというのは難しいというふうに認

識をしております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 やはりプライバシーの観点が大

きいということで、となるとやっぱり仮にしっかり

としたセキュリティーのあるネットワーク機能があ

っても、あるからといって、では在宅で個人情報を

扱っていいかどうかということになると、これはま

た違うのだろうというところで、いろいろな壁がこ

こにはあるのだなというふうに思います。 

 もうここについては、いろいろな技術が出てきて

いるのですけれども、根本的な問題がまだあるとい

うことなので、ここはこれからも僕もいろいろと研

究というか、情報を集めたいというふうに思いま

す。 

 次にお伺いしたいのは、町全体の仕組みという中

で、５Ｇのことは札幌でも動き始めました。オリン

ピックに向けて進んでいくという話できた５Ｇでし

たけれども、ちょっとオリンピックの方向性が見え

なくなってきて、今度は逆にこのコロナという状況

で５Ｇという価値観、考え方、技術の導入が進んで

いっていると。さらには、それを海中でも使えるよ

うにする６Ｇというのがもう構想が出来上がってい

るという段階にもなって、技術というのはどんどん

どんどん進んでいくのだなというふうに思っていま

す。 

 この５Ｇ、今網走でもブロードバンドが届いてな

いとか、脆弱な地域がありますけれども、５Ｇのう

まく活用していけば、そこもある程度の解決策を見

いだせるのではないかということもありますし、エ

リアエリアでコンパクトに、ここは５Ｇで先進的に

やる地域ですよだとかいうふうにする、面でつくる

５Ｇということも可能なのではないかと、いろいろ

なことは言われていて、それぞれの事業者、実施事

業者が今国との連携の下に活躍をしているという

か、様々なプロジェクトを練っている最中だという
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ふうに伺っています。 

 そういった中でやっぱり網走も、先ほどのスマー

トシティと同じように、そこにしっかりと手を挙げ

て事業者と連携をして、将来の網走を描いていく必

要があるのではないかなというふうに思いますけれ

ども、そういった民間企業や国と連携した５Ｇなど

の新たな取組についての考えを伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 ５Ｇにつきましては、

2020年３月から商用サービスが開始がされましたけ

れども、サービス利用可能な場所は札幌駅の周辺や

大通公園、札幌ドームなど、現時点では一部の地域

に限定されておりまして、５Ｇの電波は高速であり

ますけれども伝送距離が短いことから、多数の基地

局が必要とされ、都市部以外でサービス利用が可能

となるにはしばらく時間がかかるものというふうに

思われます。 

 現時点では、５Ｇの技術を利用するための基盤イ

ンフラである光ファイバーが市内の一部で整備され

ておりませんけれども、今後通信基盤が整備された

後、必要な場所に自営の基地局を設置をし、サービ

スエリアを構築するローカル５Ｇの技術の活用が期

待できるので、地域課題の解決へ向けて民間企業や

大学、研究機関などとも連携し取り組み、何が可能

となり、どのようなことができるのかを引き続き検

討してまいりたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 わかりました。民間企業が様々

な技術を今持って、それぞれ分野がいろいろ違うよ

うでして、ＮＴＴドコモであるだとか、その他海外

の企業だとかも、それぞれの強みを生かした技術を

持っているということであります。 

 ぜひ、そういった企業との連携というのも進めて

いただきたいですし、そして、では５Ｇを持ってき

て何に使うんぞやというような議論ももう一方でし

っかりとあるのですけれども、僕は東京農業大学だ

とか、そういったところでこの５Ｇというのは非常

に使いたいといったらあれですけれども、可能性

を、たくさん研究していけるインフラ整備になって

いくのだというふうに思いますので、ぜひとも前向

きに考えていっていただきたいなというふうに思い

ます。 

 それに関連して、国会では、特区の一つの枠組み

として、スーパーシティ構想というのが出来上が

り、法案が成立したところです。人工知能やビッグ

データなどの最先端の技術を活用して、丸ごと未来

都市というようなキャッチフレーズであります。し

かし、これがやっぱり先ほどもあったようにプライ

バシーに大きな問題があって、いろいろ議論があり

ます。この項目が幾つかにありまして、一つは移

動、自動運転だとかの技術だとか、物流、そして支

払い、行政のスマートシティ化、医療や介護、教

育、エネルギー、水、環境、ごみ、防犯、そして防

災、安全、こういった領域に分かれてまして、少な

くても５領域以上をカバーしている地域が丸ごと未

来都市、いわゆるスーパーシティ構想にはまってく

るということです。 

 2030年頃に実施されている未来社会での生活を加

速実現する、そして住民が参画して、住民目線でよ

りよい未来社会の実現がなされるように、ネットワ

ークを最大限に活用していくということで、北海道

でも自治体の中では、こういった未来に向けてアイ

デアを出している自治体がありまして、今全国から

56の自治体からアイデアが上がっていて、その中か

らより実現可能性が高い地域を選定して、国と連携

をしてその構想を進めていくということです。 

 これ、聞いているだけだとよくわからないという

か、すごい話で、ただ間違いなくこういった社会に

向かっていくのだろうなというふうに思います。 

 本当に、僕が子供の頃には全く考えられなかった

社会が今なっていて、もう既にそういったさらなる

次の社会のビジョンが描けている自治体が56、アイ

デアが出ているということですね。ここにやっぱり

私たち網走市もやっぱり考えていかなくてはいけな

いというふうに思います。そこで、そういった考え

方、今構想を示されていますけれども、こういった

ところに取り組んでいく考えがあるのかどうかを伺

いたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 議員お話のとおり、本年

５月スーパーシティ構想が盛り込まれた改正国家戦

略特区法が可決をされました。スーパーシティ構想

は、ＡＩやビッグデータを活用し、交通など個別分

野にとどまらず市民の幅広い生活全般をカバーし、

よりよい暮らしの実現を図るものでございますが、

様々な分野のデータを横断的に連携集約するため、

データの適切な管理、セキュリティーの確保が重要

となります。 

 今後、国や先進都市の事例や動向を注視しなが

ら、研究してまいりたいというふうに考えておりま
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す。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 世界各国がもう既に実現に差し

かかっている地域もあれば、中国などすごく進んで

いるので、このコロナの中でもそういった技術がさ

らに進んでいっているのだというふうに認識をして

いますので、ぜひ研究をしていっていただきたい。 

そして、逆にこの網走のような人口規模の自治体

のほうが取り組みやすいという項目もたくさんある

のですね。網走の強みという部分も生かせる部分と

いう分野というのはたくさんありますので、そこら

辺をしっかりと認識をしながら、取組を検討してい

っていただきたいなというふうに思います。 

 先ほど、庁舎建設特別委員会の中でも、僕のほう

で超分散型庁舎にしてはどうだというような、ちょ

っと発言をさせていただきましたけれども、未来と

いうのはもう技術的には僕らが想像していなかった

ものが目の前に示されているわけですから、しっか

りと検討を進めていただきたいなというふうに思い

ます。 

 最後に、学校給食についての項目も上げさせてい

ただいておりました。これについては、さきの文教

民生委員会のほうで、所管事務調査ということで内

容についてはお伺いをさせていただいたところで

す。 

 コロナの関係で市民への説明が遅れていることか

ら、来年も一部民間委託にはならないと。しかしな

がら、基本的な考えは変わらず、この方法で進めて

いくということで、説明を伺ったところですけれど

も、やっぱり２つの課題が混ざっていて、そこが一

番理解に結びつかない原因だと僕は思っていて、人

口減少、少子化による課題と人手不足という２つの

課題があるのですけれども、それが何かこう、一つ

のものになってしまっていて、説明されるときにで

すね、そこが理解につながらない大きな理由だとい

うふうに思っています。 

 人口減少少子化による課題というのは、これ大き

いことなので、それによってある程度仕組みを変え

ていかなければいけないだとかということは、一部

やむを得ない場合もあるのだろうなと、僕は思うと

ころです。しかしながら、人手不足という問題がこ

こに入ってくると、これは違うだろうと思うのです

ね。人手不足だから民営化と言われてしまうと、そ

れで民営化して、では人手不足を解消できるのかと

いうことが一つと、そもそもの負担増と職員の方の

賃金減少につながらないのかという不安がどうして

も頭をよぎってしまうというところがあります。 

 ここであまり議論はしませんけれども、１点だけ

ちょっと確認させていただきたいことがあります。 

それが、人手確保が困難な場合、通常の企業は何

を考えるかというと、もちろん人手不足解消にハロ

ーワークに行くだとかいろいろありますけれども、

一つの選択肢として人材バンクのような、人材派遣

サービスの利用というのがあります。聞いてみる

と、あんまり自治体でそういうところ活用するとい

うのは、ケースというのは聞いたことがないのです

けれども、そういった人材サービスなどの活用、こ

ういったことは検討された経過があるのか、活用に

ついてどのような考えでいるのかお伺いします。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 学校給食の調理場は、長期

的な育成も必要であるという職であるということか

ら難しいと考えております。同じ調理場内におきま

して、会計年度任用職員と派遣職員との間で雇用の

形態の違いにより円滑なコミュニケーション不足に

よる安全面や衛生面などへの影響が懸念されますこ

とから、人材派遣の活用についてはこれまで考えて

いないところでございます。 

○井戸達也議長 川原田議員。 

○川原田英世議員 考えていない、理由を聞いてい

ると、そんな理由ではないなというふうに、何かし

ら行政としてこういうのは活用しないとか、そうい

ったものがあるのかなと思ったのですけれども、そ

うではなくて、スキルの問題だとか、そういった部

分で活用しないということなのだなという、そうい

う認識だということで理解していいのでしょうか。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 先ほど議員からお話もござ

いましたけれども、道内の学校給食におきまして、

人材派遣の取組をしている自治体は承知していない

ところでございます。 

 人材派遣については、雇用確保の一つの手法だと

思いますが、学校給食において現在計画しておりま

すのは、行政改革推進計画においても、民間で進め

ていけるものは民間で進めていくとの考え、児童生

徒数の減少などから人材の確保、人の配置などを含

め給食を安定的に運営するためには、民間のノウハ

ウを活用した一部業務委託で実施したほうが望まし

いということで考えているところでございます。 

○井戸達也議長 川原田議員。 



- 23 -  

○川原田英世議員 わかりましたけれども、そこで

僕もすごく疑問に思ってしまうのですが、民間委託

した先の給食運営事業者が人材バンクに登録して人

材バンクから人を集めているのですよ。なので、雇

用されている人たちにとっては、民間を１個挟んで

結局人材派遣から人を入れているのが今の状況です

ね、各民間委託している学校給食の現状というの

は。なので、ちょっとその理由が僕はよく理解がで

きないなと思います。少しちょっと民間委託という

フレーズだけが先走ってしまっているように感じる

のは、やっぱりそういうところだと思うのですね。 

ロジックが何かちょっと違うような気がしてい

て、そこをもう少しどのように考えていて、どうし

ていきたのか、学校給食の将来を、そこを示してい

ただかないとなかなか議論ができないかなというふ

うに思っています。 

 先日も伝書鳩に人材派遣の会社が募集を出しまし

た。学校給食の調理現場という項目も一つありまし

て、時給も示されていました。随意になっていると

思いますので、そこも踏まえて、安易な民間委託と

あえて言ってしまいますけれども、そういった考え

を持たないでいただきたいなというふうに思いま

す。 

 以上で、質問を終わります。 

○井戸達也議長 次、澤谷淳子議員。 

○澤谷淳子議員 －登壇－ おはようございます。

公明クラブの澤谷です。 

 通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

 初めに、このたびの特別定額給付金では、市民の

皆様から「臨時窓口がよかった」、「給付早い」、

「職員さん、優しくて親切」、そして「社交飲食応

援お食事券も10万円もらって買いました」、「待っ

てました、楽しみです」と、賞賛と喜びの声が寄せ

られました。本当にお疲れさまでした。私も３階の

臨時窓口で給付申請しました。ありがとうございま

した。 

 さて、社交飲食業に続き、現在観光事業支援にも

お忙しいところ大変恐縮ですが、今日はテレワーク

の推進について質問させていただきます。たった

今、川原田議員が質問してかぶるところもたくさん

あると思うのですが、用意した質問原稿そのまま質

問させていただきます。 

 まず、ワーケーションについてです。 

 外出自粛となってから、首都圏では大企業以外の

中小企業にも一気にテレワークが普及しました。緊

急事態宣言解除で先週19日からは県外交流も再開

し、コロナ対策をしながらも国内旅行が増加してい

るところです。そして、これからは以前とは違う観

光客、ワーケーション客が現れ始めそうです。 

 ワーケーションとは、テレワークで仕事しながら

バケーションもするそうで、通過型より長期滞在型

が多く、北海道はワーケーションの理想地域となっ

ています。 

 つい昨年までは、北海道経済部で首都圏の大手企

業に、道内から希望のあった16の市や町の共同提案

として、ワーケーションしませんかと、滞在者を募

集していたのですが、今年はコロナでその募集をや

めているのに、テレワークする人が広く大幅に増え

たことで、自然発生的に都会の密集を避け、ワーケ

ーションに訪れたいと、北見市には既に問合せが入

り、移住の相談まであるそうです。ＮＨＫニュース

にも大きく取り上げられていました。 

 網走には北見市のようなサテライトオフィスはあ

りませんが、今はもうそれがなくても椅子とテーブ

ルがあればどこでもテレワークできるので、行く

先々で電源とＷｉ－Ｆｉ環境だけは探すそうですか

ら、当市もホテルを出た後の心地よいワークスペー

スがある施設やお店が増えればいいなと思っていま

す。 

 そこで、市としてワーケーション推進に取り組む

考えについてお伺いします。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 ワーケーションにつきまし

ては、休暇中に旅先で仕事をする新しいスタイルと

認識しております。 

 今般の新型コロナウイルスの影響によりまして、

都市部を中心に在宅勤務が広がっており、今後観光

需要が回復するに伴いワーケーションの需要もある

と考えております。 

 市では、１か月以上の長期滞在企業者に家具や家

電を備えた物件を紹介するお試し暮らしを提案して

おり、平成27年度から昨年度まで、延べ11件の受入

れの実績がございます。 

 また、本年７月から年末まで、６泊以上の長期滞

在者の宿泊代金の５割を助成する長期滞在網走モデ

ル事業を実施することとしており、本事業もワーケ

ーションとして利用することが想定されておりまし

て、利用者の声から具体的なニーズを拾っていき、

今後の在り方を研究してまいりたいというふうに考

えております。 
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○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 それでは次に、網走市でワーケー

ションに取り組んでいくときに、課題となることは

何かお伺いします。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 ワーケーションを推進して

いく上での課題ですけれども、仕事に集中したりリ

モート会議をしたりすることができる静穏で快適な

環境づくりが考えられます。 

 当市における通信環境につきましては、ほぼ全て

の宿泊施設において無料のＷｉ－Ｆｉを利用し、静

かな個室で仕事が可能であるなど、リモートで仕事

をする環境は一定程度整っていると考えているとこ

ろです。 

 ワーケーション推進の課題は、今後全国各地域が

ワーケーションの推進を図る中で、当市がワーケー

ションの旅行先として選ばれることが重要であり、

観光地、滞在地としての網走の魅力の向上とそのＰ

Ｒが重要になると考えているところでございます。 

○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 ただいま答弁頂きましたとおり、

これからはワーケーションについて本当に各地一斉

に、そうですよね、取組を推進してくると思います

ので、ぜひ付加価値として網走の魅力を生かして取

り組んでいただけたらと思っています。 

 次に、当市のテレワークの推進についてです。 

 今までのテレワークというと、大手企業が本社機

能の分散先として地方が企業誘致し、共同サテライ

トオフィスを用意したり、都会から来ていただくと

いうイメージそのものでした。しかし、今回のコロ

ナでテレワークは会社の大小なく、在宅でリモート

ワークするとのイメージに変わりました。札幌市で

は政府の働き方改革推進助成金と併用できる、中小

企業のみに向けて札幌市独自の初めてテレワークを

導入する際の経費助成を始めました。それは厚労省

では対象にならない在宅勤務にも持ち帰れるパソコ

ンの購入費の４分の３、80万円限度などで、令和２

年度新型コロナウイルス感染症対策テレワーク導入

助成金と言い、５月25日から今月末の６月30日まで

受付しているそうです。50件の予算に対して、６月

11日の時点で250件以上の申請があるそうです。コ

ロナ感染者が出た札幌市ですから、テレワークを導

入しなければならない差し迫った企業の現実があり

ます。また、新規導入は勤怠労務管理システムのや

り方や費用、セキュリティー、就業規則など、わか

らないこともあってできなかったと思いますが、助

成金と相談やサポート体制もあり、この機会にテレ

ワーク導入を決め、助成金に申込みが殺到している

ようです。 

 しかし、まだ感染の出ていない地方では、ほとん

どがそれどころではない、テレワークする業種がな

い、余裕がないなど、テレワークは必要でもできな

いという意識があると思います。 

 しかし、テレワークは、私が言うまでもありませ

んが、まち・ひと・しごと創生にひもづくものが多

数あり、これから大切な働き方になります。再び緊

急事態宣言が出たときや冬の猛吹雪のとき、家族の

介護をするようになったときとか、もしかしたら農

大生が網走に就職してくれて、逆に都会に帰るとき

などなど、在宅というより、さらに場所にこだわら

ずリモートワークできるのが今のテレワークです。 

 今だから今後の働き方を考える機会にすることを

必要と考えますが、テレワークを推進していくこと

に対する市の考えを伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 テレワークにつきまして

は、新型コロナウイルス禍により働き方改革の針を

急激に動かしたものと認識するところであり、企業

においては働き方の多様化や情報通信技術の活用を

進めていく必要が求められております。 

 平成30年度の労働実態調査によると、市内でテレ

ワークの推進に積極的に取り組む企業は187事業者

の中、３事業者と少数にとどまっていたところです

が、新型コロナウイルスの影響により、意識変化も

予想されますので、今年度の調査により市内事業者

の状況を把握してまいりたいと考えているところで

す。 

○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 今、今年度の調査により状況を把

握するというふうにおっしゃっていただきました

が、その結果によっては、また市として来年度予算

に向けて推進策をまた考えるとかというようなこと

で理解してもよろしいのでしょうか。そこまでは違

いますか。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 今の段階では、状況を見て

検討するとしか言えないです。 

○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 わかりました。ありがとうござい

ます。 
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 次に、テレワークセミナーの開催についてです。 

 毎年、年に一度だけ道内で１か所、総務省主催、

自治体共催の働き方改革セミナーが行われます。本

年はもう開催候補地が決まっているそうですが、昨

年９月に北見市でこのセミナーが開催され、永本議

員と２人で参加してきました。ここで少しセミナー

でのお話をさせていただきます。 

 事例として、横浜市で従業員39名の建設業の広報

部長さんが登壇してくれました。会社では、仕事の

現場事務所を設置しますが、それはサテライトオフ

ィスそのものであると表現し、現場ごとの移動、出

張の無駄がなくなったこと、若手の育成もテレワー

クで、仕事は見て覚えろ世代の先輩たちもヘルメッ

トにカメラをつけた若手の映像を見て、仲間と一緒

にわいわい画面に指導をしたり、病に倒れた従業員

が長期休職となり退職するしかなかったのが、テレ

ワークで在宅勤務してもらい解雇せずに済み、その

後職場復帰できたこと、そしてまさかの登壇者がそ

の御本人でびっくりでした。また、女性は結婚、出

産、育児で辞めていき、定着しない職場だったの

が、今は従業員の３分の１、13名の女性が定着して

いるそうです。採用面でもきつい、汚いなど、今は

10Ｋと言われるそうなのですが、10Ｋと言われる建

設業界において常に人手不足だったのが、今は募集

をかけなくても入社希望者のほうからテレワークが

ある会社を探してきてくれて、人材不足も解消され

ているそうです。 

 続いて、愛媛県西条市の職員さんが登壇しまし

た。西条市ではスマートシティ西条の構想実現のた

めに、小中学校にＩＣＴ活用とオンライン授業のほ

か、職員室残業が多い校務に追われる教員のテレワ

ーク導入に踏み切りました。しかし、当初先生の反

対が相当なものだったそうです。それでもやってみ

たら、大絶賛で先生のテレワーク総合満足度は何と

93％になり、感想に「教師の校務の情報化に目を向

けてくれたのがうれしかった」、「親の介護で休職

しようと思っていたが、自宅でできるような校務に

なり救われた」と評価していました。事例の２つと

も五、六年前から在宅ワークオンリーではない、ふ

だんは職場に出勤しながらも、仕事の場面やライフ

シーンに応じてリモートワークしていました。 

 事業者の方の意識を変えるテレワークができる業

種や業務は結構あると見直すきっかけとして、当市

もぜひセミナー開催をしていただきたいと思いま

す。 

 総務省では、先ほど言いました、年１回開催のほ

かに随時開催してくれるオンライン開催可能なセミ

ナーもありますので、市が主体的にこのようなセミ

ナーの開催を経済団体、業種組合などに働きかける

ことで、今後多様な働き方の推進、働き方改革につ

ながると考えますが、取組についての考えをお伺い

します。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 テレワークの推進につきま

しては、潜在的に適用可能であるものの、始めよう

という意識が事業者において生じないことが普及し

ない要因として大きいと考えられ、セミナー等の開

催は一定の効果が期待されるところでございます。 

 近々では本年８月に網走商工会議所の主催によ

り、テレワークの導入に関するセミナーが予定され

ているところです。同セミナーのほか、商工会議所

と共同し、テレワークを含めた新たな働き方の需要

について情報収集をしながら、働き方改革の推進に

努めてまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 澤谷議員。 

○澤谷淳子議員 早速８月に、知らなくてすみませ

ん、もう既にセミナー予定されているということ

で、引き続き事業者の皆様への情報提供と働き方を

考える機会を積極的につくっていただけたらと思い

ます。私も働きかけてまいります。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○井戸達也議長 一般質問の途中ですが、ここで暫

時休憩といたします。 

午前10時54分休憩 

午前11時05分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

 一般質問を続行します。 

 村椿敏章議員。 

○村椿敏章議員 －登壇－ おはようございます。 

日本共産党議員団の村椿敏章です。 

 通告に従い質問いたします。 

 １項目めは、市営住宅の活用についてです。 

 昨年６月議会でも取り上げましたが、公営住宅の

市営住宅の活用について取り上げたいと思います。 

 まず、市営住宅の概要について、また、入居状況

について伺います。さらに、入居状況を世帯人数ご

とにお示しください。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○吉田憲弘建設港湾部長 市営住宅の概要でござい

ますけれども、昨年度末において、15団地172棟
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1,759戸を管理しております。そのうち潮見団地建

て替えのための政策的な空き家などを除き、現在

1,312世帯が入居されております。 

 入居状況の内訳ですけれども、主に単身向けとな

る１人以上世帯向けに396世帯、２人以上世帯向け

に312世帯、３人以上世帯向けに604世帯が入居して

おります。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 次に、大曲１丁目の入居状況、昨年もお聞きしま

したが、昨年と比べてどうなっているのか伺いま

す。 

 また、これらの空き家について、網走広報で随時

募集をしておりますが、この応募状況がどうなって

いるのか、また、この間応募があまりないとは聞い

ておりますが、その理由は何なのか伺います。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○吉田憲弘建設港湾部長 大曲１丁目団地には、耐

用年数を経過した住宅１棟を除いた鉄筋コンクリー

ト造りの住宅が６棟72戸あり、入居戸数は昨年の53

戸から４戸が退去されたことから、現在の入居戸数

は49戸となっております。 

 空き家については、随時募集を行っているところ

ですが、直近３年間で入居された方は、平成29年度

の１件のみとなっております。 

 また、応募がない理由につきましては、大曲１丁

目団地は、全戸が３人以上世帯向けの住宅となって

おりますが、市営住宅全体の３人以上世帯向け住宅

の抽選倍率が1.0倍を切っている状況にある中、子

育て世帯を中心につくしヶ丘団地や駒場団地を希望

する方が多いことなどが考えられます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 つくしのほうとか、そちらのほう

に入っていく方が多いというふうに認識しました。 

 この大曲の住宅ですが、３人以上の世帯向けの住

宅ですが、現在高齢者のみになっている世帯も増

え、そしてお風呂の高さも高く入りづらい。私も現

地のほうを見させていただきましたが、コンクリー

トの床に浴槽がとんと乗っかっているような形で、

入るのにも若干高くて入りづらいなというのは感じ

ました。また、入居者が少ないというのもありまし

て、除雪など、その点についても苦労があると聞い

ています。こうした住宅に、これからやっぱり若い

子育て世帯、そういう方々が入ってくることが必要

だと思うのですが、若者は市営住宅に比べて割高の

民間の住宅でも比較的新しい住宅に住みたいという

要望があると思います。そこで、昨年もお聞きしま

したが、この入りづらいお風呂のリフォームなどを

検討してみてはいかがでしょうか。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○吉田憲弘建設港湾部長 お風呂のリフォーム工事

については、給排水設備、給湯設備と併せて、建物

全体の断熱改修などを含めた総合的な改修工事を行

うことが必要と考えております。実施に当たっては

多額の費用が見込まれているところでございます。 

 現在は、各住戸内の一般的な補修については、適

宜行っております。また、長寿命化計画に基づく屋

上防水や外壁塗装など、直接建物に影響のある部分

の改修を行っている状況にありまして、現在におい

てはお風呂等に特化したリフォームについては実施

の予定がないところでございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今のところ計画がないということ

ですけれども、ぜひ長寿命化計画も見直しながらリ

フォームを検討していただきたいと思います。 

 この間、網走市の人口は減り続けており、３万

5,000人を切った状況です。先日出された網走市生

涯活躍のまち構想、網走版ＣＣＲＣ構想では、移

住・定住の支援の在り方についてアンケート調査を

した部分があったのですが、そこには住宅に対する

支援ニーズが大きいとあります。20代、30代の若い

世代が移住したいという方が多いと書かれてありま

した。 

 やはり市がＣＣＲＣ構想で目指している姿、ここ

に市営住宅を活用することで、人口を増やすことに

つながっていくと思いますが、いかがでしょうか。 

 目の前には網走川もあり、そして大曲１丁目のと

ころからは網走監獄のれんがの塀も見られます。ま

さに網走に移住というような所ではあるのかと思う

のですが、その点についてどう思われているのか伺

います。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○吉田憲弘建設港湾部長 市営住宅を活用した網走

への移住については、当市のホームページの網走市

移住情報において、市営住宅への入居条件等を掲載

しているところでございます。 

 実際、網走市へ移住することを理由に市営住宅に

入居されている方もおられますし、市外の方であっ

ても入居要件を満たす方は市営住宅に入居が可能と

なっております。 
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○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 実際移住されている方もいるとい

うことですね。 

 市外の方も入居条件が合えば入居が可能だという

ことですから、ここはどんどん市のほうもＰＲして

いく必要があると思うのです。インターネットのほ

うにその辺が出ているのかと思うのですが、インタ

ーネットのほうの周知の仕方も充実して、さらに発

信していってほしいと思います。 

 次の質問に行きます。 

 それでは次に、日体大附属高等支援学校が、今、

大曲にあるのですけれども、そこに通っていた子供

たち、この方々が慣れ親しんだ学びやのそばにこの

ような大曲１丁目の住宅などもあります。網走市内

で今後働く方もいるようになると思いますが、ぜひ

企画総務部としても、この大曲１丁目の市営住宅の

活用などを考えていったらどうかと思うのですが、

その点について伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 日体大附属高等支援学校

につきましては、本年３月に初めての卒業生を輩出

したところでございまして、市内に就職した生徒は

会社の２階をリフォームして用意いただいた住居で

生活をしてございます。 

 このような職場と住居が近接しているというほ

か、見守りや生活支援などを必要とする場合がある

と思われますので、卒業生にとって大曲地区は３年

間の学びや寮生活、地域活動を通して親しみのある

地域ではございますが、就職後の居住場所について

は単身生活の懸念や通勤などの観点から、居住地域

を特定、あるいは誘導することは現実的ではないと

いうふうに考えております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 そういう考えだということはわか

りました。 

 いろいろ提案してみましたが、やはり空き家が多

い団地ですから、ここの住み替えですね、団地から

団地の中で住み替えをしてもらって、１棟丸ごと空

室にし、大規模にその１棟をリフォームしたほうが

いいと思いますが、いかがでしょうか。 

 リフォームする場合に補助金なども出てくると思

うのですが、その点についてどのような補助金があ

るのか伺います。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○吉田憲弘建設港湾部長 当市の住宅供給計画や網

走市公営住宅等長寿命化計画においても、将来の人

口減少に伴い、主に老朽化した団地から管理戸数を

縮減していくこととしております。 

 しかしながら、今後築30年を超える鉄筋コンクリ

ート造りの団地も増えていくことから、使用を継続

するために必要な住戸内の大規模リフォームについ

ては、今後調査研究をしてまいりたいと考えており

ます。 

 なお、長寿命化計画に基づいた屋上防水や外壁改

修などと同様に住戸内部の大規模改修についても、

一定条件の下において、国の交付金の対象となって

いるところでございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 ぜひ長寿命化計画を見直しながら

リフォームの計画を立てていただけたらと思いま

す。 

 次の質問に移ります。 

 今、網走市内の老人世帯が増えております。網走

市では5,987世帯が老人世帯であり、そのうち3,447

世帯が独居老人であります。１戸建ての住宅で庭の

手入れや除雪など、家の手入れも大変だと聞きま

す。高齢者が市営住宅に入りたい状況があると考え

られますが、網走市内には単身の高齢者が入居可能

な市営住宅は何戸あるのか伺います。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○吉田憲弘建設港湾部長 高齢者の入居を優先する

ために設けた高齢者向け特定目的住戸が133戸あり

ます。そのうち、単身者向けは126戸となっており

ます。また、そのうち30戸については、緊急通報装

置などが設置されたシルバーハウジング住宅となっ

ております。また、単身者向けとなる住宅は、この

特定目的住戸の126戸と合わせて、現在424戸あり、

その多くに単身高齢者が入居している状況でござい

ます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 単身者向けの住宅が424戸あると

いうことですね。 

 それで、市営住宅の募集状況ですね。今の単身向

けの部分であったのですが、実際、その募集状況、

世帯別ごとに見るとどのようになっているのか伺い

ます。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○吉田憲弘建設港湾部長 市営住宅の公募は年に５

回実施しております。年間の募集戸数を直近の３年

間の平均で申しますと、単身者向けは年15戸、２人
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以上世帯向けは年16戸、３人以上世帯向けは年14戸

の募集戸数となっております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 次に、近年の公募で単身世帯向けの住宅、また、

２人、３人の世帯向け住宅の抽選倍率はどのように

なっていますか、伺います。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○吉田憲弘建設港湾部長 市営住宅の過去３年の抽

選状況についてですけれども、平成29年度の単身者

向けは2.25倍、世帯向けは0.92倍、平成30年度の単

身者向けは1.86倍、世帯向けは1.11倍です。平成31

年度の単身者向けは3.36倍、世帯向けは0.96倍とな

っております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今の抽選倍率の数字を見ても、や

はり、単身者向けの住宅を求めている方が多いと思

います。 

 やはり私は、これから高齢者向けの住宅を増やす

べきだと思いますが、この後、潮見住宅団地建て替

え計画、その中で、今、団地を建て替えようとして

いますが、その計画の中の部屋の大きさ別に２Ｄ

Ｋ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫなど、２ＤＫが単身者向け

だと思いますが、その３タイプあります。そして、

計画では１対２対１の割合となっています。この高

齢者世帯を対象とした２ＤＫの戸数が少ないなと。

１対２対１の割合が少ないなと感じますが、高齢者

が増えている単身者向けの抽選倍率も、今言われた

ように高い状況でありますから、ここを増やすべき

だと考えますが、いかがでしょうか。 

○井戸達也議長 建設港湾部長。 

○吉田憲弘建設港湾部長 潮見団地の建て替え計画

についてですけれども、老朽化した団地の建て替え

住宅として整備するものでありまして、計画の策定

に当たっては現潮見団地の入居者に対し、意向調査

などを行い、２ＤＫを18戸、２ＬＤＫを35戸、３Ｌ

ＤＫを17戸の合計70戸としております。また、子育

て世帯向けの住宅を10戸整備することとしているも

のでございます。 

 現在、入居者の動向に大きな変更がないことか

ら、潮見団地の建て替えについては現計画に基づい

て進める予定でございます。 

 なお、先ほどの単身向け住戸の倍率の高い状況に

つきましては、当面単身者向け住宅の退去後は、早

期に修繕を行い公募に供することなどで対応したい

と考えております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今の潮見団地、住宅団地の戸数に

ついては、今住んでいる人たちを対象にしてつくら

れているということは理解しました。 

 しかし、先ほど言いましたように、高齢者世帯が

１戸建てに住んでいるということは、結構大変なこ

とであることも事実であります。高齢者が安心して

暮らせる環境づくり、そこにぜひ努力していただき

たいと思います。早目に修繕をして、入れるように

努力するということですので、ぜひお願いしたいと

ころです。 

 ２項目めの質問に移ります。 

 毎年７月から９月は特に台風、豪雨などがあり、

災害に備えておく時期となっています。平成30年７

月の豪雨災害では、西日本を中心とした集中豪雨な

どで大規模な土砂災害が発生し、多数の貴い命が奪

われました。北海道では平成28年８月から９月にか

けて、４つの台風が上陸、接近し、記録的な大雨に

見舞われ、全道各地で土砂災害が発生しました。当

市でも平成４年に錦町の若草団地で大規模な土砂災

害が記録されています。近年は今までにない気象の

変動により、全国で豪雨災害が増えている状況にも

あります。 

 国は土砂災害への対応について、平成13年度に土

砂災害防止法を施行し、崖崩れ、土石流、地滑りの

土砂災害から生命、身体を守るために土砂災害が発

生するおそれがある区域を土砂災害警戒区域、いわ

ゆるイエローゾーン、また土砂災害特別警戒区域、

いわゆるレッドゾーンとして明らかにして、危険の

周知、警戒、避難体制の整備、一定の開発の制限に

よる住宅等の新規立地の抑制、危険区域内の住宅の

移転推進など、ソフト対策を推進しています。 

 このイエローゾーン、レッドゾーン、網走市もあ

ると思います。この指定地域は土砂災害の避難体制

が推進されなければなりません。当市の土砂災害警

戒区域、特別警戒区域の数と土砂災害時に避難が必

要となる人数はどのくらいいるのか伺います。 

 また、今後、指定される予定の箇所があれば、そ

の数を伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 土砂災害防止法に基づく

基礎調査の実施後に行われる北海道による土砂災害

警戒区域等の指定に際し、土砂災害ハザードマップ

を作成、配布することで、土砂災害の住民への周知
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及び災害発生時における早期避難を促し、生命と体

を守ることにつなげております。 

 令和元年までの指定箇所は132か所、2,518名が避

難対象となっており、土砂災害警戒区域、いわゆる

イエローゾーンは132か所で2,244名、土砂災害特別

警戒区域、いわゆるレッドゾーンでは104か所で274

名となっておりますけれども、今後、令和２年度に

指定が予定されているのは25か所となってございま

す。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 土砂災害警戒区域などに指定されている、この区

域に住む人にはどのような形で周知をしているのか

伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 土砂災害警戒区域の指定

を行うに当たり、対象地域の住民の方々に対しまし

て、北海道と網走市による合同の説明会を実施をし

ております。昨年は７回の実施で、北海道からは基

礎調査結果の説明を行い、市では土砂災害警戒区域

等指定後の市の取組について説明をしてまいりまし

た。 

 土砂災害指定後は、土砂災害ハザードマップを作

成し、地権者の方、地域の住民の方々へ配布をして

ございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 了解しました。 

 今、網走市の町内会連合会で取り組んでいる自主

防災組織は207町内会中、146町内会で取り組まれて

おり、組織率は70.5％になったと聞いていますが、

特に土砂災害警戒区域のある町内会では、どれくら

いの組織率となっているのか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 土砂災害警戒区域のある

町内会における自主防災組織率でございますが、土

砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域を含む町

内会の数は市内に43町内会がございまして、このう

ち自主防災組織が結成されているのは30町内会で、

組織率は69.7％でございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 網走市内と同程度の組織率という

ことですね。わかりました。 

 その町内会の自主防災活動により、土砂災害に対

する避難訓練や啓発を行うなど、活動の取組も必要

と思いますが、なかなか町内会だけではできないと

思います。警戒区域に指定された町内会への訓練や

啓発などの取組を、市が積極的に支援していくこと

が必要と考えておりますが、今後の計画や考えなど

について伺います。 

○井戸達也議長 岩永雅浩企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 現在市では地域や町内

会、団体などから防災訓練や防災研修会などの開催

の相談などがあった際には、積極的に支援を行って

まいりました。また、市では町内会への防災訓練な

どの実施の働きかけを行っており、昨年度は市内で

17地域、または団体において、防災訓練、防災研修

会が実施されましたが、土砂災害を想定した研修会

は鉄南地区で緊急告知防災ラジオを活用して実施し

ましたが、他の地域へも引き続き働きかけを行って

まいります。 

 今後は、気象変動により大雨などの発生も考えら

れることから、土砂災害を想定した防災避難訓練や

研修会などの開催も積極的に呼びかけてまいりたい

というふうに考えております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 今の答弁では、町内会のほうから

問合せがあれば訓練などやっているということなの

ですけれども、市のほうからももっと積極的に町内

会などに働きかけてもらいたいと思います。そのよ

うにも言っていましたが。 

 次の質問に行きます。 

 土砂災害警戒区域、自主防災組織が、土砂災害警

戒区域の中で自主防災組織がないところ、先ほどの

３割程度になると思いますが、その組織されていな

い、防災の具体化が進まないということにもなると

思いますが、そこの組織化について、今後の取組を

含め考えを伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 現在、自主防災組織の組

織化につきましては、市の総合戦略の目標値、いわ

ゆるＫＰＩに定めまして、市町連と連携を図りなが

ら、町内会単位での自主防災組織の組織率向上に取

り組んでいるところであります。 

 土砂災害警戒区域内において、自主防災組織が結

成されていない町内会は13町内会ありまして、この

うち地区町内会に加盟している５町内会につきまし

ては、引き続き地区連を通じて結成を働きかけてま

いりたいと考えております。 

 地区連に加盟していない２町内会及び地区連が結

成されていない地区にある６町内会につきまして
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は、市が直接自主防災組織の必要性を説明し、結成

に向けての働きかけを行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 時期もすぐ７月にもなりますし、

雨の時期も近づいていますので、ぜひ早急に進めて

いただきたいと思います。 

 それでは、避難所について伺っていきたいと思い

ます。 

 雨の状況により、土砂災害のおそれのため、土砂

災害警戒区域について避難が必要となる場合、どの

ような時点で避難所が開設されるのか、基準があれ

ば示していただきたいと思います。 

 また、どのように対象住民へ周知していくのか、

その方法について伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 内閣府では、避難勧告等

に関するガイドラインが、平成31年３月に改定さ

れ、住民は自らの命は自らが守る意識を持ち、自ら

の判断で避難行動を取るとの方針が示されました。

この方針に沿って、自治体や気象庁等から発表され

る防災情報を用いて、住民が取るべき行動を直感的

に理解しやすくなるよう、５段階の警戒レベルを明

記して防災情報が提供されることになり、自治体か

ら避難勧告、警戒レベル４や、避難準備、高齢者等

避難開始、警戒レベル３などが発令された際には速

やかに避難行動を取ることが必要となります。市で

は昨年の土砂災害警戒区域等の住民説明会並びに地

域防災訓練開催時にも資料を配付し、説明をしてま

いりましたが、本年度は広報７月号に掲載をし、広

く周知を図ってまいります。 

 また、避難が必要な場合はテレビのデータ放送、

お知らせメール＠あばしり、ＳＮＳ、広報車、そし

てＦＭあばしり緊急告知防災ラジオなど、複数の情

報提供手段を用いて、避難情報をお知らせいたしま

す。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。いろいろな周知方

法を使って発信していくということがわかりまし

た。 

 今後、避難所を開設する場合、新型コロナウイル

スの感染症への対応も必要になると思いますが、例

えば、避難してくる人にはマスクを着用してきても

らう、避難所内では換気、スペースの確保、また熱

がある人などは別のスペースを設けるなど、その点

について市民に対して、今後どのようにして周知し

ていくのか。また、どのような避難所の感染防止対

策をこれからしていくのか伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 避難所を市内小中学校に

開設する場合を想定をして、健康な方と体調の悪い

方を区分した上で、十分な避難者スペースを確保し

ながら、児童生徒の区分が実施できるように調査を

実施をしているところでございます。 

 現在は１人当たりの避難者スペースは3.3平方メ

ートルとしておりますけれども、感染者対策として

は８平方メートルとして、通路なども確保するな

ど、現在避難所開設運営マニュアルに感染症対策を

盛り込んだ内容に改定をする作業を行っているとこ

ろで、これらの内容は、先ほど申し上げたようなホ

ームページを含めた複数の手段で市民に周知をして

まいります。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 面積的には3.3平方メートルから

８平方メートルに増えるということで、今までの避

難所の広さからいくと、本当は半分の人数しか入れ

ないような形になるとは思うのですが、その辺につ

いて、何というのですかね、避難所に行く方が本当

に入れるのだろうかとか、そういう部分の心配につ

いてはどのような形で周知していくのか。ですか

ら、先にそのような対策を市が、コロナ感染になら

ない対策をこのような形でやりますよというところ

も今後発信しながら、市民に避難所がこのような形

になるのだというところを見せていったほうがいい

と思いますが、そういうことをすることによって、

自分の命を自分で守るというところにつながってい

くと思うので、そういう部分も発出していただけた

らなと思います。 

 次の質問に行きます。 

 国は新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨

時交付金を創設し、この間網走市も取り組んでいま

すが、自治体の感染症に対する対応をここでも支援

していくとしていますけれども、避難所における感

染症対策への活用がここでは考えられますが、具体

的にはどのような対応、それから対策に活用する考

えなのか伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 今後、地方創生臨時交付

金の対象となる避難所での感染症対策の詳細が判明

いたします。得られた情報の中で準備を進めており
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ますが、既にマスクやゴム手袋、消毒液などは備蓄

をしており、避難所での主な感染症対策としては非

接触型体温計などを利用し、体温や健康状態を確保

すること、さらに飛沫防止のパーティション等の間

仕切りを活用することを予定をしてございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 体温計やアルコールなど、それか

らパーティションなども検討しているということで

すね。 

 先日６月10日に政府のほうで出した避難所に用意

すべきものというのが出されたようなのですけれど

も、その中には網走に合うかどうかわからないです

けれども、22項目の準備すべきものというのを出し

たようです。その中には簡易トイレ、それから段ボ

ールベッド、パーティション、タオル、ペーパータ

オル、新聞紙、ハンドソープ、掃除用の洗剤、次亜

塩素、フェイスシールド、かっぱ、使い捨て手袋、

ラップ、ポリ袋、レジ袋、ジップロック、ごみ袋、

バケツ、スプレー容器、蓋つきごみ袋など出されて

おりました。ぜひ、政府で出しているこの辺の備品

についても検討していただけたらと思います。 

 次の質問に移ります。 

 ３項目めは、感染症対策についてです。 

 市の新型コロナウイルスの感染症について伺いま

す。 

 この間、網走市には感染者が確認されていない状

況ですが、無症状の感染者もいることから、いつ感

染するかわかりません。市民はコロナ感染に日々お

びえながら暮らしております。この間、市が行って

いる事業や感染防止対策は、市からのお知らせで市

民に伝わっているかと思います。しかし、道の対

策、国の対策がどうなっているのか、市民が知りた

い情報は市が発出する必要があると思います。そこ

で伺います。 

 市は飲食店を応援するとして、プレミアムお食事

券を発行しましたが、事業者の感染防止についてど

のように考えていますか。事業者の感染防止対策の

状況について、市はどう把握しているのか伺いま

す。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 飲食事業者の感染防止対

策についてでありますが、社交飲食お食事券は、深

刻な影響を受けている飲食店等を応援する経済対策

として実施をしている事業であり、取扱業者を募集

する際には感染予防に努めることに同意の上、登録

するようお示しをしているため、事業者における感

染防止対策につきましては、店舗の種別や形状、さ

らには来客の状況を踏まえるとともに、業種別のガ

イドラインを参考に実施していただくものというふ

うに考えてございます。 

 また、社交飲食業組合に対しましては、要望のあ

ったマスクを配布するとともに、今後、商工会議所

において感染症に関連したリーフレットの作成を計

画しているとのことでございますので、連携した周

知に努めてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 マスクの配布、それからリーフレ

ットで周知していくということですね。ぜひ、どん

どん進めていただきたいと思います。 

 あと、アルコールが足りないとか、アルコール消

毒液が足りないとか、そういうこともあると思いま

すので、ぜひ実態についても把握していただけたら

と思います。 

 次の質問に移ります。 

 網走市の施設における対策はどうなっているのか

伺います。先ほどの川原田議員の質問と重なってし

まいますが、その点について伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 市の施設での感染防止対

策についてでありますが、公共施設における感染防

止ガイドラインを作成しているところでございま

す。川原田議員の答弁とちょっとかぶりますけれど

も、構成は基本的な考え方、特に注意する事項、リ

スク評価、また具体的な対策として、施設の共通認

識、来館者・職員・施設それぞれの安全確保、広報

周知といった内容となってございまして、各施設が

実施する感染防止対策につきましては、地域の感染

状況等を踏まえた上で業種別のガイドラインを参考

に検討するとともに、施設ごとの種別や特性、さら

には来館者の状況等を評価して、必要な対策を講じ

ていただくこととしております。 

 これまでも、ガイドラインに基づき指定管理者や

職員等の協議が進められておりまして、施設ごとに

必要な対策を講じているところでございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。ガイドラインに基

づいて周知というか、進めていくというところです

ね。 

 次の質問に移ります。 
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 市民は感染に疑いがある場合、保健所に電話する

ようになっていますが、先日私たちが行ったアンケ

ート調査では、熱が出たというところから始まるの

ですが、この方は３月31日に頭痛、微熱、それから

喉が痛いという症状が出まして、近くの病院を受診

します。熱は高くないので大丈夫だと先生に言わ

れ、薬を処方されました。しかし、その後も頭痛や

喉が痛く、保健所に電話したところ、症状について

詳しく聞かれ、声を聞いたら、元気だから大丈夫だ

よと言われて、名前と電話番号を聞かれたそうで

す。４月３日頃から胸も痛くなって、我慢していた

と。４月４日にはもう一度近くの病院を受診、そし

て４月８日には厚生病院を受診します。厚生病院で

は今までのいきさつを話して、その後、13日にレン

トゲンを撮り、異常がないということがわかりまし

た。結局、ＰＣＲ検査は受けられなかったのです。 

やはりこのような市民の方がたくさんおられると

思うのですけれども、ＰＣＲ検査の状況、ＰＣＲ検

査に至るまでの流れについて示していただきたいと

思います。 

 それから、またこの検査、迅速に対応できるよう

になっているのか、どこで検査を行っているのか、

検査能力は一日何件あるのか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 ＰＣＲ検査の状況につい

てでありますが、北海道が公表している６月15日現

在の検査人数は、北海道全体で１万7,875人となっ

ておりまして、このうちオホーツク総合振興局分で

は1,291人、7.2％となっております。 

 当市でのＰＣＲ検査に至るまでの流れでございま

すけれども、保健所への相談がまず一つ、その次に

症状により指定医療機関への受診指示が出され、次

に症状によりＰＣＲ検査の実施、ＰＣＲ検査後につ

きましては、保健所が検体を検査機関に送るという

ようなことでございます。 

 検体が送られる検査機関につきましては、まず一

つは北見保健所です。北見保健所につきましては、

検査技師の配置により検査ができるというような体

制になっておりまして、１日10件程度の検査が可能

といったことでございます。北見保健所で対応がで

きない場合は、道立の衛生研究所に検体が送られる

というような流れでございます。 

 振興局単位の公表はありませんけれども、北海道

での検査体制は１日今1,400人検査できる体制が整

っているというふうにお聞きしております。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 今、桶屋部長が言われた６月十何日かの報道、昨

日６月22日もまた北海道のコロナの報道の発表で

は、オホーツク管内の検査件数は1,326件、今の数

字をはっきり覚えてなかったものですから、６月８

日は1,252件で、この間の１日当たりの検査件数は

５件ほどなのですね。そんな平均値を当たるとそれ

ぐらいなのですが、先ほど北見の保健所で検査でき

るのは10件できるということですから、検査的には

余裕があると、検査することはすぐできるというよ

うな体制なのではないかなと思います。 

 ただ、先ほど言われた、私が話ししたように、い

ざ発熱、喉が痛い、胸が痛いとか、そういう症状に

なったときには本当にやっぱり心配だと思うのです

ね。先日、私もちょっとした熱が出たのですけれど

も、36度８分だったかと思いますが、すみません。 

最近、毎日はかっているのが35度９分なものです

から、それでも上がったときは若干はらはらしまし

た。これが私の気持ちが小さいのか、そうかもしれ

ないですが、37度５分になったり、喉が痛い、胸が

痛いとなったときには本当に心配だと思うのです

よ。その辺、症状が出た方のことを考えて、ぜひ保

健所のほうも検討していただきたいなと思います

が、市のほうからもぜひ検査の緩和というのです

か、その辺を求めていってもらいたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 このＰＣＲ検査があって陽性になった場合、その

後はどのように対処するようになっているのか伺い

ます。 

 それから、入院先はどこか、病床数は何床あるの

か、医療従事者は何人体制なのか、その点について

伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 感染確認後の対応につい

てでありますが、陽性となった場合は、指定医療機

関に入院するといったことになります。 

 北網圏域における感染症病床を有する指定医療機

関は、網走厚生病院、北見赤十字病院、遠軽厚生病

院、広域紋別病院の４か所があり、病床数はそれぞ

れ２床ずつの合計８床となっております。 

 北海道全体の第２種指定医療機関における感染症

病床数は94床でありますが、感染拡大を踏まえ、北

海道が医療機関との調整により確保している病床数

は、６月10日現在で700床というふうに言われてお
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りますけれども、地域ごとの確保状況については公

表されていない状況でございます。 

 医療従事者の体制につきましては、地域ごとの医

療機関、また外来や入院で異なると思われますけれ

ども、感染の疑いも含めた患者数に応じて対応がさ

れていると認識をしてございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 実際病床数については、公表されている部分しか

情報としては出てこないというわけですね。ただ、

先日、市から出された広報というか、このお知らせ

ですね、ここで病床数の増加という部分も、増床が

書かれています。どれだけ増床されたのかというと

ころも、今後お知らせなどで市民に知らせていく必

要もあると思います。ぜひお願いしたいと思いま

す。 

 次の質問に移ります。 

 クラスターが発生した場合、少ない病床数では、

実際今８床ということですが、病床数が重症者と軽

症者を分けて病床数を確保する必要があると思いま

す。軽症者の受入先については、どのようになって

いるのか伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 軽症者の受入先について

でありますけれども、６月10日現在の北海道におけ

る受入れ可能な宿泊療養人数は930人、これは全て

札幌３か所のホテルを活用したものとなってござい

ます。 

 現在、北海道は、札幌市以外の地域で感染時に対

応できる医療機関が少なく、その医療機関において

院内感染が広がった場合に医療崩壊を招きかねない

といった考えから、旭川、函館、釧路、帯広、北

見、この５市でも受入れ可能な施設を確保するとい

うふうにしてございます。 

○井戸達也議長 村椿議員。 

○村椿敏章議員 わかりました。 

 状況に応じて、北見にホテルなどが確保されると

いうところですね。そのように認識いたします。 

 今後も感染防止に向けた情報を、また市の取組を

引き続き発信していただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○井戸達也議長 一般質問の途中ですが、ここで昼

食のため休憩とします。 

 再開は午後１時とします。 

午前11時56分休憩 

午後１時00分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

一般質問を続行します。 

永本浩子議員。 

○永本浩子議員 －登壇－ 公明クラブの永本でご

ざいます。私はさきに通告いたしました２項目につ

いて質問をさせていただきます。 

 それではまず１項目めのオンライン診療の推進に

ついてお伺いいたします。 

 電話やスマホ、パソコンなどの情報通信機器を用

いた診療、いわゆる遠隔診療は、平成９年12月24日

付の厚労省健康政策局長通知において、患者側の要

請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、

直接の対面診療と適切に組み合わせて行うこと等の

留意点が示され、以来、医療上の安全性、必要性、

有効性が担保された適切な診療を普及させるための

ルール整備や診療報酬の改定が行われてきました。 

 こうした流れの中で、全国的にも医師対医師で行

う遠隔画像診断や遠隔病理診断、医師対患者で行う

オンライン診療やペースメーカーの指導管理等を行

う遠隔モニタリングが普及してまいりました。 

 そして、本年４月、厚生労働省は新型コロナウイ

ルス対策として、従来は認められていなかった初診

患者の遠隔医療も期間限定の特例措置として認める

とした事務連絡を発し、オンライン診療が可能な医

療機関のリストをホームページで公開いたしまし

た。そのリストによりますと、全国では１万1,000

を超え、最も多い東京で1,050機関、北海道では602

機関が掲載されておりますが、網走市のオンライン

診療の現状と近隣自治体の状況をお伺いいたしま

す。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 網走市のオンライン診療

の現状と近隣自治体の状況についてでありますが、

当市ではオンライン診療を行っている医療機関はな

く、現状を確認した結果、電話診療を行っている医

療機関が１か所のみといった状況でございました。 

 オンライン診療と電話診療の内訳は不明ですが、

厚生労働省が電話や情報通信機器を用いて診療を実

施する医療機関の一覧を公表しております。 

 登録状況を確認したところ、北海道全体では793

か所、道東６市では帯広市32か所、釧路市20か所、

北見市14か所、紋別市３か所、根室市２か所、近隣

では小清水町１か所、美幌町１か所といった内容が
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示されておりましたが、内容的には電話診療が多い

ものと想定をしております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 私も厚生労働省が発表している、

ちょっと日付が古いものだったかと思いますけれど

も、見たときに、網走でも１か所ということで、一

つの医療機関の名前が上がっておりましたが、現実

はやはり電話のみということだったようで、近隣の

自治体も数的には網走よりも進んでいる状況かなと

思いますが、その実態が電話のみなのか、オンライ

ンになっているのかどうかというのはちょっと不明

ではありますけれども、まだまだやっぱりオンライ

ン診療に対する理解度というか、推進がなされてい

ない状況なのだなということは把握させていただき

ました。 

 今回の厚労省の措置は、４月７日に閣議決定され

た緊急経済対策において、新型コロナウイルス感染

症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含

む感染防止のため、非常時の対応としてオンライ

ン、電話による診療や服薬指導が、希望する患者に

よって活用されるよう、直ちに制度を見直し、でき

る限り早期に実施するとされたことを踏まえたもの

でした。 

 幸いなことに、当市においてはコロナウイルスの

感染者は出ておらず、これからも出ないでほしいと

切に願うものですが、万が一感染者が出てしまった

場合、最も危惧されるのが医療崩壊だと思います。 

入院に関しては、市内の基幹病院や近隣の医療機

関と連携を取って対応することになると思います

が、院内感染が起きてクラスターとなってしまった

り、個人病院の医療関係者が感染した場合は、濃厚

接触者は14日間の自宅待機となるため、実質その医

療機関は休診せざるを得なくなります。また、重症

化しやすいと言われる高齢者や基礎疾患を持ってい

る方などは、できるだけ感染リスクを下げることが

重要だと思います。薬をもらいに行かなくてはなら

ないが、病院に行くとコロナに感染しそうで行きた

くないという声も実際に頂いております。また、私

が勤める薬局では、土曜日半日でも150枚を超える

処方箋が来ることもたびたびありまして、たとえ何

人かに外で待っていただいても狭い待合室での３密

状態は避けられません。血圧の薬だけとか、にきび

や水虫の薬など、同じ薬を長く服用していただく場

合などはオンライン診療でも十分なのではないかと

思います。 

 また、郊外地域にお住まいの方や自力での移動手

段を持たない方なども、オンライン診療が受けられ

れば助かる方も多いのではないでしょうか。 

 一方、今回の特例措置となった初診患者に関して

は、適切な診療、適切な服薬指導ができるのか、疑

問が残るところであり、やはり慎重な対応が必要だ

と思います。 

 また、高齢者をはじめ、情報通信機器に不慣れな

方には対応が難しいなど、課題もあるかと思います

が、市としてはオンライン診療の有益性と課題につ

いて、どのような認識をお持ちでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 オンライン診療の有益性

と課題についての市の認識についてでありますが、

受診が難しい高齢者等や患者の症状によっては、訪

問診療やオンライン診療で十分に対応できる場合が

あると考えられ、さらには感染症を考慮した場合

に、非対面であることを踏まえると、一定の有益性

はあると考えているところでございます。 

 その一方、病状によって初診患者の状態が把握し

にくい、検査ができない、医療機関、患者双方の通

信環境の整備が必要、セキュリティー対策、プライ

バシーの確保など、様々な課題があると認識してお

りますけれども、新型コロナウイルス感染症拡大に

伴い、医師の考え方や意識に変化が生じているとの

お話も伺っているため、医師会をはじめ医療機関と

意見交換を行ってまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 私も有益性と課題と両面、本当に

感じているところでありまして、何人かのドクター

と話をさせていただいたときも、やはりオンライン

にすると全部オンラインにしなければいけないと思

い込んでらっしゃった方とか、初診をオンラインす

るなんてとんでもないという、私もそれは本当にそ

うは思うのですけれども、別にオンラインを入れた

からといって、初診をオンラインでやらなければい

けないということではなくて、ドクターの判断で初

診もオンラインもオーケーにするところと、そこは

やめておくという、医療機関によっては分かれてい

る現状等を話していったときに、そういう使い方で

あったら、やり方によっては大変いい形で持ってい

けるかもしれないねというところまで話がいったこ

ともありまして、今回のコロナのことをきっかけに

ぜひ網走でも課題もあるのも重々承知の上で、それ

でもなおかつ上回る有益性というところを取りなが
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ら、いい形で今回推進できればいいのではないかな

と思っております。 

 現在、全国の各自治体ではオンライン診療を推進

するための様々な助成を行っております。東京都で

はオンライン医療相談・診療等環境整備補助事業と

して、１医療機関40万円、長野県は20万円、仙台市

は補助率２分の１で補助上限額として、情報通信機

器の購入経費５万円、オンライン診療等システム導

入に係る初期経費10万円、オンライン診療等システ

ム月額使用料として月額5,000円などの補助を行っ

ております。 

 どの自治体も補助対象期間を来年の２月または３

月末までとして、今回の国の時限的特例的な取扱い

が終了した場合は、その月の末日までとしておりま

す。 

 また、国も、薬局における薬剤交付支援事業とし

て、薬剤の配送料や事務費などを支援してくれてお

ります。 

 当市といたしましても、今後の経済対策として段

階的に観光振興策を打っていくわけですが、そこに

は、市外からの観光客を呼び込むことと表裏一体で

コロナウイルスも持ち込まれる危険と不安が付きま

とうわけでございます。万が一コロナウイルスが持

ち込まれ、感染者が出た場合の感染拡大リスクを減

らすためにも、オンライン診療、オンライン服薬指

導の経費に対する助成を行い、市内医療機関のオン

ライン診療を推進していくべきだと思いますが、い

かがでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 助成による市内医療機関

のオンライン診療の推進についてでありますが、オ

ンライン診療の導入に当たっては、医療機関におけ

る体制を含め、意向調査が必要であるというふうに

考えてございます。 

 医療機関に関しては、第２次補正予算において、

医療機関、薬局等における感染拡大防止等の支援と

いった事業の中に、感染拡大防止等に要する費用、

これは電話等情報通信機器を用いた診療体制の確保

といった内容になりますけれども、これに対する支

援がございます。 

 また、薬局に関しましては、前段で説明した支援

に加え、薬局における薬剤交付支援事業といった患

者に対するフォローアップ、これは患者宅への薬剤

の配送料や従事者が届けた場合の交通費、人件費、

また、継続的な服薬指導等というような内容でござ

いますけれども、これに対する支援がございます。 

 今後、国の動向を注視するとともに、新型コロナ

ウイルス感染拡大に伴い、医療機関や薬局の考え方

に変化が生じているとのお話も伺っているため、医

師会をはじめ関係機関に情報提供を行いまして、意

見交換を行ってまいりたいというふうに考えてござ

います。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 ぜひ、今回コロナということがあ

ったことをきっかけに、こういった形で一歩踏み込

んでいろいろと意見交換をしていただきながら、今

後の高齢化社会に対しても、ここでオンライン診療

が少しでも根づくことによって、市にとってもプラ

スの効果は十分あるかと思いますので、ぜひその辺

の意見交換、そして推進のほうをお願いしたいと思

います。 

 また、新型コロナウイルスの流行が続く中で、妊

産婦は日常生活が制約され、自身のみならず胎児や

新生児の健康等について強い不安を抱えて生活をし

ております。とりわけ、感染が確認された妊産婦は

出産後も一定期間の母子分離を強いられるなど、メ

ンタルヘルス上の影響が懸念されます。また、予定

していた里帰り出産が困難となり、家族等による支

援を受けられず孤独の中で産褥期を過ごすことに不

安を抱える妊婦もおります。 

 こうした状況を踏まえて、国は第２次補正予算で

妊産婦の皆さんに寄り添った総合対策事業に163億

円の予算を計上いたしました。事業内容は、１、ウ

イルスに感染した妊産婦に対し、退院後、助産師、

保健師等が電話や訪問などで寄り添った支援を実

施。２、不安を抱える妊婦への分娩前のＰＣＲ検査

の費用を補助。３、オンラインによる保健指導等を

実施するための設備及び職員の費用を補助。４、里

帰り出産が困難な妊産婦に、育児等支援サービスを

提供するとなっております。特に、③のオンライン

による保健指導は、今後市内で感染者が出た場合で

も大変大切なツールになってくると思いますので、

この機を逃さず国の補助事業を活用してオンライン

環境を整え、妊産婦の皆さんが安心して子供を産

み、育てられるようにしていただきたいと思います

が、この点はいかがでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 妊産婦のオンラインによ

る保健指導についてでありますが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により市町村が開催する育児等の
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知識や技術を習得する学級や教室が中止されました

が、不安や悩みを抱えている場合であっても感染の

おそれから子育て世代包括支援センター等への来所

をちゅうちょする妊産婦等も少なくない状況であり

ます。 

 当市におきましても、国の緊急事態宣言に伴い、

プレママクラブを中止したところでありますが、本

来来所が必要な気になるケースに対しましては、電

話による個別対応を行ってきたところであります。 

 今後、各種事業については、感染防止対策を講じ

て行ってまいりますが、来所に不安を抱える対象者

の対策として、オンラインによる情報提供や相談対

応は有効であるというふうに考えてございます。ま

た、お互い顔を見て話すことで安心感が得られ、電

話相談ではわからないお母さんやお子さんの様子な

ども確認できるなど、利点もあると考えておりま

す。 

 相談体制の課題はありますが、先進地の状況を参

考として、オンラインによる保健指導の導入につい

て検討してまいります。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 今、部長からもお話がありました

けれども、市のホームページを見ると、プレママク

ラブもハローベビークラブも４月分は中止になって

おりました。多分その分、保健師さんが個別対応で

頑張っていただいていたのだと思いますけれども、

オンライン指導を活用できれば、時間的にも体力的

にもかなりの負担軽減になると思いますので、ぜひ

検討して推進していだたきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 次に、２項目めの帯状疱疹ワクチンへの助成につ

いてお伺いいたします。 

 既に御存じの方も多いと思いますが、帯状疱疹は

水ぼうそうと全く同じ水痘・帯状疱疹ウイルスで起

こります。子供の頃に水ぼうそうにかかった人と、

水ぼうそうのワクチンを受けた人は、症状がなくな

ってもウイルスは完全には排除されずに、休眠状態

のまま神経細胞などに潜伏しており、何らかの理由

で免疫力が低下したときに眠っていたウイルスが活

性化し、増殖して神経が通っている道筋に沿って発

疹や水疱が出る帯状疱疹が現れます。 

 普通は一度感染すると免疫ができて、二度と発症

しないことが多いのですが、時間とともに免疫が低

下し、発症防御ラインを下回ると再びいつ発症して

もおかしくない状態になります。しかし、発症防御

ラインを下回る前に、発症者と接触することによっ

て、初めて感染したときよりも早く強く反応し、症

状は出ないまま免疫が増強され、これをブースター

効果と言います。核家族化が進む前は、自然に水ぼ

うそうにかかった子供に接する中で、ブースター効

果で強い免疫を維持しており、高齢になって免疫力

が落ちてきて発症防御ラインを下回ったときに、帯

状疱疹を発症しておりました。そのため、これまで

は帯状疱疹は免疫力が低下している人や高齢者にの

み見られる病気でした。 

 ところが核家族化が進み、さらに水痘ワクチンの

定期接種化によって、水ぼうそうにかかる子供が減

り、大人にとっては水ぼうそうにかかった子供と直

接触れ合う機会が減って、ブースター効果が得られ

ないことから、高齢ではなくても帯状疱疹になる人

が増え、昔は一生に一度と言われていましたが、最

近は二度、三度とかかる人も出てきております。 

 また、子供たちにとっては、2014年以降水痘ワク

チンが定期接種になり、重傷化や合併症を防ぐこと

はできるようになりましたが、自然感染に比べると

ワクチン接種で得られる免疫力は弱いため、子供た

ちの免疫力も弱く、その後の周りでの発症もないた

めブースター効果も得られないことから、早い段階

で免疫が切れることになります。 

 こうしたことから、帯状疱疹の増加と低年齢化を

危惧する声もありました。そこで、当市における水

痘ワクチンの接種状況をまずお伺いいたします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 当市の水痘ワクチンの接

種状況についてでありますが、平成26年10月から子

供の水痘ワクチンが定期接種となり、生後１歳から

３歳未満を対象に、計２回の接種を実施していると

ころでございます。 

 ここ３年度間の実績でありますが、平成29年度は

１回目238人、２回目224人、平成30年度は１回目

243人、２回目183人、平成31年度は１回目216人、

２回目208人といった実績となっており、毎年高い

接種率を維持しているところでございます。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 多分もう、定期接種ということ

で、皆さんきちんと連絡も行きますし、お母さんた

ちも真面目にこの定期接種を受けさせてくださって

いるという、この数値だと思いますけれども、本当

に昨日も８歳の女の子が帯状疱疹ということで来局

されまして、私も思わず聞き返してしまったのです
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けれども、本当に帯状疱疹だったのですかと聞いた

ら、そうなのですということで、ワクチンはきちん

と受けていたのですけれどもということで、本当に

この低年齢化というのがもう現実に進んでいるなと

いうことを実感させられたばかりであります。 

 また、帯状疱疹になる原因は、疲れやストレスで

免疫力が落ちたときになりやすいと言われておりま

すが、実際に私が勤める薬局でも大雪が降って雪か

きが大変だった後と、連休明けは帯状疱疹の患者さ

んが目に見えて増えるのを実感しております。先日

は高校生で帯状疱疹になった方もいて、もう高齢者

のみとはとても言えないのが現実です。 

 また、帯状疱疹が出る部位は、体の左右どちらか

に胸から背中にかけて出ることが多いのですが、頭

や顔、耳などに出る場合もあり、発症から72時間以

内の投薬が望ましいのですが、抗ウイルス薬の投与

が遅れると、顔面麻痺や難聴、目まいなどが出るこ

ともあり、また、帯状疱疹の後遺症で最も多いのが

帯状疱疹後神経痛です。私の母もそうでしたが、亡

くなるまで一生痛みを抱えていなくてはならないの

は本当につらいことです。 

 アメリカでは、水痘ワクチンが定期接種になって

から、水ぼうそうにかかる子供が減り、反対に帯状

疱疹になる方が増えているというデータがあり、そ

の打開策として帯状疱疹ワクチンの接種が進んでい

ます。 

 日本でも2016年３月から子供用の水痘ワクチンを

帯状疱疹ワクチンとして、50歳以上の方に予防接種

することが認められましたが、当市で帯状疱疹ワク

チンを接種できる医療機関と接種状況はどのように

なっているのでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 当市で帯状疱疹ワクチン

を接種できる医療機関と接種状況についてでありま

すが、現在市内医療機関で帯状疱疹ワクチンを接種

できるのは２か所であり、50歳以上に対する接種の

実績といたしましては、ここ２年間で30名程度が接

種を受けている状況でございます。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 薬局にいてもワクチンを受けたか

どうかというのは、医療機関内で完結してしまうの

で、なかなか掌握はできないのですけれども、実感

としてはまだまだ帯状疱疹ワクチン自体があるとい

うことを知らない人が多いというのが、薬剤師とし

ても実感しているところであります。まだ人数的に

もそう増えてはいないというのが現実だと思いま

す。 

 国立感染症研究所が公表している病原微生物検出

情報には、「小児水痘ワクチンが定期接種化されて

以降、水痘の流行が激減し、高齢者がブースター効

果を得る機会が減少している。そのため、高齢化に

よる影響に加え、水痘流行の減少が帯状疱疹のさら

なる増加につながることが予想される。したがっ

て、帯状疱疹ワクチンが使用できるようになったこ

の機会に、帯状疱疹が予防可能な疾患であることを

広く知ってもらい、ワクチンの普及を促すことが必

要と考えられる。」また、「抗ヘルペス薬が登場し

て以来、帯状疱疹の治療成績は飛躍的に向上した

が、今なお合併症や頑固な神経痛に苦しむ患者は少

なくない。今後、さらなる患者の増大が予想される

が、高額な抗ウイルス薬や長期にわたる神経痛の治

療は医療費の増大にもつながる。このワクチンが広

く使用され、帯状疱疹や神経痛に悩まされる患者の

減少に役立つことはもとより、医療費の削減にも役

立つものと期待している」と書かれております。 

 アメリカやカナダ、オーストラリアでは既に費用

補助が実施されておりますが、日本では自治体ごと

にばらつきがあるのが現状です。例えば、名古屋市

では自己負担金を２回接種型のワクチンには１回に

つき１万800円、２回で２万1,600円、１回接種型の

場合は4,200円。また、東京都文京区では１回接種

型のみで自己負担金が4,000円。大分県国東市は１

回接種型のみで助成額を上限5,000円としていま

す。 

 帯状疱疹ワクチンはインフルエンザワクチンと同

じく保険適用外なので、医療機関によって金額が違

いますが、２回接種型のシングリックスは弱毒化し

た生ワクチンではなく、世界初の組換えサブユニッ

トワクチンのため大変高額で、２回で４万6,000円

前後というのが実情です。また、１回接種型のビケ

ンは6,000円から8,000円と言われております。 

 コロナウイルスの感染防止の自粛生活もストレス

がたまるものでしたが、今後コロナの影響で倒産や

解雇、経営不振、高齢者の重篤化への不安など、ス

トレスを抱えながら生きていかなくてはならない中

で、帯状疱疹の患者も増えてくるのではないかと思

われます。 

 こういうときだからこそ、当市におきましてもぜ

ひ、ワクチン接種の助成をしていただきたいと思い

ますが、この点に関してはいかがでしょうか。 
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○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 帯状疱疹ワクチンへの助

成についてでありますが、帯状疱疹は体内に潜伏し

ている水痘ウイルスが加齢、疲労、ストレスに伴う

免疫力低下により再活性化し、50歳代から急激に発

症率が高まるとのデータが示されております。 

 当市における発生状況は把握しておりませんが、

帯状疱疹の患者の約７割が50歳以上というふうに言

われておりまして、80歳までに３人に１人が発症す

るとも言われております。 

 現在、北海道で助成を行っている自治体は確認し

たところ１か所となっておりますが、今後当市にお

ける発症状況を注視しながら、ワクチン接種の助成

について研究してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 永本議員。 

○永本浩子議員 まだまだこの助成も、それほど多

くの自治体では行っていないのが現状なことは重々

承知なのですけれども、やはり助成をすることによ

って、こういった帯状疱疹のワクチンがあるのだと

いうことも周知をすることができますし、また、健

康マイレージ等に載せていただいたり、みんなの健

康に載せていただくことによって、周知が進むと思

っております。ただ、やっぱり6,000円から8,000円

というのもかなり金額的には高いものなので、ぜひ

助成をしていただけると、一生この神経痛等で苦し

む人も少なくなるのではないかと思いますので、ぜ

ひ前向きな検討をお願いしたいと思います。 

 私の質問は、以上で終わらせていただきます。あ

りがとうございます。 

○井戸達也議長 古田純也議員。 

○古田純也議員 －登壇－ 志誠会の古田でござい

ます。 

通告書に従い、質問させていただきます。 

 その前に、新型コロナウイルスで対応、対策に努

められている方、また感染リスクの高い、非常に高

い医療現場で従事されている方々に感謝を述べたい

と思います。 

 それでは、新型コロナウイルス対応策についてお

伺いいたします。 

 経済関連の各種施策の進捗状況と、今後展開を想

定されている施策の考えをお伺いいたします。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴う緊急経済対策の状況についてでありま

すが、初めに、社交飲食事業者への支援では１店舗

当たり一律10万円の支援金を20万円に引上げ、支援

金の給付に取り組んでいるところでございます。 

 給付要件である社交飲食応援お食事券事業への登

録事業者は、現在226店舗となっており、このうち

20万円の支援金を給付した事業者は210店舗で、登

録事業者に対する給付率は93％、給付総額は4,200

万円となっております。 

 次に、北海道の休業等要請に対する協力事業者へ

の市の10万円の上乗せ支援金についてであります

が、これは北海道から支援金の受給情報が提供され

次第、支援金を給付することとしておりますが、北

海道の支援金の給付自体が遅れている状況でありま

して、現在市へ提供された対象者の情報は11事業者

にとどまっております。 

 市では、迅速な給付に取り組んでいるところでご

ざいますが、支援金を給付した事業者は11社で、給

付総額は110万円となっております。 

 次に、宿泊施設及び交通事業者への支援では、事

業用固定資産税額の４分の１に相当する額を支援金

として給付しておりますが、給付対象者41社に対し

て支援金を給付した事業者は40社で、申請に対する

給付率は98％、給付総額は2,412万円となっており

ます。なお、残りの１件についても、昨日申請の届

出がありました。 

 次に、営業継続支援金についてでありますが、こ

れは事業収入が前年同月30％以上減少しているな

ど、一定の要件を満たす方に一律10万円の支援金を

給付するものでございます。申請書類の作成や相談

に対応するため、６月18日から24日までの６日間、

エコーセンターに臨時窓口を開設し、商工会議所と

連携しながら対応しているところでございます。 

 なお、セーフティー保障などの認定を通じて、補

助対象となることが把握できている事業者62社につ

きましては、直接請求書を送付しており、既に支援

金を給付した事業者は13社で、給付総額は130万円

となっております。 

 次に、社交飲食応援お食事券の発行事業ですが、

５月28日に販売を開始したところ、用意した２万セ

ットが約１日半で完売となっております。御協力い

ただきました市民の皆様にお礼を申し上げます。 

 お食事券は６月１日より利用が開始され、10日に

は１回目の換金を行っており、金額は252万3,000円

となっておりまして、社交飲食店における消費喚起

の期待をしているところでございます。 

 次に、網走地域応援商品券ですが、７月21日の販
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売を目指し、取組を進めているところでございまし

て、６月12日より商品券の取扱い事業者の募集を始

めたところでございます。 

 次に、緊急宿泊施設利用促進事業についてであり

ますが、これは毎週月曜日集約をしているところで

すが、６月18日現在の予約と宿泊数の合計でありま

すが、網走に泊まろうキャンペーンが305件、その

うち網走市民が101件、その他の地域からが204件、

お花見キャンペーンが76件、それから長期滞在が

113件となっております。 

 なお、昨日の月曜日ということで、今集計を行っ

ているところですけれども、各種事業好調だという

ふうに観光協会からは報告を受けております。 

 今後につきましても、引き続き新型コロナウイル

スの感染対策防止に留意しつつ、地域の消費喚起に

努めてまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 長期滞在がもう113件も入ってい

るということは、大変驚いた数字だと私は思いま

す。 

 経済対策は新たな生活様式に対応したビジネスの

在り方の創出を図るフェーズへと移行しているよう

な状況です。 

 第２波、第３波の発生を想定した経済を維持する

在り方を今から想定しておく必要がある。当座の資

金繰り援助から新たな稼ぎ方の創出、リスクを分散

する収益構造への変化を促す取組が不可欠だと思い

ます。 

 今後の政策展開の考えをお伺いいたします。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 今後の政策展開についてで

すけれども、今後経済活動の再開と新型コロナウイ

ルス感染拡大防止を並行して取り組んでいかなけれ

ばならないというふうに考えております。 

 国が示しました新しい生活様式に基づく新北海道

スタイルにより、新しいライフスタイルとビジネス

スタイルの実践が求められており、市民、事業者、

一人一人が感染防止対策に取り組みながら、経済活

動を実施する必要があると思います。 

 今後の経済政策につきましても、第２波、第３波

の発生に備え、これまで以上にものづくりに対する

挑戦、ＩＣＴの活用、ネット販売、さらには、ふる

さと納税の取組などの充実などに官民が一体となっ

て取り組むことが必要であるというふうに認識して

おります。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 理解いたしました。 

 続いて、各種の業界団体への支援についてお伺い

いたします。 

 業界内の連携や協力も今後のビジネス継続には不

可欠だと思います。ふだんから力を合わせる取組を

推進するような各種業界団体への支援をどう考えて

いるのかお伺いいたします。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 過去に例を見ない危機に直

面する中、網走社交飲食業組合の予約クーポンの取

組は、市民に支えられた活動であったと認識してお

ります。 

 こうした取組は、コロナ禍の中において、より一

層求められるものと認識しておりますので、各業界

団体と意見交換をさせていただきながら、必要な施

策を取り組んでまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 一丸となって、こういうときは乗

り切りたいと思いますので、意見交換、重視して行

ってほしいと思います。 

 続いて、観光での来網手段の見通しの支援策とし

て、観光部門において、網走への来訪手段、移動手

段を確保していく視点が不可欠で、航空、バス、Ｊ

Ｒ等などの座席供給量を少しずつ元に戻すようなア

プローチが必要であると考えますが、現時点での見

通しについてお伺いいたします。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 国の緊急事態宣言による感

染拡大防止のため、外出自粛などから利用者の減少

に伴う減便が、北海道においても航空会社やバス会

社、鉄道会社で実施されております。 

 現時点で復旧が判明しているのは、６月19日から

網走札幌間で減便していた都市間バスの一部運行が

再開され、及び７月１日からＪＲ北海道の減便列車

の運転再開が予定されております。航空会社では、

ビジネス客の利用が戻りつつあるとの報道もあり、

早期のビジネス需要や観光需要の回復に期待してい

るところでございます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 必要に応じた観光に対しての今後

の支援策について、検討されているものがありまし

たら、お伺いいたします。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 今後の支援策についてでご
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ざいますが、各交通機関利用に対する支援につきま

しては、北海道がどうみん割で交通つき商品への助

成を取り組む予定でございまして、さらに市としま

しては、外出自粛等による利用者数減少で疲弊して

いるバス事業者などの経営持続に対する支援を新た

に検討してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 続きまして、ＳＮＳの活用につい

て、これもアフターコロナ観光への取組についてな

のですが、今すぐに網走に来てほしいと広く呼びか

けづらいところではありますが、消費者には訴求力

のあるＰＲは備えておく必要があると。「広々」

「ゆったり」「密にならない」という点は、アフタ

ーコロナの観光のキーワードになり得ると、そうい

った意識を持ったＰＲに努められたい。特に、ネッ

ト上の動画とＳＮＳの利活用は今や標準装備である

が、取組の強化に向けた認識をお伺いいたします。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 アフターコロナ観光におけ

るＰＲについてでございますが、新型コロナウイル

ス収束後には、これまでのライフスタイルは大きく

変化し、観光のスタイルも個人化やワーケーション

といった嗜好心理に変化が生じ、新たにスタイルへ

の対応が求められてまいります。 

 ひがし北海道自然美への道ＤＭＯが５月上旬に実

施した収束後の観光意識調査では、景勝地や温泉、

食にニーズがありまして、テーマパークや都市型観

光は避けられる傾向が見られました。 

 調査結果から、今後網走の有する自然環境や食と

いったコンテンツのポテンシャルは上がっていくと

考えておりまして、地域で新型コロナウイルス拡大

防止を徹底し、安心・安全な受入体制を構築すると

ともに、長期滞在など新しいライフスタイルにも対

応した観光を研究することとしております。 

 また、ＰＲの手法につきましては、網走市ではこ

れまでも観光情報の発信手段としてＳＮＳを活用

し、写真や動画をコンテンツとして掲載するなど、

今後も誘客促進に向けて積極的にホームページやＳ

ＮＳを通して、情報発信を行ってまいりたいと考え

ております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 私でよければＰＲ動画で活躍した

いと思いますけれども。 

 続きまして、医療従事者・医療機関を下支えする

支援・取組と再発発生を想定した医療への備えの検

討状況についてお伺いいたします。 

 医療機関を下支えする取組、医療機関の機能維持

が極めて重要で、医療従事者への特別な枠組みでの

支援を市独自で行うなど、医療機関を下支えする取

組も不可欠であると思いますが、見解をお伺いいた

します。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 医療従事者・医療機関を

下支えする支援・取組についてでありますが、国の

２次補正予算において、新型コロナウイルス感染症

対策従事者慰労金交付事業が創設されまして、医療

機関の医療従事者や職員に対する慰労金が給付され

ることとなります。 

 市独自の取組といたしましては、資機材やマス

ク、アルコール、フェイスシールド等の衛生用品の

提供により負担軽減を図っておりますが、今後の支

援策について国の動向を注視しながら、医師会、歯

科医師会と情報共有を行い、意見交換を進めてまい

りたいと考えております。 

 また、感染者を出さないことが、医療従事者や職

員に対する負担軽減につながるため、引き続き、感

染予防に関する市民周知に取り組んでまいりたいと

考えてございます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 理解しました。 

 第２波、第３波の発生を想定した医療の在り方を

今から想定しておく必要があるが、そういった不測

の事態に備えた検討はいかように進んでいるかをお

伺いいたします。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 再発を想定した医療にお

ける不測の事態に備えた検討状況についてでありま

すが、現状におきましても指定医療機関をはじめ関

係機関による会議に出席をさせていただいており、

情報共有と意見交換をしているところでございま

す。 

 ２波、３波の発生に備え、引き続き、医師会、歯

科医師会、医療機関、保健所と連携を図るととも

に、要望の把握や必要な資機材等の確保に努めてま

いりたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 続いて、学校でのオンライン教育

の推進の検討状況についてお伺いいたします。 

 学習の遅れと対応策とオンライン教育の検討状況

について、学校教育は臨時休校期間中の学習の遅れ
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をどう取り戻すのかとともに、今後同種の事態が生

じた場合の対応策を確立していく必要があるが、オ

ンライン教育の推進を含め、現状でどの程度進んで

いるのかお伺いいたします。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 ５月26日付で、北海道教育

委員会から新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

えた学校教育活動等の実施における学びの保障の方

向性等についてで、学校再開後の学校の教育活動へ

の留意事項が示されました。これを受けまして、５

月28日付で各校に、新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえた学校教育活動等の実施における通知を

発出しております。その中で、年間指導計画を見直

し、全ての学年において今年度中に全ての児童生徒

に学習指導要領に示された各教科の内容を身につけ

させることを指示するとともに、標準授業時数の確

保と、今後の臨時休校を想定した予備時数の確保を

指示したところであります。 

 また、ＩＣＴを活用した家庭学習につきまして

は、今回の臨時休校において、一部の学校ではイン

ターネットやホームページを利用し、学習に関する

動画や家庭学習の資料を独自に取り組んだ学校もご

ざいます。 

 ＩＣＴを活用した家庭学習の推進につきまして

は、現在当市におきましても、児童生徒１人１台端

末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備

することで進めておりますが、同時に学校教育の中

で、ＩＣＴを活用した教育をどのように行っていく

かが重要であると考えており、早急に検討していく

ことで考えているところでございます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 また、第２波、第３波発生を想定

した教育の在り方を今から想定しておく必要があり

ますが、そういった不測の事態に備えた検討はいか

ように進んでいるかお伺いいたします。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 市内の小中学校におきまし

ては、学校の再開に当たり、北海道教育委員会から

示された学校における新型コロナウイルス感染症に

関する衛生管理マニュアルに示された学校の新しい

生活様式を取り入れることで、極力感染リスクを減

らしながら教育活動を進めております。 

 現在、指導計画について、各校で見直しを行って

おり、授業時数を確保するための取組としまして

は、地域や学校の実情を踏まえ、長期休業の短縮や

土曜授業の実施、学校行事の重点化を図るなどの取

組を効果的に組み合わせることとしています。適切

な予備時数を確保することにより、短期的な臨時休

校には対応可能と考えております。 

 同種の事態が生じた場合の対応につきましては、

文部科学省や北海道教育委員会の通知に基づき対応

していくこととなりますが、各校には今回の休校中

の学習指導の在り方について、検証を行うよう指示

しているところであり、効果が高かった方策につい

ては学校間で共有し、同様の事態に備えていきたい

と考えております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 コロナウイルスの関係もあります

が、先日、私の知人の学校の先生が痛ましい事故と

いうか、事故ではないですね、健康で若い命を亡く

されたということもありますので、やはり皆さん、

現場の先生方も健康管理をしっかりしていただきた

いということを切にお願いいたします。 

 続きまして、午前中、村椿議員からも質問された

コロナウイルスの避難所についてお伺いいたしま

す。 

 既に梅雨入りし、全国的に大雨、台風への備えが

必要でもあり、中でもテレビなどで取り上げられて

いますが、災害時の避難所において、今後はこの新

型コロナウイルスの感染症への対応が求められま

す。そこで、避難所についての新型コロナウイルス

感染症への各種施策の進捗状況と今後の展開を想定

している施策の考えをお伺いいたします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 これまで市では、大雨や

ブラックアウトの災害発生時には、コミュニティセ

ンター、住民センターを中心に避難所を開設してま

いりましたが、国からは広い箇所で避難所開設をす

るように通知がございましたので、災害の規模にも

よりますが、今後は感染症対策の観点から密な状態

にならないように、市内小中学校を中心に避難所を

開設してまいります。 

 また、村椿議員の質問でお答えをいたしました

が、避難所を学校で開設する場合を想定をして、健

康な方と体調の悪い方を区分した上で、十分な避難

者スペースを確保しながら、児童生徒の区分が実施

できるよう調査を実施してまいります。 

 感染症が疑われる場合は、現在１人当たりの避難

者スペースを広く考え、パーティションなどの間仕

切りを活用するとともに、十分な幅を持つ通路も確
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保してまいります。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 では、３密を想定した開設可能避

難所数についてお伺いいたします。 

 現在、開設できる避難所の総数と、３密を想定す

るなど、新型コロナウイルス感染症の対応を想定し

て開設することができる避難所の数をお伺いいたし

ます。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 感染症対策を想定して開

設するのは、市内小中学校14か所と考えてございま

す。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 では、新型コロナウイルス感染症

に対応する避難所のマニュアルの策定についてお伺

いいたします。 

 当然のことながら、これまでの避難所の開設マニ

ュアルには、新型コロナウイルス感染症の対応を想

定したものとなっていないと思いますが、今後避難

所開設のマニュアルの策定への見解と、盛り込まれ

る具体的な項目についてお伺いいたします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 現在、市の避難所開設運

営マニュアルは、平成30年８月に作成をしたものと

なっておりまして、議員のお話のとおり、新型コロ

ナウイルス感染症対策は盛り込まれているものとは

なってございません。 

 先月、北海道は北海道版避難所マニュアルを改正

をしており、新型コロナウイルスを含む感染症対策

を加え、市町村にも提供されておりますので、その

内容を参考に現在当市の避難所開設運営マニュアル

の改訂に取り組んでいるところでございます。 

 マニュアルに盛り込もうとしている主な項目につ

きましては、避難所開設に当たっては、これまで以

上にスペースを確保すること、手洗い、せきエチケ

ット、換気などの避難所の衛生管理、感染症の症状

に該当する場合の専用スペースの確保、健康管理な

どについて追加を予定をしてございます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 新しい項目、理解いたしました。 

 各種災害時の避難所の対応についてお伺いいたし

ます。 

 新型コロナウイルス感染症への対応で、各種災害

時における避難所対応も災害、災害時の種類、また

規模により対応が変わってくると思いますが、どの

ような認識で避難所開設、避難所運営をしていくの

かお伺いいたします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 新型コロナウイルス感染

症の対応では、人の密接、密集にならないよう受入

れが多くできる施設、複数の施設を開設をしてスペ

ースを確保することが国からの通知でも示されてお

りますことから、先ほど申し上げたとおり、小中学

校を基本に開設をすることとしたいというふうに考

えております。 

 また、暴風雪は国道閉鎖に伴う帰宅困難者に対

し、国道から近い箇所にあります消防団詰所、コミ

ュニティセンターに避難所を開設をしてまいりまし

た。避難所内ではパーソナルスペースを確保するこ

とが十分できない場合について、規模の大きな避難

所開設も視野に入れて、関係機関との連携を図りな

がら対応したいというふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 では、避難所に追加を予定される

資機材についてお伺いいたします。 

 避難所で新型コロナウイルス感染症に対応してい

く上で、新たな資機材や物品の数量などを増やすな

ど考えられますが、追加などで想定される資機材な

ど、どのようなものか、または、いつの時点で整備

をしていくのかお伺いいたします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 村椿議員の質問にもお答

えをしておりますけれども、非接触型体温計などを

利用し、体温や健康状態を確認すること、また、避

難所内での飛沫防止のパーティション等の間仕切り

を活用した感染防止に取り組みたいというふうに考

えておりまして、国の地方創生臨時交付金を活用し

整備に努めてまいります。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 その避難所の運営体制についてお

伺いいたします。 

 今後、新型コロナウイルス感染症に対応した避難

所を開設するときには、熱のある人など別にスペー

スを確保するなど、運営体制と運営協力体制にあら

かじめ協力先とされる、想定される団体などに説明

しておく必要があると思いますが、どのようにして

いくのかお伺いいたします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 小中学校を避難所として

開設するために、校長会では全体的な方向感、学校
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の校長、教頭との打合せでは個別の内容について打

合せを行ってきたほか、受入れに係る運営面では、

地域の協力なども必要なことから、網走市町内会連

合会への協力について協議をしているところでござ

います。 

 現在、避難所開設運営マニュアルの修正の準備を

進める中で、今後も関係機関、団体の協力体制を築

くため、十分な意見交換を行い、連携を取りながら

開設準備を進めてまいります。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 季節が冬場にまた向かっていく中

で、冬季の避難所について、冬季期間について、吹

雪などにより国道通行止めにより、先ほども何度か

出てきました消防団の避難所という、開設をする予

定だというふうにお聞きしましたが、コロナウイル

ス感染症に対応した受入れを考えておく必要があり

ますが、消防・消防団との連携などの見解をお伺い

いたします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 暴風雪等には不要不急の

外出を控えることを周知をし、この行動様式は定着

してきたと感じておりますけれども、議員のお話の

ように、国道閉鎖時には帰宅困難、移動困難者に対

し、消防団詰所、コミュニティセンターに避難所を

開設してまいりました。 

 先ほどもお答えいたしましたが、避難所内でパー

ソナルスペースを確保できない場合は、他の避難所

開設を想定した準備が必要となるので、消防や消防

団など、関係機関との連携を図りながら、受入れ人

数を想定し、それを超えた場合の対応を協議してま

いります。 

○井戸達也議長 古田議員の質問の途中ではありま

すが、ここで暫時休憩いたします。 

午後２時00分休憩 

午後２時10分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

 一般質問を続行します。 

 古田議員の質問から。 

 古田議員。 

○古田純也議員 続いて、財政の中期的な見通しに

ついてお伺いいたします。 

 今後の財政状況の見通しについて。 

 既に当年度分市税収入の減少も想定されている

中、各種施策で国の臨時交付金以外の財源として一

定の持ち出しがある状況である。入りが減り出が増

える状況からして、当市財源はどのような現状にな

っていく可能性があるのか、見解をお伺いいたしま

す。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 ４月から市独自の新型コ

ロナウイルス感染症対策として、感染防止をはじ

め、生活や経済活動を支援する対策を順次ふるさと

寄附基金を財源に取り組んでまいりました。 

 ５月に国から新型コロナウイルス感染症対策地方

創生臨時交付金が約１億9,000万円配分されるとの

通知があり、第２次補正でも追加配分があるとのこ

とですので、これまで基金対応してきた部分につき

まして、国の交付金へ財源を補正しようと考えてお

りますので、現時点において過度な財政負担は生じ

ていないと認識をしております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 それでは、これまで財政健全化を

旗印にしてきた財政運営が、当年度、また来年度

で、足踏みをする可能性、または指標的には悪化す

る可能性も否定できないと思います。 

 財政指標の動向については、どのような見解を有

しているかお伺いいたします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 財政指標についてです

が、３月の定例会では財政状況は改善しつつも、当

面数値は横ばいで推移するものと見込んでおります

と回答させていただいておりますが、新型コロナウ

イルスの影響により、今年度それが大きく悪化する

とは考えておりません。 

 しかしながら、新型コロナウイルスの影響が長引

けば、市税や交付金などの減少により、指数の分母

が小さくなり、一時的な悪化や改善スピードが鈍化

することもあり得ると考えております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 それでは、財政健全化に市民生活

を守り、事業者と雇用を守ってこそ我が町、未来へ

と生き長らえていく、そんな上での財政論であるか

ら、当面の間は財政健全化視点にだけにとらわれ過

ぎず、今回の緊急対策で言うと、全国でマスクなど

の感染防止材がなかなか手に入らない中、大胆にも

20万枚のマスクや消毒液を素早く手配して確保した

ことは、市民にとっても安心感を与えられるもので

あり、評価をしているところではありますが、適時

必要な部分には大胆な財政出動を求めるものでもあ

ります。 
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 市民がいて、事業があっての網走市である。まず

は目の前にある危機を乗り切ることに全力を注がれ

たいと考えるが、見解をお伺いいたします。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 今回の新型コロナウイル

ス感染症は、市民の命や生活を脅かすものであり、

ある意味、長期間にわたる災害であると捉えており

ます。 

 議員がおっしゃるとおり、市民あっての網走市で

あり、市民の生活をよりよくするための事業であり

ますので、財政健全化の視点だけにとらわれ過ぎ

ず、適時必要な対策はちゅうちょなく取り組んでま

いりたいと考えております。 

 また、マスクや消毒液の購入についてですが、感

染が拡大した４月のことになりますが、全国各地で

不織布マスクやアルコール消毒液など、感染防止対

策の資材の高騰や売り切れが続出し、市内において

も店頭はもとより、問屋に注文しても納期未定や注

文自体を受け付けてもらうことができない状況にあ

りました。そのような中、マスクや消毒液の入手ル

ートの情報を得たため、日常的な価格ではありませ

んでしたが、医療機関、介護施設、学校、子育て施

設など、市民の日常生活を支え、安心感を与えるこ

とに寄与すると考え、第１回臨時会で補正予算を可

決していただき購入したものでございます。 

 市といたしましても、市民の命や健康、生活を守

っていくことが最優先すべき事柄であって、そのた

めの財源をどう対応していくかが財政の使命であり

ますので、これから秋にかけて新型コロナウイルス

の感染拡大が懸念されておりますけれども、しっか

りと感染防止対策に取り組むとともに、地域経済に

目配りをしながら、市民生活に支障が生じることが

ないように対応するとともに、ウイズコロナやアフ

ターコロナ社会を見据え、学校教育において、国が

進めるＧＩＧＡスクールを推進するため、小中学生

１人１台のパソコン整備を早急に行うなど、新しい

生活様式に向けた取組を積極的に行ってまいりたい

と考えております。 

 また、一方で地域医療、福祉の維持充実、産業振

興、インフラ施設や公共施設の老朽化対策など、市

政執行に必要な事業についてもしっかりと取り組ん

でまいります。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 本当に網走に住んでいてよかった

なと市民が言える町にしていただくことを期待いた

したいと思います。 

 私からの質問、最後となりますが、高校総体のボ

ート競技誘致についてお伺いいたします。 

 2023年高校総体が北海道開催を予定しており、ボ

ート競技については網走市が候補地になる可能性が

あると関係団体から伺っております。 

 現状の動きをお伺いいたします。 

○井戸達也議長 社会教育部長。 

○吉村学社会教育部長 候補地可能性の現状につい

てでありますが、2023年、令和５年の全国高等学校

総合体育大会夏季大会が36年ぶりに北海道で単独開

催されることが、昨年９月に発表されました。 

 こうした中、当市におきましては、関係機関から

ボート競技開催候補地としてのお話がありまして、

協議を行ってきたところでございますが、本年１月

北海道に対し、ボート競技の開催意向を伝えている

ところでございます。 

 今後、北海道準備委員会設立第１回総会が８月に

開催され、各競技会場などが決定される予定と伺っ

ております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 それは網走市にとって大変ボート

競技は特別な位置づけである。ぜひとも誘致を実現

し、当市の交流人口増につなげるという視点が重要

であると思いますが、意気込みをお伺いいたしま

す。 

○井戸達也議長 社会教育部長。 

○吉村学社会教育部長 市の誘致への意気込みにつ

いてでございますが、当市におけるボート競技は、

地元の高校生や社会人が全国大会の常連となるな

ど、歴史と伝統を持つ競技であり、昭和62年の高校

総体、平成元年の国民体育大会におけるボート競技

の開催地、日本代表や大学ボート部の合宿地として

の実績がございます。 

 2023年高校総体夏季大会のボート競技が当市で開

催されることになった場合には、さらなる競技力の

向上をはじめ、市民が全国レベルのスポーツに触れ

る貴重な機会となり、子供たちに夢や希望、勇気を

もたらすものと期待をしているところでございま

す。 

 また、1,000人規模の選手、関係者が全国から集

まることが見込まれますことから、網走の自然や食

などのすばらしさを体感していただき、思い出と今

後の網走とのつながりを感じることのできるおもて

なしによりまして、交流人口の拡大、地域経済の活
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性化にも結びつけてまいりたいと考えております。 

 今後、ボート競技の会場地に正式決定した際に

は、主催の北海道高等学校体育連盟、北海道教育委

員会と協議を進め、市民、地元関係団体と連携し、

大会運営の成功に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 大変期待できる意気込み聞かせて

いただきました。ありがとうございます。 

 昨年、南ヶ丘高校ボート部50名の新人の入部を聞

いたという話を聞いておりますし、今年も桂陽高校

のボート部は10名以上の新しい子が入ったというふ

うに聞いておりますので、すごく盛り上がっていま

す。もちろん、市職員の中にはボート部で御活躍さ

れた方もいらっしゃると思いますので、何とか誘致

実現に向けて頑張っていきたいと、期待いたしたい

と思います。 

 その開催地の固定化に対する考えなのですが、夏

の甲子園も気候変動により、夏場の高温多湿が高校

生のスポーツ大会開催時期としては適していないの

ではないかという議論がありますが、ボート競技に

ついても網走での開催の定番化ができないかと期待

するものがありますが、競技団体及び関係団体との

協議に向けた考えをお伺いいたします。 

○井戸達也議長 社会教育部長。 

○吉村学社会教育部長 開催地固定に対する考え方

についてでございますが、2023年高校総体夏季大会

のボート競技が当市で開催されることが決定されま

したら、北海道におけるボート競技の適地として認

められたものということで、大変光栄でうれしいこ

とでございます。 

 このような全国大会が毎年開催されるということ

は、様々な効果があるものと認識はしております。 

 全国高校総体の開催につきましては、全国高等学

校体育連盟が定める開催基準要綱によりまして、全

国都道府県を３つの地域、12のブロックによる輪番

を原則とする旨定められておりますことから、開催

地固定化に対する議論につきましては、課題も含め

てその中で協議されるものと考えております。 

○井戸達也議長 古田議員。 

○古田純也議員 私の質問は以上です。 

○井戸達也議長 小田部照議員。 

○小田部照議員 －登壇－ それでは、通告に従

い、２項目について質問いたします。 

 まず１点目は、市内のブロードバンド環境の整備

促進について伺います。 

 このテーマについては、当議会においても一般質

問や委員会での質疑などを含めて数多くの議員から

様々な場面で発言をしています。そういったことか

らも、市民の皆さんの中には強い関心が寄せられて

いるものだと考えております。 

 これまでの議論を振り返ってみますと、市内全域

に光回線を整備できるのが望ましいが、多額の投資

が必要であり、なかなか一気には踏み込めないとい

うニュアンスの答弁が繰り返されてきたものだと受

け止めております。 

 しかし、このたびの新型コロナウイルスの感染拡

大とその予防の強化に関する一連の流れの中で、リ

モートワークやウエブを活用した会議、さらにはＧ

ＩＧＡスクール構想に代表されるオンライン教育な

どの必要性が一気に高まりました。 

 まず、当市においてブロードバンドの環境整備は

どの程度進んできているのか、最新の経過について

御説明を頂きたいと思います。 

 また、整備が進んでいないエリアは農村部である

と認識しておりますが、スマート農業の推進やリモ

ートワークの実現なども含め、実は必要な地域が未

整備のまま残ってしまっているのではないでしょう

か。 

 私たちも地元選出の代議士を通じて、折に触れて

市内全域のブロードバンド環境整備に向けた要望を

国に伝えてきたところであります。 

 このたびの新型コロナ対策関連の２次補正予算に

おいて、光回線を含めたブロードバンド未整備地区

への整備支援が盛り込まれたと聞いております。し

かも特段の制限を設けず、希望する地域全てが対象

ということですから、積極的にこの２次補正予算内

の当該事業に手を挙げて、100％整備を実現すべき

であると私は考えますが、市の認識をお聞かせいた

だきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 現在ＮＴＴが提供してい

る光回線が整備されているエリアは、１万7,419世

帯、カバー率96.9％となっており、一方、郊外にお

いては約800世帯が光回線サービスを利用すること

ができない状況でございます。 

 光回線などのブロードバンド環境は、スマート農

業の推進や今後急速な拡大が見込まれるオンライン

授業やテレワークなどへの対応など、必要不可欠な

社会基盤であり、適切に整備更新されていく必要が
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ございますが、整備されているエリアは30キロ平方

メートルと市内全域の6.4％にとどまっておりま

す。 

 当市では、これまでにも市内全域への光回線の整

備や無線方式でのブロードバンド環境の整備を検討

してまいりましたが、光回線整備に約20億円の費用

がかかると見込まれ、無線方式では通信速度が遅

く、悪天候時に回線が切断されるおそれがあること

から、この導入も断念をしてきたところでございま

す。 

 御提案にもありましたが、国の第２次補正予算に

おいて、令和３年度末までに市町村が希望する全地

域で光回線の整備を進めることができるよう、光フ

ァイバー整備補助事業による補助金のほかに、地方

創生臨時交付金を活用することが可能になったこと

から、当市でもこの補助事業を活用できないか検討

しているところでございます。 

 整備を進めるに当たっては、整備方式や整備費用

の負担などの検討が必要となりますが、関係機関の

協力を得ながら、市としても整備率100％を実現す

るため、事業の実施を積極的に進めてまいります。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 100％実現に向けて、積極的に進

めていくというすばらしい答弁を頂きました。 

 コロナの対応で各種支援施策の遂行もあり、大変

お忙しい中とは存じますが、スピード感を持ってこ

の作業に当たっていっていただきたいと思います。 

 併せて伺いますが、２次補正予算内の当該事業に

手を挙げた場合、市単独の支出、また受益者負担は

どの程度想定されるのか、試算があれば明らかにし

ていただきたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 以前、事業者より市内全

域に光回線を整備した場合の費用について、およそ

20億円と提示をされておりましたけれども、今回国

の補助事業や地方創生臨時交付金を活用して光回線

を整備するに当たりましては、再度詳細な制度設計

を経た事業費の見積りを提出いただくことが必要と

なります。 

 また、公設方式、民設方式、いずれの方式で整備

するかによりましても、国の補助金や臨時交付金の

金額が変わるため、現時点においては、市の支出額

等詳細な数字は明らかになっておりませんけれど

も、いずれにしても詳細な設計金額の提示を受けた

後、市や民間事業などの費用負担について協議を進

めつつ決定してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 現時点では詳細な数字は把握でき

ないということで理解いたしましたが、いずれにせ

よ、この２次補正で、今まで以上に安価な整備が実

現できるわけですから、ぜひ迅速に進めていってい

ただきたいと思います。 

 次に、前段で関連して市内全域でブロードバンド

が整備された後の方向性であります。 

 特に、このたびのいわゆるコロナ禍とも言える状

況の中で、臨時休校を余儀なくされた子供たちの学

習環境をオンラインで用意できた町と、用意できな

かった町の差が明確になってきているものだと私は

感じております。 

 今議会でもＧＩＧＡスクール構想に関する端末の

購入費用が議案として上程されていますが、地域の

ブロードバンド環境の整備と併せて各家庭のネット

環境などの整備や教える側のノウハウの蓄積なども

ピッチを上げて進めていく必要があると考えます。 

 地域のブロードバンド環境の整備と同時進行で、

学校現場だけではなく、地域や家庭でのオンライン

教育を実施していく意欲及び実現に向けたスケジュ

ール感と、その際想定されるであろう課題などは整

理できているのか、大まかな状況を伺います。 

○井戸達也議長 学校教育部長。 

○林幸一学校教育部長 ＧＩＧＡスクール構想につ

きましては、誰一人取り残すことなく子供たち一人

一人に個別最適化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環

境の実現を目指すとされており、かつその活用や推

進につきましては、これまでの教育実践とＩＣＴの

ベストミックスを図る必要がありますことから、活

用や普及、推進の研究は整備と並行して、実際に携

わる教職員の意見を聞きながら進めていく考えでご

ざいます。 

 ＧＩＧＡスクール構想については、高速大容量の

ネットワーク整備と１人１台端末整備の２つの事業

であり、これらは両輪で進めていく必要がございま

す。 

 課題といたしましては、新型コロナウイルス感染

拡大による臨時休校への対応として、ＩＣＴを活用

した家庭学習の取組が行われているところでありま

すが、各御家庭で通信環境を整えていただく必要が

あると認識しております。 

 こうしたことから、国やほかの自治体の取組も注
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視するとともに、課題解決のための情報収集にも努

めながら、校内環境、端末の整備については、早期

の整備に努めてまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 まだまだ課題はありますが、しっ

かりとしたスケジュール感を持って、迅速に対応し

ていっていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 地場産品の消費促進について伺います。 

 新型コロナウイルスの感染拡大や、その予防強化

に関連した緊急事態宣言の発令などで、我が国の経

済は大きなダメージを受けています。当市において

も様々な業種、業界で影響が出ていますが、これま

で当市の地域経済を支えてきた地場産品の売行きが

芳しくないというお話を聞いております。 

 例えば、地場産ホタテの価格がピーク時に比べ２

分の１以下となっていること、また、底引き漁など

ではスケソウなど満船にして帰ってきても、通常の

半値以下だと嘆いているというのが現状でありま

す。 

 まずは、こういった地場産品の域外への販売がコ

ロナの影響でどのような状況になっているのか、市

としては現状をどのように把握しているのか伺いま

す。また、特に稼ぎ頭でもあるホタテはどのような

状況になっているのか、お聞かせいただきたいと思

います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 新型コロナウイルス感染

症の地元水産物への影響についてでありますが、輸

出や外食産業の停滞等によりまして、魚種によって

は魚介安となっております。また、その対応とし

て、出荷規制などの対策を取っている魚種もあると

いうふうに聞いてございます。 

 議員のお話のありました網走の水産物の主力の一

つでありますホタテにつきましては、今年度の本操

業が始まったばかりでありまして、今後の先行きが

不透明なところでもございますが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により外食需要の減少や輸出の停

滞などによりまして魚介安となっておりまして、漁

業及び水産加工業全体の影響が少なからず出てきて

いるというふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 大変厳しい状況にあると認識いた

しました。 

 しかし、今大事な考え方は、目の前の困難を嘆い

ているのではなく、ピンチをチャンスに変えていく

発想であります。例えばホタテは域外への販売が低

迷している現状ですが、視点を変えれば網走のホタ

テのおいしさを地元の人々やお店が知るチャンスで

もあります。網走産のホタテを地元で食べようとい

うようなキャンペーンを仕掛けて、ホタテの味を知

り、将来口コミで網走産のホタテの魅力を伝える市

民を増やしていくことが大切だと考えます。当然、

私たちもできることから取組を進めていくつもりで

ありますが、そういったアクションを起こしていく

ことに対して市の認識を伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 議員の御指摘のとおり、

このような状況下におきまして、地場産のホタテを

はじめとした水産物のさらなる認知度向上による地

元消費の促進は大切であるというふうに認識をして

おります。 

 新型コロナウイルスの影響から外出自粛が広がり

まして、巣籠もり消費と言われる内食需要が進み、

鮮魚などの一部の生鮮商材では売上げを伸ばしてい

るとも伺っているところでもあります。 

 市といたしましては、漁協及び水産加工業者と連

携をしまして、国の事業などを活用した地域での販

売促進対策や学校給食などへの積極的な利用など、

効果的な対策について検討していきたいというふう

に考えております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 理解いたしました。 

 また、国の２次補正予算内の事業で、一次産業の

変化を支援する枠組みができました。経営継続補助

金という制度ですが、国内外への販路回復、開拓に

向けた生産・販売方法の確立・転換に活用できると

いうものです。ぜひ、地元の農林漁業関係者に同制

度をしっかりと活用できるように呼びかけ、新しい

スタイルでの一次産業の在り方を確立する契機とし

ていただきたいと考えていますが、市の見解を伺い

ます。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 国の経営継続補助金につ

いてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影

響を克服し、経営継続に向けた農林漁業者の取組を

支援するための補助制度として創設されたものであ

ります。 

 本事業は国の２次補正が成立し、現在農林水産省

ホームページに事業内容等が掲載されているところ
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でございますが、内容、手続につきましてはまだ定

かでないところもございます。今後、地域によって

は説明会も開催されるということもありますので、

その説明会にも出席をしながら、事業の内容等を精

査するとともに、地元の農林水産関係者と連携をし

ながら、まずは周知のほうをしていきたいというふ

うに考えております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 せっかくのすばらしい制度ですの

で、農林漁業者が制度を知らなかったということの

ないように、しっかりと周知に努めていっていただ

きたいと思います。 

 あわせて、地場産品の販路拡大という点に関し

て、飲食店や店舗での販売のみを行っている食品製

造業者が、ふるさと納税や通信販売などを行い、リ

スクを分散するような経営が今後求められておりま

す。 

 商品開発がより積極的に行われるような政策誘導

が必要となってきます。 

 既存の単独事業者への支援だけではなく、同業者

の組合や業界、業界団体などにも支援を行い、事業

者が連携した動きを盛り上げていくべきだと考えま

すが、市の見解を伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 地場産品の販路拡大に関

し、ふるさと納税や通信販売等を活用することにつ

きましては、新型コロナウイルスが社会に与えた影

響を考慮しますと、非接触型の販売や地域を知って

いただく経路、手段として、その重要性は一層大き

くなるものと考えております。 

 商品開発につきましては、事業者のみならず組合

や協会等も対象に新製品の創出支援や地場特産品の

高付加価値化など、ものづくり支援制度の活用によ

り、より魅力ある商品の企画、開発を促進している

ところでございます。 

 引き続き、これまでの支援制度やふるさと納税制

度の運営を活用しつつ、網走が持つつながりを大切

にしながら、地場産品を取り扱う業界の支援に努め

てまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 現状の認識を伺わせていただきま

した。 

 加えて、出来上がった商品には出口、つまり売り

先が必要であります。市として、ふるさと寄附を一

つの出口として使っていただくことをしっかりと根

づかせていただきたいと思います。 

 しかし、そこで重要なのは、当市のふるさと寄附

が外向けに魅力的に見え、市外の方々が寄附を寄せ

たくなるような中身となっていることが必要だと思

います。 

 紋別との比較を最近よく耳にしますが、例えば昨

年実績で網走市と紋別市のふるさと寄附の額の違い

は何が原因で生じたのか、分析があればお聞かせい

ただきたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 ふるさと寄附の返礼品につ

きましては、全国の多くの方々においしいまち網走

の食や地域の魅力を知っていただく重要なチャンネ

ルとして役割を果たしていると考えております。 

 他の自治体との比較分析につきましては、一概に

申し上げることはできませんけれども、返礼品の違

いのほか、寄附金の使途などが影響するものと考え

ております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 それでは、商品内容や金額につい

ては大きな違いはないのではないかというのが、私

の率直な印象であります。 

 そこで、いろいろなふるさと寄附のポータルサイ

トを調べたところ、一つ気になることがありまし

た。寄附額に応じてポイントに換算し、そのポイン

トに応じて返礼品を選ぶという仕組みのサイトの中

のことですが、返礼品は同じホタテの玉玲１キロな

のですが、紋別は１万ポイント（参考寄附額１万

円）に対して、網走は6,000ポイント（参考寄附額

２万円）という表記になっております。ポイントと

しては網走のほうが少なく、寄附額としては網走の

ほうが高いという状況であります。これは寄附をす

る側からしても、また私たちからしてもわかりづら

い状況なのですが、こういった寄附額とポイントの

換算率、さらに返礼品に必要なポイントというのは

どのように設定されているのか、また、こういった

差が寄附額における紋別との差になっているのでは

ないかという素朴な感想を私は持ったわけですが、

市としてはどのような認識でいるのか伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 ポータルサイトの返礼品の

ポイントの設定につきましては、総務省によりまし

て返礼品代を寄附額の３割以下とすることが定めら

れており、当市もこれを遵守した上で各返礼品のポ

イントの設定を行っております。 
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 ポイントのつけ方につきましては、当市は寄附額

の３割をポイントとしておりますが、この換算はほ

かの自治体と比較するためのものではないため、自

治体間で統一的なものではなく、結果としてポイン

ト基準での比較が難しくなるケースがございます。 

 寄附額当たりの返礼品の量等において、言わば、

お買い得と感じられるような返礼品を用意する自治

体に寄附が集まることは推察されますが、他方、持

続可能な地域経済の実現を図る上では、地域の自然

資源や事業者の生産体制や販路先など、供給先など

に負荷が生じるような返礼品の供給や設定価格は難

しいと認識しております。 

 また、寄附者の立場に立ちますと、返礼品の量や

質は寄附を左右する一要因ではありますけれども、

それと同様に市とのつながりやその取組への共感が

寄附の動機になると考えております。 

 市といたしましては、一過的な寄附集めに終始す

ることなく、多くの方に長きにわたって、網走市に

応援を頂くことを目指して、引き続き地域事業者と

協力しながら、網走市が自慢に思えるような返礼品

や取組を用意してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 いろいろ制度上の問題もいろいろ

あるようですが、私としては改善できる部分はしっ

かりと改善していくという姿勢もまた一つ大切なこ

とだと思います。改善ができる部分と改善がなかな

か難しい部分、様々あるとは思いますが、こういっ

た状況をどのようにしていこうとお考えなのか伺い

ます。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 ふるさと納税制度への取組

方につきましては、本制度の本来の目的は画一的な

コストパフォーマンスの高い商品によって一過性の

顧客を集めるものではなく、網走市の魅力や独自の

取組を広く知っていただくとともに、様々な事業を

通して応援する人の思いを実現することでありま

す。 

 地域の事業者もコロナ禍の厳しい状況におかれて

いるところですが、先頃複数の企業、団体が連携し

て地域の自慢の品を持ち寄ってパッケージとしてま

とめ、それを販売したり、ふるさと寄附の返礼品に

登録したりする動きが増えてきております。 

 このように、まちとの協働や寄附者の方々とのつ

ながりを大切にしていくことは、難局を乗り切るた

めには重要なものですので、今後もこれまでの取組

による支援を継続しながら、その上で改善できる部

分は改善して、ふるさと納税を通じた地域の活性化

を進めてまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 小田部議員。 

○小田部照議員 ふるさと納税は、当市にとって、

とても重要な税収、収入源の柱の一つでありますの

で、より多くの方から寄附を頂けるように、担当課

のより一層の工夫と努力に期待いたしまして、私の

質問を終わります。 

○井戸達也議長 ここでお諮りします。 

 本日の議事日程であります一般質問はまだ終了し

ておりませんが、本日はこの程度で延会とし、明日

一般質問を続行することにしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本日はこれをもって延会

といたします。 

再開は、明日、午前10時としますから、参集願い

ます。 

 御苦労さまでした。 

午後２時48分延会 
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○議事日程第４号 

令和２年６月24日午前10時00分開議 

日程第１ 一般質問 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 一般質問 （松浦議員、平賀議員） 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    田 口   徹 

 観光商工部次長    秋 葉 孝 博 

 建設港湾部長    吉 田 憲 弘 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 庁舎整備推進室長    後 藤 利 博 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 情報政策課長    高 橋   剛 

 総務防災課長    田 邊 雄 三 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

 税 務 課 長    高 橋   勉 

 戸籍保険課長    清 杉 利 明 

 戸籍保険課参事    渡 邉 眞知子 

 生活環境課長    近 藤   賢 

 健康推進課長    永 森 浩 子 

 社会福祉課長    江 口 優 一 

 社会福祉課参事    結 城 慎 二 

 介護福祉課長    高 橋 善 彦 

 子育て支援課長    高 畑 公 朋 

 子育て支援課参事    小 沼 麻 紀 

 健康福祉部参事    細 川 英 司 

 農 林 課 長    佐 藤 岳 郎 

 農 林 課 参 事    中 塚 威 史 

 水産漁港課長    渡 部 貴 聴 

 観 光 課 長    大 西 広 幸 

 観光商工部参事    高 井 秀 利 

 観光商工部参事    前 田 関 羽 

…………………………………………………………… 

 教  育  長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    吉 村   学 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    武 田 浩 一 

次     長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00開議 

○井戸達也議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

ます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議録署名議員として、古

田純也議員、永本浩子議員の両議員を指名します。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の議事日程は、既に印刷して

令和２年第２回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ４ 日 

令和２年６月 24日（水曜日） 
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配付の第４号のとおりであります。 

日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 日程第１、昨日に引き続き一般質

問を続行します。 

 松浦敏司議員。 

○松浦敏司議員 －登壇－ 日本共産党議員団の松

浦敏司でございます。 

 質問に入ります前に、この間、新型コロナウイル

ス対策に対して、市の職員の皆さんをはじめ、大変

な御努力に敬意を表し感謝したいと思います。ま

た、医療関係、介護事業者など、大変な御苦労をか

けていることに心からの敬意と感謝を申し上げたい

と思います。 

 それでは、通告に従って質問を行ってまいりま

す。 

 まず、国民健康保険制度についてであります。 

 安倍政権は、2018年度から国保の都道府県化をス

タートさせて、2019年度以降、全国の自治体で国保

料の連続する大幅な引上げの仕掛けをし始めており

ます。その仕掛けとは、標準保険料の水準に合わせ

て国保料を引き上げることを市区町村に強要してい

くということであります。 

 都道府県化された国保は６年サイクルで運営され

ることになっており、政府は今後４年ないし５年か

けて国保料を標準保険料の水準に統一していくこと

を自治体に要求していくことになります。 

 昨年に続いて今年も、標準賦課限度額（医療分）

を現行の61万円から63万円に２万円の引上げ、介護

納付金賦課限度額が現行の16万円が17万円に１万円

引き上げることになります。 

 網走市はもともと保険料の引下げのための法定外

繰入れは行っておりませんので、低所得者層への負

担増はならないというふうに思います。 

 今回の保険料の変更では、４人世帯で所得が850

万円から900万円を超える世帯は３万円の引上げの

対象となるというふうに考えておりますが、そこで

何点か質問してまいります。 

 まず、第１に、新型コロナ禍による休業等での賦

課限度額の引上げについてであります。 

 国保料の計算は、前年度の収入（所得）を基本と

なり算出されます。今回の新型コロナによって多く

の国保加入者が休業を余儀なくされました。その結

果、休業のため収入が１か月間以上ゼロという世帯

や大幅な減収が発生しております。 

 しかし、今回の保険料改定で賦課限度額が国保料

の医療分、後期高齢者医療支援分、介護分を合わせ

ると合計で99万円となります。国保の保険料は８回

に分けて納入することになりますから、１回の支払

いは実に12万円を超えることになります。 

 高過ぎる国保料ということが叫び続けられてきま

したけれども、例えば、賦課限度額の世帯の所得と

協会けんぽや共済組合の保険料と比較した場合、ど

のような違いがあるのか、まず伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 新型コロナ禍による休業

等での賦課限度額の引上げに係る協会けんぽ等との

保険料の比較についてでありますが、事業主負担の

有無など制度に違いがあるため、単純に比較するこ

とはできませんが、各保険者における平成29年度の

１人当たりの平均保険料負担率は市町村国保で

10.2％、協会けんぽで7.5％、共済組合で5.9％とな

っており、網走市国保の負担率の場合は10.3％とな

っております。 

 ただ、国保につきましては、低所得者に対する負

担の軽減措置などがありますので、全ての加入者が

高い負担率であるということは一概には言えないと

いうふうに考えております。 

 当市における賦課限度額を超える世帯につきまし

ては、世帯の人数や資産割の有無により変わってま

いりますが、単純に所得割だけで試算しますと、所

得割率の合計が9.9％ですので、所得額としては

1,000万円以上ということになります。 

 保険料負担率から、同額の所得における保険料を

推定いたしますと、国保料の賦課限度額99万円に対

して、協会けんぽは75万円、共済組合は59万円とい

う状況になっております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 いずれにしても国保が他の保険制

度と比べて、やはり加入者の負担が多いというふう

に思います。これはなぜかと言いますと、他の保険

制度は事業主と折半ということが基本です。しか

し、国保においては、折半するという制度ではあり

ません。国の制度である国民健康保険というのであ

れば、それにふさわしい国の責任も必要だと、私は

以前から申し上げております。だから、全国知事会

をはじめ、全国市長会などもこの国の国保の投入と

いうのを１兆円規模ですべきだというふうに国に求

めているのは、そういうことからではないかという

ふうに思うのですが、その点での見解を伺います。 
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○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 国費投入の拡充について

でございますが、国保以外の制度における事業主負

担に代わって、国保では公費で医療給付費等に対し

50％、保険料軽減等に対し約10％、の合計60％が公

費で負担されております。医療給付費等に対する保

険料の負担割合は残りの40％という状況でございま

す。 

 軽減措置のない中間所得以上の階層の方につきま

しては、負担が高いと感じられる方もいらっしゃる

ことと思いますが、国保につきましては、事業主負

担の有無のほか、加入者の平均年齢が高いこと、そ

れから平均所得が低いこと、また１人当たりの医療

費が他の保険制度と比べて約２倍であるということ

なども保険料に影響しているものと考えておりま

す。 

 加入者の負担軽減を図るため、財政支援の拡充に

つきましては、市長会を通じて引き続き要望してま

いりたいと考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 この点については毎年同じような

質問をし、同じような答弁になっております。 

 いずれにしても、国保においては２割、５割の軽

減というようなのがあるということでの低所得者へ

の対応というのはしていると。しかし、やはり中間

層の部分はかなり負担感が重いとの事実でありま

す。 

 次に移ります。 

 賦課限度額を超える所得層には、所得に大きな違

いがあるというふうに私は思っています。所得額で

言えば850万円近く、あるいは収入で言えば1,000万

円を超える世帯が賦課限度額になるというふうに思

いますが、所得別ではどのようになっているのか。 

1,000万円を超える人たちはいろいろおります。

１億円の人もいるかもしれませんけれども、相当あ

るのですけれども、その辺での状況について伺いま

す。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 賦課限度額を超える所得

層の状況でありますけれども、具体的に幾ら以上の

所得の方が何人というところまでは把握することは

困難な状況でございますが、限度額を超える世帯数

につきましては、世帯の人数や資産割の有無により

異なりますけれども、医療分で310世帯、後期高齢

者支援分で369世帯、介護分で194世帯と見込んでお

ります。 

 令和２年度の当市の保険料率におきましては、所

得階層別、世帯人員別、平均保険料額を試算する

と、世帯人数により異なりますけれども、所得額は

約900万円以上で賦課限度額は99万円となります。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 わかりました。 

 実はここにも問題といいますか、やはり収入で言

えば1,000万円を超える、さらには超えるという人

たちは5,000万円の人もいれば、ひょっとすると１

億円の人もいるかもしれない。しかし、保険料は同

じというのが、ここが実は一つの矛盾だというふう

に私は以前から思っていまして、協会けんぽとか、

他の保険でいうと、やはり相当金額が上まで所得に

応じた保険料というふうになっているのですが、こ

の国保においては、大体収入でいえば1,000万円を

超えるというところで限度額というふうになってし

まっていると。だから、この辺での問題もいろいろ

と出てくるのだろうと。ここがもう少し変化してい

けばいいのですけれども、ここはある意味矛盾でも

あるのです。賦課限度額は上げれば上げるほどいい

のかと言えば、そうともなかなか言えない部分もあ

るのですが、ただ少なくても今よりはもうちょっと

改善をしていくべきだなというふうに私は思ってい

るところです。 

 国保ができた当初というのは、時代背景が今とは

相当違っております。しかし、時代が今変わって、

国民の暮らしに格差が大きく広がるという、こうい

う状況であります。国はここを変えようとしてこな

かったと。時代が変わっているのに、それにふさわ

しい国の役割、国が果たす負担、こういったものを

状況に応じて行ってこなかったというふうに私は感

じています。その結果、収入や所得が10倍近い違い

があっても、保険料が同じという、この不公平が生

まれているのだというふうに思います。 

 国の負担を増やすことが一番必要であるというふ

うに私は思いますが、そして、収入や所得に応じた

応能負担であるべきだというふうに私は思うのです

が、その辺での見解を伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 収入や所得に応じた保険

料負担についてでありますが、医療保険制度におき

ましては、保険料負担は負担能力に応じた公平なも

のである必要があると認識しております。 

 一方で、受益との関連におきまして、被保険者の
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納付意欲に与える影響や円滑な事業運営を確保する

観点から、保険料負担に一定の限度を設けることは

必要であるというふうに考えております。 

 今後も賦課限度額につきましては、一定程度まで

引き上げが続くものと考えておりますが、応能負担

と応益負担をうまく組合わせて保険料を決定してま

いりたいと考えております。 

 ただ、今後は令和10年度を目途に標準保険税率に

統一化が図られていくこととなっておりますので、

限度額についてもこの中に吸収されていくのではな

いかというふうに考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 今の答弁でもちらっと出たのです

けれども、次の質問に移ります。 

 賦課限度額について、国は今後も連続して引上げ

ていく方向であるというふうに聞いております。今

後も多分引上げをしていくのではないかというふう

に思うのですが、どのような見通しを持っているの

か伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 賦課限度額の見通しでご

ざいますが、当市の保険料率につきましては、毎年

北海道への納付金、被保険者数、前年所得などを勘

案し、網走市の国民健康保険事業に関する運営協議

会へ諮問いたしまして、答申を得て決定されており

ます。 

 今後の見通しにつきましては、被保険者数の減少

及び医療費の増加並びに中間所得層への影響などを

考慮しますと、先ほども申し上げましたように、今

後も一定程度まで引上げが続くのではないかという

ふうに考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 ということだと思います。 

 そもそも、国がなぜ都道府県化を実施したかとい

えば、それが狙いといいますか、いわゆる一般会計

からの保険料を引下げるための法定外繰入れをやめ

させるということが大きな目的でもあるということ

で、いわゆる全道一律の保険料に結果として、して

いくと。しかし、ここで一番やっぱり大変なのは、

網走は比較的もともと保険料が高いし、保険料引下

げのために繰入れをしていないので、極端な影響は

受けませんが、やはり町村などは特に相当力を入れ

て保険料を抑えているというような自治体にとって

は、相当これから大変な状況になっていくというふ

うに思います。 

 次に移ります。 

 次に高過ぎる国保料について、先ほども前段で少

し申し上げましたけれども、全国知事会、全国市長

会、全国町村会などの地方団体が国に対して、今の

国保制度には被保険者の所得水準が低く、先ほど部

長も答弁ありました、保険料の負担率が高いという

構造問題があることを強調し、その解決のために抜

本的な公的投入増による保険料の引下げを求めてお

ります。国保に１兆円規模の国費を投入すること

で、保険料を協会けんぽ並みの負担率にすることが

できると、このように国に求めております。 

 加入者の所得や生活の実態から、現在の国保料が

高過ぎることが国民健康保険制度の構造的な問題で

あるという認識は、保守系の首長さんも含め、地方

自治体関係者の一致した認識であるというふうに思

います。この構造問題を解決するどころか、値上げ

で危機を深化させていけば、早晩国保制度が立ち行

かなくなってしまうというふうに私は思いますが、

見解を伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 国保料の公負担化につい

てでありますが、国民健康保険制度につきまして

は、全国市長会でも財政支援の継続、拡充、また国

保負担割合の引上げや低所得者層に対する負担軽減

などを要望しているところでございます。 

 令和２年度からは、被保険者均等割額及び世帯別

平等割額を軽減する所得判定基準につきまして引き

上げられることとなっており、保険基盤安定負担金

として財政支援を講じられております。 

 当市といたしましても、国保制度の安定的かつ持

続的運営ができるよう、市長会を通じて引続き要望

してまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 わかりました。 

 次に移ります。 

 国保料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減

免制度の創設についてであります。 

 厚労省は新型コロナウイルス感染症の影響で収入

が減少した世帯に対して、国保料、後期高齢者医療

保険料、介護保険料の減免を創設しました。それに

伴って、当市でも条例改正案が文教民生委員会で提

案、そして審議され可決されております。 

 今回の条例改正で減免することができる特例を規

定するとしております。しかし、要件として30％以

上の減収などを含めて３つの条件が上げられており
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ますが、今年７月からの保険料というのはどのよう

になるのか、まず伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 保険料減免による今年の

保険料についてでありますが、本定例会におきまし

て、国民健康保険条例及び介護保険条例の一部を改

正し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少した場合等による保険料減免制度を規定する

こととしております。 

 また、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例等を、広域連合において一部改正

し、同様の減免制度を規定しております。この減免

制度により減免された保険料につきましては、全額

国庫補助金で措置されますので、保険運営や今年度

の保険料等に影響することはございません。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 わかりました。 

 次に、収入の減少に関しては、第一に、収入の減

少に関して新型コロナウイルス感染症の影響でない

ことが明らかな場合を除き、国の財政支援の対象か

ら除外するものではない。第二に、事業収入等の減

少については、被保険者に対する迅速な支援の観点

から、見込みで判断することとして差し支えないと

なっているようでありますが、具体的にはどのよう

な申請が必要なのか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 具体的な申請方法につい

てでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響

により、収入が減少した世帯に係る国保料等に減免

につきましては、その対象要件の一つに、主たる生

計維持者の収入減少が、前年と比べて30％以上減少

という要件がございます。 

 全ての減免対象要件に該当する場合は、前年の合

計所得金額に応じて減免割合は10分の２から10分の

10となっております。 

 減免申請の際には、収入減少の確認のため、減免

申請書のほか、収入見込額の根拠書類となります給

与明細書や売上げ帳簿等の写し、廃業または失業を

証明する書類などを添付していただくこととなって

おります。 

 また、事業収入等の減少につきましては、収入形

態等により様々な確認方法が考えられますが、見込

みで判断することとして差し支えないというふうに

されておりますので、柔軟に対応してまいりたいと

考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 そういうことだと思うのですよ。 

見込みで判断するということでも構わないという

ことですから、これを柔軟にやるということが非常

に大事だというふうに思います。間違いがあれば、

次の段階で修正すればいいわけで、やはりその辺を

しっかりやっていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 国保料の保険料の均等割の在り方についてであり

ます。 

 2020年度から保険者努力支援制度によって、一般

会計からの法定外繰入れなどにペナルティーをかけ

るなど、自治体独自の保険料軽減策について圧力を

加えようとしております。当市では保険料引下げの

ための法定外繰入れはしておりませんので、その影

響はないと思います。 

 前段でも質問してきましたけれども、国民健康保

険料の在り方について、国の言いなりの姿勢では国

保加入者は立ち行かなくなるというのは目に見えて

いると思います。 

 私はこれまで資産割については廃止せよというこ

とを求めてきて３年かけて廃止にすることになり、

来年度で完全になくなるということであります。こ

のことは高く評価するものでありますが、均等割に

ついても問題点を指摘してきたところであります。 

 均等割の最大の問題は、収入の全くない子供に対

して、大人と同じ金額の１人当たり２万7,500円の

保険料が加算されるということです。言い換えれ

ば、人頭割といえるものです。しかし、子供たちは

収入が一切ありません。親の収入で日々暮らしてい

るわけでありまして、支払い能力は全くないのに、

１人当たり２万7,500円の加算というのはあまりに

もひどいと、理不尽だというふうにしか思えませ

ん。 

 全国でもこの均等割について、見直しをしている

ところも増えてきております。子供については５割

軽減などを実施しております。道内でも旭川市で実

施することになっています。当市でも実施に向けて

検討を開始できないかどうか、見解を伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 保険料の子供への均等割

の加算についてでありますが、子供の均等割の軽減

につきましては、国が制度として整備するべきもの

であると、このように考えておりまして、全国市長

会でも子育て世帯の負担軽減を図るため、子供に係
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る均等割保険料を軽減する支援制度を創設するとと

もに、新たな財源を確保することと要望していると

ころでございます。 

 低所得者への保険料軽減に対する保険基盤安定負

担制度のような国庫負担金がない中で、市独自の軽

減を行うことは保険料に影響があると考えますの

で、やはり国が制度化して必要な額を補填していた

だくことが必要であると考えております。 

 当市といたしましても、市長会を通じて制度創設

に向けて働きかけてまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 なかなか難しいのかもしれません

が、ただ今部長が答弁したのは、保険料を徴収する

側からするとそういうことになるのだというふうに

思います。しかし、保険料を払う側からすると、こ

の均等割の加算というのは所得がさほど高額といえ

ないような所得のところでも、例えば前段で非公式

に聞いたら、多い世帯は１世帯で10人とかというと

ころもあるし、７人、８人というところもあるとい

うふうに聞いておりますが、そうなると、家族が多

ければ多いほど収入はそんなになくても、その家族

の均等割だけで何十万というふうになってしまう

と、こういう矛盾を持っているというふうに思うの

です。そういう意味でも、収入の全くない子供をカ

ウントするのはやはり腑に落ちないというふうに思

うのです。原課として、収入の少ない子供を均等割

から除外した場合の影響額について、試算して検討

する考えはないか伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 子供に係る均等割を除外

した場合の影響額についてでありますが、令和２年

４月１日現在の18歳以下の子供の被保険者数は830

人で、医療分と後期高齢者医療支援分を合わせた均

等割額は１人当たり３万7,000円、これは医療分２

万7,500円と支援分の9,500円の合計ですが、３万

7,000円であり、その影響額は約3,000万円になると

試算しております。この影響額を除外した場合、中

間所得層への影響を及ぼすこととなるため、子供の

均等割については見直しをかけることは考えており

ません。 

 なお、低所得者の方に対しましては、人数を考慮

した軽減措置を講じておりまして、平等割で約55％

の2,700世帯、均等割で約47％の4,000人が２割から

７割の軽減を受けることとなっております。 

 先ほども答弁しましたが、市長会を通じて国に対

し、子育て世帯の負担軽減を図るため、子供にかか

る均等割保険料の軽減制度創設を行うよう、引き続

き働きかけてまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それでよしとは、私は思いませ

ん。先ほど言いましたように、世帯数の中で人数が

多ければ多いほど、それだけで相当な金額になって

しまうという点で、やはりここは、旭川市でも実際

に取り組んで、５割軽減をしているわけですから、

それこそ調査をし研究をして、そして検討していっ

てほしいというふうに、これは強く要望していきた

いと思います。 

 次に移ります。 

 ２項目め、種苗法についてであります。 

 種苗法は2018年４月に廃止された種子法と一文字

違いではありますが、全く異なる法律であります。 

そのため、種子法の復活を望む声もございます。 

 安倍政権が今国会に提出した種苗法改正案には、

農業者、市民からも異論が相次いでおります。それ

は、改正案には農と食の在り方を大きく変質させる

危険があるためであります。そもそも安倍政権はど

のような理由から種子法を廃止し、種苗法に変えて

しまったのかを明らかにしていきたいというふうに

思いますが、今国会では改正については見送ったよ

うであります。今後も提出する構えであることか

ら、この問題をあえて質問するものであります。 

 まず最初に、種子法と種苗法の違いについてで

す。 

 先ほど言いましたが、2018年４月に廃止になった

種子法、これは1952年５月に制定されました。種子

法は正式名称主要農産物種子法といい、米、麦、大

豆などの主要農産物の種子の安定的生産と普及を促

進するための法律であります。 

 第二次世界大戦のさなか、日本は食料不足に見舞

われ、農家は強制的に米を供出させられておりまし

た。種子も政府の統制下となり、良質な種子を農家

が手にすることができなかった。戦後人々の暮らし

が落ち着き始めると種子用として認められた米、麦

については統制から除外されました。国の補助金を

投入して安定して農家に供給できるようにしようと

種子法が誕生したと、このような歴史を持った法律

であるというふうに認識しております。 

 一方、種苗法は、植物の新品種開発者（育成権

者）といいますが、知的所有権を保護する法律であ

ります、と聞いております。そこで、種子法と種苗
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法の違いについてわかりやすく説明を求めます。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 種子法と種苗法の違いに

ついてでありますが、種子法、正式には主要農作物

種子法となりますが、こちらは昭和27年に制定をさ

れたものでありまして、主要農作物を安定的に生産

するための種子生産及び普及の促進を図ることか

ら、優良な品種の決定、種子生産に必要な検収及び

原原種の生産、種子生産圃場の指定、種子生産圃場

と種子の審査を全国一律に義務づけた法律でありま

して、その対象となる品目は稲、大麦、小麦、裸

麦、大豆となっておりましたが、御案内のとおり廃

止となったところであります。 

 一方、種苗法につきましては、昭和22年に制定を

された法律でありますが、植物の新品種の保護に関

する国際条約というのを踏まえまして、平成10年に

全部改正をしたものでございまして、新たに開発さ

れた品種、こちら登録品種というふうに言われてお

りますが、その知的財産を守るため、品種の育成者

の権利保護に力点が置かれた法律でありまして、全

ての植物が対象となっているところであります。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 いわゆる種苗法は、農業者を守る

ためのものではなく、種苗の権利を持つといいます

か、育成権者を守るためだということであるという

ふうに理解しました。それほど大きな違いがあると

いうことです。 

 次に移りますが、種子の生産を実際に行うのは都

道府県であると。日本の国土は南北に長く、土壌や

気候など地域性も考慮に入れなければならないた

め、生産する品種の認定は各都道府県に委ねられて

おりました。北海道でも農業試験場などの研究で

米、麦、豆類などの品種改良がなされ、今日の農業

を支えてきたというふうに思います。 

 戦後、営々と続けてきた種子法が安倍政権によっ

て2016年の規制改革推進会議、農業ワーキンググル

ープと未来投資会議の合同会議の席上で話し合わ

れ、種子法廃止が提案されました。その理由は、民

間の品種開発意欲を阻害しているというもので、わ

ずか半年程度の間に、この種子法が廃止になったわ

けです。このようなことから、種子法廃止の目的は

何かは明らかではないかと思いますが、見解を伺い

ます。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 種子法につきましては、

昭和27年の制定から60年以上経過しまして、種子の

生産者の技術の向上などによりまして、種子の品質

の安定化が図られたというところでございます。 

 農業の戦略物資である種子につきましては、公的

機関の開発品種が大層を占めていたということか

ら、多様なニーズに対応するため、民間ノウハウも

活用して品種開発を進める必要があるとして都道府

県による種子開発、供給体制を生かしつつ、民間企

業と連携により種子を開発、供給することが必要で

あるという理由から、平成30年４月に廃止されたも

のと認識をしております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 確かに事実はそういうことであり

ますが、裏にはこういった財界を中心とする、そう

いった中での規制改革推進会議というのが大きな力

を果たしていたというふうに私は考えています。で

すから、このことによって農業を守るためのもので

はないというふうに考えております。 

 次に移ります。 

 種苗法の改正についてです。 

 種苗法とは、先ほども言っておりますけれども、

新品種の保護のための品種登録に関する制度で、新

品種を開発、育成した人の権利を守るための法律で

あります。特許や著作権などと同じように、開発者

の許可なく品種を増殖させたり、販売することを禁

じています。そこで、種子法が廃止になった直後に

農業競争力強化支援法ができましたが、この法律は

どのような内容の法律なのか伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 農業競争力強化支援法に

ついてでございますが、この法律は平成29年に制定

されたものでありまして、農業が将来にわたり持続

的に発展していくためには、農業の構造改革と併せ

て良質かつ低廉な農業資材の供給、及び農作物流通

等の合理化が必要であり、農業資材事業や農作物流

通、加工事業の事業再編等を促進するための措置を

講ずることによりまして、農業者による農業の競争

力の強化の取組を支援し、農業や農業生産関連事業

の健全な発展に寄与することを目的として制定され

たものと認識をしております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 そういうふうにしか多分答弁でき

ないだろうというふうには思います。 

 次に移りますが、つまり国や都道府県が持つ種の

私権というのは外国企業を含む民間企業に渡さない
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という法律で、種を共有財産として守る規定はない

のであります。さらに私たちが納めた税金で作った

優良な種が、もうけ優先の企業に渡り、品種登録さ

れてしまうと、農家は自家増殖ができずに、毎年種

や苗を高価で購入しなければならない。ゲノム編集

作物を開発する企業が種を独占すればどうなるか。

農家は表示義務がないゲノム編集された種を知らず

に買わされ、その作物が私たちの食卓に乗るおそれ

がある。政府の研究会は最終的に全ての農家増殖を

禁止すると言っております。 

 異常気象で農作物が被害を受けていますけれど

も、水害や暑さに強いなど、種の多様性が私たちの

食料を守っております。アレルギーの人が食べられ

る米があるのも多様性があるからです。多様な種を

育てる農家を守らなければならないと私は強く思う

ものであります。 

 次に移ります。 

 農業をどう守るかは全国民の課題であるというふ

うに思います。生命に特許を認めることに反対する

動きは世界中にあります。1922年、国連環境計画

（ＵＮＥＰ）の委員会で、各国が自国の天然資源の

主権的権利を持つことを確認した条約を採択し、翌

年発効しました。 

 2001年には、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が、食

料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約

を採択。多様な種を守ってきた農家の権利とその権

利を守る政府の義務を定め、さらに、種子に関する

政策に農家は参加する権利があり、政府はそれを保

障しなければならないとしております。 

 日本政府も2013年に批准していますが、種子法廃

止のとき、当事者である農家からは意見を一切聞き

ませんでした。日本では農民の権利が守られず、多

国籍企業の力が強まっています。 

 食は命の源泉です。食の安全供給と多様性を懸命

に守るのかは、全国民の課題と据える必要があると

思いますが、見解を伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 食の安全供給に対する今

後の展開についてでございますが、網走市を含め北

海道は広大な耕地面積を生かして、稲や麦、豆類な

どの作物により輪作体系を構築しながら、大規模で

生産性の高い農業を展開し、我が国最大の食料供給

地域として、その役割を果たしているというふうに

思っております。 

 種子法の廃止後、道としては主要農作物等の種子

育成の重要性を考え、農作物の将来にわたっての安

定的な供給、消費者ニーズに対応した優れた品種の

育成、優良な種子の安定的な生産が不可欠であり、

基幹産業である農業を持続的に発展させることがで

きるよう、平成31年４月に北海道主要農作物等の種

子の生産に関する協定を制定したところでありま

す。 

 この条例の制定によりまして、道内においては北

海道品種育成者、種子生産者及び関係機関が相互に

連携をして、主要農作物等の生産、そして農作物の

安定供給、品質の確保が図られているというふうに

認識をしております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 そういう意味で、北海道の果たす

役割も非常に重要だと思います。さらに、今回は自

民党がこの種苗法の改正を取りあえずは断念しまし

たけれども、その動きは全く諦めていないわけです

から、その意味でも北海道の頑張りが必要だと。た

だ、鈴木知事は相当安倍政権に近い人ですから、一

抹の不安を私自身は持っているところです。 

 次に移ります。 

 食料自給率についてです。 

 改定食料・農業・農村基本法に基づく政府の食

料・農業・農村基本計画は、情勢の変化などを踏ま

え、５年に一度改定されることとなっております。 

今年はその改定の年に当たり、政府は３月31日、

新たな基本計画を閣議決定しました。 

 計画の焦点は、37％と過去最低を記録した食料自

給率をどのように設定するか。今回、10年後の2030

年に45％が目標に設定されました。５年前の基本計

画でも、食料自給率の目標は45％でした。しかし、

実効性がある農業政策がなされなかったため、自給

率は下がり続け、ついに2018年には37％にまでなっ

てしまった。 

 今回の目標値は、自給率低下の原因究明や政策の

検証が全くないままに設定されました。そのため、

食料自給率低下の原因として指摘されているメガ食

料輸入自由化を是正するどころか、新たな国際環境

の下でメガ食料輸入自由化を前提とした基本計画と

なっています。さらに政府は、農地面積は現在の

439.7万ヘクタールから10年後には414万ヘクタール

に減少、農業就業者は現在の208万人から10年後に

は140万人と、３割減少する見通しを立てておりま

す。日本農業を支える農地と農業就農者の縮小を食

い止める施策を打ち出しておりません。 



 

- 59 -  

 このように政府は、農地面積も農業就業者も減少

目標を設定しているのに、どうやってこの食料自給

率を上げるのか、目標を立てるのかと、ここが私は

理解ができないところです。 

 安倍政権はなぜ45％という目標を立てられたの

か。一つには、主要品目の生産努力目標では、食糧

用米、小麦、大豆など、一様に大幅な増産を計画し

ているようであります。 

 メガ輸入自由化の下で、このような増産目標の設

定は全く現実的ではないと言われています。まさに

絵に描いた餅として言いようがないというふうに思

いますが、政府の自給率45％目標設定についての原

課としての見解を伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 政府の食料自給率の目標

設定についての見解というところでございますが、

国は食料自給率の設定に当たりまして、新たな食

料・農業・農村基本計画策定時におきまして、食料

自給率向上に向け、重点的に取り組むべき事項とい

たしまして、消費者と食と農のつながりの深化、食

品産業との連携を図るため、食育や国産農産物の消

費拡大、地産地消、食品ロスの削減、国内外の需要

の変化に対応した計画的な生産と供給、需要に応じ

た生産のための生産基盤の強化が必要であるという

ふうにしております。 

 こうした事項に重点的に取り組むことによりまし

て、食料消費の見通しを考慮して、食料自給率の目

標を2030年にカロリーベースで45％、生産額ベース

で75％に設定をしたというふうに認識をしておりま

す。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それはそれとして、まず安倍政権

の食料自給率の45％の目標というのは、やはり具体

性に乏しいというふうに思います。この北海道にお

いては、これから幾ら増産の目標を立てたとして

も、自給率45％を引上げるための大幅な生産増とい

うのはなかなか見通せないというふうに、私は素人

ですけれども、そんなふうな印象を持っています。

やはり自給率が下がってきたというのは、本州で相

当休耕地があります。視察など行ってもわかります

けれども、とりわけ、中山間地の休耕というのは大

変な面積になっているというふうに思います。この

部分を放置した状態のままで、幾ら口で45％という

ふうに言っても、安倍さんのまた口だけかというふ

うに私はついつい思ってしまうと。 

 次に移ります。 

 新型コロナウイルスが世界中を襲い、世界中に感

染者が出て死亡者も多数おります。日本国内におい

ても、いまだに収束したとは言い切れない。これか

ら第２波、３波が来るだろう、いつ来るかはわから

ない状況にある。 

 新型コロナによって人類の身勝手な暮らし方、資

本主義社会の下で、とりわけ新自由主義という市場

原理主義の考え方で、弱いものは負けて強いものが

勝つ、もうかればいい、勝ち組という考え方で地球

全体のことを考えずに進んできた。 

 その結果、自然破壊が急速に進み、異常気象と言

われる災害が地球規模で毎年発生しています。感染

症もサーズ、マーズ、新型インフルエンザといった

病気の発生と、このたびの新型コロナウイルスが世

界を襲っています。 

 今、日本で何が起きているか。建設関係では、コ

ロナの影響で建設資材が手元に届かないため、家が

建たないなどをはじめ、あらゆる分野で経済が回ら

ない状況が網走でも起きているというふうにも考え

ています。 

 新型コロナで、これまでと同じ暮らし方は通じな

くなっているし、世界の各国がこれまでのような暮

らし方では国が成り立たないことに気づいているの

ではないかと思います。 

 自分の国で生産できるものは自分の国でという考

えで、農業は55年前は自給率が70％近い状況であっ

たことからも、日本には自給率向上の可能性は十分

あるというふうに私は考えます。国が本気になって

取組をしないで、種苗法のさらなる改定をすれば日

本の農業に未来はないというふうに言わなければな

りません。 

 網走市は農業、漁港と観光が主要産業として位置

づけられていることから、現在の状況を正面から受

け止めて、努力する必要があると考えますが、見解

を伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 今回の新型コロナウイル

ス禍によりまして、様々な課題が見えてきたという

ふうに思っております。 

 国内での供給に影響はなかったものの、一部の国

での農作物の輸出制限の報道もありまして、食料の

安全保障上からも食料自給率への関心が高まり、そ

の大切さが再認識されたのではないかというふうに

も考えております。 
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 政府では今回の新型コロナウイルスを契機に、現

時点で穀物などの自給には影響はないが、どのよう

な状況下においても国民に食料を安定供給すること

が国の責務であり、コロナの発生を契機に輸入農畜

産物から国産への切替えや不足時にも対応できる生

産、供給余力の向上などにもしっかりと取り組んで

いくというふうに考え方を示しております。 

 当市といたしましては、これまでも国の補助事業

を活用するなどしまして、競争力強化とコスト削減

に取り組み、麦類をはじめとした農業生産振興な

ど、一次産業の振興に力を入れてきたところであり

ます。 

 今後も引き続き、食料自給率の向上はもとより、

市の基幹産業であります一次産業の振興をさらに進

めていきたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 いずれにしても、私は今回のコロ

ナの関係で世界の人々が危機感を持っているという

ことで、今現在37％しか自給率がないという中で、

このコロナウイルス第２波、第３波が世界中で起き

たらどうなるかというと、このままで行くと、食料

は日本に入ってこない。つまり、自分の国の国民を

食べさせるためには輸出どころではない、こういう

国があちこちで生まれる可能性は十分あると、そん

なことが起きたときに、今の日本の国内のこの37％

の生産で国民が食っていけるかなどというと、全く

食えない。道民は何とかなります。しかし、本州な

どでは食べ物がなくなって、生きていくことができ

なくなるということが、もう実は今目の前の課題と

なっているということに、しっかりと私たちは気づ

くべきだというふうに思います。その意味で、ぜひ

網走市としても国に対して、やはり食料自給率45％

を目指すのであれば、それにふさわしい国としての

取組をしっかり求めていくという必要があるという

ふうに、その辺は原課としても取り組んでいってほ

しいというふうに思います。 

 次に移りますが……。 

○井戸達也議長 松浦議員の質問の途中ですが、こ

こで暫時休憩いたします。 

午前10時54分休憩 

午前11時04分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

 一般質問を続行します。 

 松浦議員の質問から。 

 松浦議員。 

○松浦敏司議員 次に３項目め、中小・小規模業者

への対策についてであります。 

 新型コロナウイルスの感染による国・道による国

民への自粛要請に伴い、飲食店をはじめ、多くの業

界で自粛要請に応えてきました。その結果、飲食店

をはじめ、多くの事業主は家賃、水光熱費など固定

費が払えないなどの悲鳴の声が上がっております。

市として独自の支援策が取られてきたところです。 

 ４月20日には第１回臨時会、消費を喚起するプレ

ミアムつき商品券や新型コロナウイルス感染症対

策、学校給食費返還事業などが行われ、５月１日の

第２回の臨時会、北海道の休業要請に協力する事業

者を支援するため、社交飲食業支援などが行われま

した。 

 ５月22日には第３回臨時会で飲食店への追加支

援、学校休業による影響を受けた子育て世帯への生

活支援など、６月８日には第４回臨時会、東農大臨

時バスなど、緊急宿泊施設利用促進事業、スクール

バス密集対策事業などが、対策が講じられ成立した

ところであります。 

 この間４回の臨時会が開かれ、各分野での対策が

行われてきました。市職員の努力もあって、定額給

付率は97％まで終了したと、その時点では聞いてお

ります。他の事業も順調に進んでいるというふうに

承知しているところです。そこで、中小・小規模業

者への新型コロナの影響と対策について伺ってまい

ります。 

 緊急事態が解除になった現在も、まだまだ経済全

体の回復には程遠い状況にあると感じています。例

えば建設関係では、新型コロナの関係で資材が入ら

ないため建築作業が中断しているとか、家電店でも

新型コロナの影響によってプリンターなど幾つかの

商品が入ってこない。いつ入ってくるかわからない

というような状況も聞いております。その他の業界

でも様々な影響が出ていると思われます。 

 市として、各業界から新型コロナの影響につい

て、どのようになっているのか、現状を把握する必

要があるかと思いますが、見解を伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴う中小・小規模事業者における影響の現

状把握についてでありますけれども、基本的には商

工会議所が実施しております新型コロナウイルス調

査を参考にしているところでございます。 

 この調査は本年２月末に１回目が実施され、４月



 

- 61 -  

初旬には２回目、そして現在集計中ですけれども、

５月の調査を行ってきているところでございます。 

 調査対象は商工会議所会員約880社を対象に実施

され、回答数は170社程度となっております。これ

は市内の事業者数、平成28年度経済センサスにより

ますと1,861社、これに対しまして約１割となって

おりまして、調査としては十分なサンプル数になっ

ているのかなというふうに考えております。 

 また、商工会議所、金融機関、ハローワーク網走

との情報共有に努めているほか、市では新型コロナ

ウイルスに関する市の支援制度に加え、国や道の支

援制度も含め、様々な問合せに対応しながら、さら

には金融機関の融資に関わるセーフティーネット保

障などの認定業務において、現状把握に努めている

ところでございます。 

 現在、営業継続支援金の臨時窓口をエコーセンタ

ーで開設していることもあり、こうした取組を通じ

て様々な業種の皆様の現状把握にさらに努めてまい

りたいと考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 ただ、いわゆる商工会議所をはじ

め、幾つかの団体やハローワークなどを通じて現状

把握をしているということだというふうに思うので

すが、実際に例えば事業者を訪問して、そして状況

を聞くというような調査というのは行っていないの

でしょうか。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 今ちょっと答弁させていた

だきましたけれども、各種支援制度によりまして、

かなり問合せがありますので、そういうところで個

別の状況は把握しておりますし、また、金融機関の

融資のセーフティーネットの関係ですけれども、こ

れにつきましては、120社程度の申請が出ておりま

して、それを基に各社の経営状況などが把握できる

ような状況もありますので、それで調査をさせてい

ただいている状況となっております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 それはそれとしてわかりました。 

 では、次に移ります。 

 持続化給付金というのが今盛んにやられて、なか

なか順調に進んでいないというような報道もなされ

ておりますが、この持続化給付金の対象となる業種

というのは基本的にはほとんどの業種になると思う

のですが、どの範囲をいうのか伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 国の持続化給付金について

でありますけれども、新型コロナウイルス感染症の

影響により、一月の売上げが前年同月比50％以上減

少している事業者が対象となっております。法人で

は中小企業を基本に、医療法人、農業法人、ＮＰＯ

法人などが対象となっております。また、個人では

フリーランスを含め、幅広い対象となっておりま

す。また、業種では政治団体、宗教団体のほか、中

小企業庁長官が適当でないと判断するものなどを除

き、様々な分野が対象となっているところでござい

ます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 つまり、相当範囲が広いのです。 

だから、例えば農業者も漁業者も当然その対象と

なるのですが、実は私も勉強不足で農業者、漁業者

がその対象になるというふうにわかったのは５月の

下旬頃でした。それで、農家の人に電話してみまし

た。そうしたらやっぱり知らなかったです。まさか

農業にも対象となるというのは知らなかったという

ふうなこともありまして、これはちょっと大変だな

というふうに思いました。一般的にやはり多くの人

はそういうふうに思っているのだなというふうに、

その後も幾つか聞いてみましたけれども、意外と知

られていなかった。その後はわかりませんよ、５月

の下旬の段階で私が認識したのは、聞いたところ知

らなかったというところが多い。となると、そうい

った人たちに対して周知はどういうふうにするの

か。例えば、定額給付金であれば市が全部郵送しま

したけれども、この持続化給付金の場合、そんなこ

とはないわけで、本人が自覚して初めてネットを通

じて、あるいは商工会議所に行ったり、そういった

形で申請するのだけれども、こういう自覚のない人

たちにどうやって知らせるか。これは市としてはど

んなふうな対応をするのか伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 持続化給付金事業につきま

しては、国が直接行っている事業でございまして、

新聞広告ですとか、それからテレビのコマーシャル

とか、あらゆる手段を使ってＰＲしているところで

ございます。 

 また、国のほうでは、網走でいえば商工会議所に

サポート会場を活用させていただいておりまして、

幅広くＰＲはしているというふうに認識しておりま

す。 

○井戸達也議長 松浦議員。 
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○松浦敏司議員 そうすると、農業者や、あるいは

漁業者についても多分わかっているだろうというふ

うに原課としては考えているのだろうというふうに

思うのですが、これは確かに国がやっている制度で

す。でも、対象となるのは網走市民です。いや、網

走でいえば。 

多くの業者が、業種の人たちがその対象となって

いるとなったときに、比較的中小の商売やっている

人たちは自覚があって、どうする、こうするという

ふうになって、商工会議所に行ったり、あるいはイ

ンターネットをできる人は自分でやったりはしてい

るのですが、自覚のない人たちは、これは誰かが知

らせない限りわからない。今の状況だと、それは市

としてはよくわからないということなのだろうとい

うふうに思うのですが、そんなふうに捉えていいの

でしょうか。 

○井戸達也議長 暫時休憩いたします。 

午前11時16分休憩 

午前11時17分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 持続化給付金の周知につい

てですけれども、当然経産省からは情報が流れてい

るのですけれども、農業サイドのほうにも農業関係

の団体の上部組織のほうから情報が流れてきている

ということですので、国の上のほうで多分情報は流

しているのだというふうに認識しております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 結局そういう認識だということで

ありまして、やはり私が思うには、やっぱりこの持

続化給付というのは、網走市民の多くの人たちが関

係するわけですから、やはりどこかで行政がそこを

きちんと把握するということが大事だろうと。 

ただ、これはネットでやりますから、全部が全部

把握できるなどと思いません。ただ、どういう業種

が対象となって、どういう形で進められているのか

ということについて、把握をしないといけないだろ

うというふうに思います。 

 これ、農業者や漁業者の場合、大体収入は冬場に

多くは、農家の場合は秋から冬にかけて収入が入っ

てくると。１年間の収入を12で割って、そして冬場

は収入がありませんから、これは対象となるという

ふうになるのです。そういうような意味で、収入の

多い人は確定申告のときに税として返すというふう

になるわけであります。 

 それで、次に移りたいと思いますが、時間がなく

なりましたので、ホテル・宿泊施設への今後の対応

について伺います。 

 市のホテル・宿泊施設への支援については、関係

者からも感謝の声を聞いております。 

 しかし、これらの施設は休業していても営業して

いても光熱費が多額にかかる、固定費が非常に高い

というのが特徴であります。市として、ホテル・宿

泊業者の新型コロナの影響について、実態把握が必

要ではないかというふうに思いますが、見解を伺い

ます。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 宿泊業界の新型コロナウイ

ルスの影響についての実態把握についてですけれど

も、市では毎月市内の主要なホテルや観光施設の入

り込み状況等を確認し、実態把握に努めているとこ

ろでございます。また、今次新型コロナウイルスの

影響に対する宿泊施設等への支援金事業や緊急宿泊

施設利用促進事業を検討する際におきましても、各

ホテルの宿泊状況、運営状況などについて、把握に

努めるとともに、観光協会と意見交換を行い、実態

に即した支援を行ってきているところでございま

す。 

 今後、市の施策と併せ７月から北海道によるどう

みん割、さらには８月より国によるＧｏＴｏキャン

ペーンが実施されることにより、観光需要が喚起さ

れ、宿泊施設及び観光による地域経済の活性化がさ

らに図られることを期待しているところですけれど

も、今後も引き続き、観光協会や各宿泊施設など、

関係機関と連携を密にして宿泊施設等の実態把握を

行い、必要な対策を講じてまいりたいと考えており

ます。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 そこで伺いますけれども、今私も

この間、ホテルなども訪問してお話を聞きましたけ

れども、ホテルや宿泊施設ではどんな不安を持って

いるというふうな声を聞いていますか。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 ホテルにおきましては、観

光客が外出自粛などによりほとんど来ていないとい

う状況から、いつ観光客が戻ってくるのか、それか

ら固定費の支払いをどうしたらいいのかなどの問題

を抱えているというふうに伺っております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 
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○松浦敏司議員 そういうことです。私もやはり一

番苦慮しているのは、とにかくお客さんが泊まらな

いということです。しかし、経費はかかるだけとい

うことで、相当な毎月の赤字、100万円や200万円の

赤字ではないのですよ。だから、それほどの赤字を

抱えている。大きければ大きいほど経費がかかりま

すから。大変な赤字を毎月抱えていて、あとこのま

ま続いたら、あと何か月かにはわからないというよ

うな切実な訴えもありました。 

 その当時私が訪問したときには、ホクレン・ディ

スタンス、これがどうなるかという、網走で開催さ

れるのか、それとも中止になるのかという状況の直

前でしたから。そのときに言っていたのは、もしホ

クレン・ディスタンスが中止になったら、致命的な

打撃を受けるというふうに言っていました。多分そ

れが、その後開催というふうになったから、相当ほ

っとしているとは思います。そして、市で行った今

回の宿泊とか利用の関係で順調に進んでいるという

ことで、多分ほっとはしているとは思うのですが、

ただ今後どうなるか。引き続き、スポーツ合宿など

が来るかとなると、その見通しもない。今後の問題

では、昨日も議論が出ていましたけれども、高校総

体のボートとかありますけれども、それは今年では

ありませんから。そうなると、宿泊施設が減少する

ということは、網走の観光にとっても致命的打撃を

受けると。そういった点でも、こういうホテルなど

宿泊業者に対してやはりできるだけ詳しい話を聞い

て、そして具体的な対応、市で対応できるものや国

でなければ対応できない問題も多分あると思うので

す。その実態をできるだけつかむ必要があるのだ

と。そういう意味では、大変原課が忙しいとは思う

のですけれども、そういう中でもできるだけ業者の

直接生の声を聞く必要があると思うのですが、その

辺での見解を伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 今議員のおっしゃったこと

は当然もっとものお話だというふうに思っておりま

す。 

 それで、市としましても今回施策、固定資産税の

４分の１相当の支援をするという事業も行っている

のですけれども、この申請書につきましては、全て

ではないですけれども、大半のホテルにも回りまし

て、申請書類をお渡しして、事情を聞きながら提出

してもらうような取組をしてきておりますので、今

後も皆様のお声を聞きながら、政策を考えていきた

いというふうに考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 私も聞いたのは、やはり労働者の

皆さんをやはり雇えなくてといいますか、今までお

部屋の掃除とかいろいろやっていた人に来てもらえ

ない。いわゆる雇用調整金を使うということで、い

わゆる自宅待機といいますか、そういう形を取って

いるというふうなことでありました。ただ、この雇

用調整、雇調金というのは、力のあるところはいい

のです。つまり賃金を払った証明がないと申請その

ものができないということです。これは大きなホテ

ルの経営者も言ってましたけれども、うちは何とか

できたと。しかし力の弱いところはそれができな

い。つまり、給料を払う金がない。そうなると、申

請そのものができないのです。結局、そうなると労

働者の首を切る、あるいは最悪廃業、こういうふう

に追い込まれるのだと。だからそこを何とか救済で

きないものだろうかというようなふうに、経営者の

方が私に言っておりました。そういう実態があるの

だと。ここをどうするかという問題もぜひ市として

もつかんでほしいというふうに思うのですが、いか

がですか。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 雇用調整助成金の関係です

けれども、ハローワーク網走に聞いたところ、出て

きている件数は網走管内ですけれども、多い数字で

はない100件程度の相談、それからさらにそれを受

理して、さらに北海道労働局に上げるわけですけれ

ども、それも50件程度というふうに聞いております

ので、決して多い数字ではないと思います。今議員

のおっしゃったことを私どもも感じておりますの

で、機会がありましたら、国のほうに要請してまい

りたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 松浦議員。 

○松浦敏司議員 ぜひ、倒産するようなホテルや宿

泊施設が出ないように、引き続き努力してほしい、

そのことを述べて終わります。 

○井戸達也議長 平賀貴幸議員。 

○平賀貴幸議員 －登壇－ 民主市民ネットの平賀

貴幸でございます。 

 最初に、新型コロナウイルスによる感染症でお亡

くなりになられた方々に哀悼の誠をささげるととも

に、罹患中の方々の早期の御回復をお祈りいたしま

す。 

 また、医療関係をはじめ、介護関係、保育関係、



 

- 64 -  

配送業、小売流通業、公共交通など、社会インフラ

を支えるために尽力されている全ての皆様に感謝と

お礼を申し上げます。ありがとうございます。 

 そして、札幌の老健施設では11人の方々が老健施

設の中でお亡くなりになりました。老健施設は元気

になって地域に戻っていくことを前提とした施設で

す。しかし、その施設の中で11人、みとらざるを得

なかったという状況が発生したこと、介護に当たる

スタッフの心を思うと言葉もありません。どうして

こんなことが発生するようになったのか。介護の現

場、そして医療の現場の人手や体制が不十分であっ

たということが露呈したのだと思います。しっかり

とこういったことにも目を向けなければいけない。 

網走で起きてもおかしくない事態であります。 

 こうしたことを含めて、一日も早く抗ウイルス薬

やワクチンが開発され、必要とする全ての人々に提

供される日が来ることを、心から願うところであり

ます。 

 さて、最初に新型コロナウイルスの対応と医療機

関関係及び福祉団体の状況について伺いたいと思い

ます。 

 網走市の新型コロナウイルス対策は後手後手だと

いう市民からの批判の声があります。こうした声は

真摯に受け止め、対応の改善を進めなくてはならな

いと思います。しかし、しかしです。実際のとこ

ろ、各種支援施策の実施のスピードや網走市が行っ

ている各種事業の展開については、私は必ずしもこ

の批判が適切なものばかりだとは思いません。むし

ろ必要な対策は適時行われており、評価されるべき

点が多いと感じているところであります。 

 職員の皆さんの努力には心から感謝とお礼を申し

上げたい。本当にありがとうございます。引き続

き、市民の暮らしを守るため、適時の対応をお願い

申し上げます。 

 一方で、市民に対する情報や意思の伝達について

は課題があるとともに、見直すべき点があったこと

や、基本的な方針や考え方にも見直すべき必要があ

ったことは否定できないものであるとも考えるとこ

ろです。 

 今後も、第３波など再度の流行や、網走市を含め

た近隣での感染が起こる可能性は否定できないこと

から、今議会では、共に考え共によりよい方向に歩

みを進めていくという視点で論議できればと思って

おります。 

 まず、網走市の新型コロナウイルス対策への基本

的な考え方と広報の在り方についてです。 

 網走市の新型コロナウイルス対策は、対策本部を

中心に取り組まれる形になっていると理解をしてお

りますが、基本的な対策方針がよくわかりません。 

どのような方針で取り組まれており、それはホー

ムページなどではどこを閲覧すればわかるようにな

っているか、私には見つけることができませんでし

た。改めてどのようになっているのか、見解を伺い

たいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 基本的な対策に関する方

針についてでありますが、現在新型コロナウイルス

感染症に関連する対策につきましては、週２回開催

している対策本部を中心に協議を進めているところ

でございます。 

 基本的な対策に関する方針は、網走市新型インフ

ルエンザ等対策行動計画、国の新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針及び北海道の新型コロ

ナウイルス感染症対策に関する基本方針に基づき取

り組んでいるところでございます。 

 取組の方針といたしましては、感染拡大の防止、

市民の生命や健康の確保、市民の生活や経済への影

響緩和、医療提供体制の維持などがあり、また市民

の皆様にはマスクの着用、せきエチケット、小まめ

な手洗い、手指消毒、身体的距離の確保、３密の回

避、外出の自粛など、個人レベルでの感染防止対策

の実践をお願いしているところでございます。 

 ホームページ上、行動計画につきましては、市政

情報の施策・計画報告の中の健康福祉、国・北海道

の方針につきましては、コロナ関連情報の厚生労働

省と北海道のリンクから確認することができます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 ぜひとも、ホームページのトップ

ページからすぐにそういったものが見れるようにな

っていただければ、また違うのかなというふうにも

思います。 

 次に、折り込みチラシが全部で９回だったと思い

ますが、配布されております。効果的な施策の一つ

になったというふうに理解をしているところであり

ますが、これについてはどのような方針で取り組ま

れたのか、今後を含めた広報の見通しについて見解

を伺います。 

 あわせて、網走市が発行する６月の広報には市長

の挨拶や感染症に関する注意喚起、支援施策への言

及の記載がなく、記事の中にも感染防止策の扱い、
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各種支援策の言及、１か所もなかったというふうに

思います。どうしてこのようなことになるのか、見

解をお示しいただきたいと思います。 

 さらに、動画を活用することで市長のメッセージ

を市民に向けて発信することや、市役所から支援策

などを市民にお知らせすること、感染防止策を呼び

かけるものなどの実施については、他市の事例を見

るとかなり有効であったことがわかりますが、網走

市では行われておりませんでした。しかしながら、

先日、牛乳に関する動画が２回だったと思います

が、網走市のＳＮＳに投稿されました。私の知る限

りでは、この関係では初めて投稿されたものだと思

います。この動画の取組は大変高く評価をしていま

す。こうした動画を活用した取組をどんどん進めて

ほしいと思います。 

 しかしながら一方で、広報全体の方針から見る

と、どうしてこれが動画による広報の皮切りになっ

たのだろうかと疑問を持つのは当然のことでありま

して、市民からの御指摘の御意見があるのはやむを

得ないことだとも思います。 

 この点についても併せて見解をお示しいただきた

いと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 初めに、広報についての

方針と今後の見通しについてでありますが、取組内

容につきましては、新型コロナウイルス感染症対策

本部で議論をしているところでございます。 

 全国的に新型コロナウイルス感染症の感染拡大が

進み、収束に向けた対応の長期化が見込まれるた

め、様々な媒体を活用し、感染防止をはじめとする

関連情報を市民に発信しているところでございま

す。 

 発信の方法でございますが、市ホームページへの

掲載、お知らせメール＠あばしりによる配信、網走

市公式フェイスブック及びツイッターによる投稿、

広報メモによる報道機関への情報提供、市広報誌や

新聞等へのチラシの折り込み、ＦＭあばしりの市政

情報枠、これは平日ですけれども一日３回ございま

す。この市政情報枠の活用と職員出演による情報発

信、また郊外地区、会館等へのチラシの備付けを行

っているところでございます。引き続き、国、北海

道の動向を注視し、地域における感染状況等を踏ま

え、周知に努めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

 次に、６月号市広報についてでありますが、市長

のメッセージについては週１回発行するチラシへの

掲載に加え、市長自らＦＭあばしりに出演し、市民

に情報を発信しているところでございます。 

 市広報誌につきましては、１か月に１回の発行

で、原稿の締切日があるため、議員の皆様にもこれ

まで御議論いただいておりますが、経済対策の追加

や日々状況が変わる新型コロナウイルス感染症に関

する情報をリアルタイムで周知することが難しいと

判断をさせていただきまして、１週間に１回のチラ

シ発行と月曜日から金曜日及び必要に応じた土日の

ＦＭあばしり出演をベースに展開することといたし

まして、併せてこれらの情報を市ホームページ等の

各種媒体の活用により発信しているところでござい

ます。 

 次に、動画での市長メッセージの発信についてで

ありますが、動画を活用した広報につきましては、

一つの有効な方法であると考えられますが、当市に

おきましては、先ほども答弁した各種媒体を活用し

た発信に加え、市長自らがＦＭあばしりに出演し、

市民にメッセージや情報を発信しております。今後

も効果的な方法を研究し、情報発信に努めてまいり

たいと考えております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 詳細に答弁いただいたところであ

りますけれども、広報についてですが、所管は広報

は違うのだと思いますけれども、せめてＱＲコード

で支援のページ、あるいは感染予防はこういうこと

を取り組んでくださいというようなページに飛ぶよ

うなものが配置できたのだと思います。そういった

ことを含めて、今後の広報について、もう過ぎてし

まったことは仕方がないと思いますが、配慮しなが

らつくっていくということが２か月に一度という、

２か月前の原稿という締切りを考えると、最低限必

要だと思いますけれども、その辺改善についていか

がでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 今後広報への掲載等も含

めて、効果的な方法を研究して周知に努めてまいり

たいと考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 折り込みチラシが届かない、つま

り新聞が無読だったり、フリーペーパーが届かな

い、そういった家も網走にはたしか300軒とか400軒

とか、そのぐらいあるのだというふうに把握をして

いるところですから、そういうところでは実際唯一
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の手段になる可能性があるのが、この広報です。ぜ

ひ広報の掲載方法については、工夫をしていただき

たいと思いますし、動画についてももっと積極的に

いろいろな形の施策のお知らせに活用していただき

たいと思います。 

 次の質問に移りますが、今回の対策というのは今

の広報に関するもののほかにも、感染防止対策及び

事業者、市民などへの直接、間接的な支援などに大

別されるというふうに思いますが、まず感染防止対

策について伺います。 

 緊急事態宣言が解除された後、６月１日から市内

の公共施設については基本的にオープンをしまし

た。この際、道立施設と市の施設でマニュアル対

応、あるいは受付対応などで統一感がありませんで

した。また、現場でも様々な混乱の声があり、それ

に応えるために市でもマニュアルをつくったなどの

状況があったことは御承知のとおりです。しかしな

がら、どうしてこういったことが起きたのかを検証

する必要があると思います。実際にこうした事態が

起こった原因について、詳細を詰めるということは

今後のためにも必要と考えますので、見解を明らか

にされたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 ６月１日からの公共施設

の開館時の対応についてでありますが、市といたし

ましては身体的距離の確保、マスク着用、手指消

毒、手洗い、館内の換気や消毒を基本的な取組とし

て開館してきたところでありますが、議員御指摘の

とおり、地域から統一した対応を求める声があり、

公共施設における感染防止ガイドラインをお示しし

たところでございます。 

 感染防止対策につきましては、施設ごとの種別や

特性、さらには来館者の状況等により必要な対策が

異なってまいりますけれども、引き続き、本ガイド

ライン及び業種別ガイドラインに基づき、指定管理

者や職員等と協議を進め、施設ごとの対策を実施し

てまいりたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 ここでもう少し、どうしてという

ことを詰めてもいいのですけれども、そこはぜひ内

部でやっていただいて、起こった理由、原因などを

整理した上で今後に生かしていただきたいと思いま

すけれども、そこはやられるというふうに考えてよ

ろしいですか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 この新型コロナウイルス

感染症につきましては、収束が見えない中、長期化

も予想されます。これからしっかり施設側と協議を

重ねて対策を講じてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 見えないものなのですけれども、

予測しながら動いていくということは、これとても

大切なことで、これは教育委員会のときにもバスの

運行についても御意見申し上げましたけれども、事

前の策をきちんと練っておくことが大切ですので、

ぜひそこは進めていただきたいと思います。過ぎた

ことですから、今後に生かしていただければそれで

いいのだと思います。 

 次に、事業の運用についてです。 

 社交飲食お食事券として実施しました飲食店及び

市民生活に対する支援の政策の効果、これは大変高

いもので大きな成功だったと高く評価するところで

す。一方で、実施方法について課題が少なくなかっ

たというふうに思います。 

 議会でも、障がいのある方々の購入などに関し

て、来ることができない方への配慮、こういったも

のを求めた経過もありました。また、事業の開始が

結果的に延期されましたので、そこを含めて密を防

ぐという意味もあるので、郵送での抽選での販売も

一部でも導入してはという話もさせていただいたよ

うな経緯もございますが、実際のところ平日２日間

での販売で即完売になったというのは御承知のとお

りです。ただ、この点については平日だったという

ことで、土日、仕事がある方は買えなかったという

ことで、なぜという不満の声も少なからずという

か、正直多数あるというのが現状だと思います。 

 また、規定を超える購入額の方がどうやらいたよ

うですし、多数の人に依頼するなどすれば、特定の

飲食店が大幅な利益を得る方法が実施可能な方法だ

ったということは、残念ながらまずかったなという

ふうに思う点だと思います。 

 これらは実際に類似の可能性があるシーンを目撃

した市民からの証言も、私のところに複数直接伺っ

ておりまして、実際にあった可能性も否定できない

のかなと残念ながら思います。 

 こうした点を含め、今回の事業については省みな

くてはならない点が少なくなかったと考えますけれ

ども、見解をお示しいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 
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○田口徹観光商工部長 社交飲食業お食事券の販売

方法等についてですけれども、本事業は新型コロナ

ウイルス感染症に対する外出自粛要請などで疲弊し

ました社交飲食店を応援し、消費喚起を図ることを

第一の目的として実施したものでございます。 

 お食事券の発行枚数につきましては、平成27年に

当市で実施しましたプレミアムつき商品券の実績を

参考に企画したものでございます。当時の商品券の

販売総額は３億1,250万円で、最終的に飲食業で使

用された商品券は全体の3.5％、金額では約1,100万

円でございました。これを参考にしながら、今回は

社交飲食店に対してより強い消費喚起策が必要と考

え、前回の約5.5倍の6,000万円分の食事券を用意し

たものでございます。 

 食事券の販売に当たっては、新型コロナウイルス

の感染拡大、国の緊急事態宣言、北海道の休業等要

請など、その状況が刻一刻と変わる中、少しでも早

い支援が必要な状況の下、常に販売時期を探るとい

った状況が続いておりました。 

 こうした中、議員のお話の販売方法につきまして

は、販売時期の特定が難しい状況の中、北海道知事

の緊急事態宣言の解除後に感染防止策に取り組みな

がら、早急に直接販売として対応させていただいた

ところでございます。 

 結果的には、当初の目標より１か月遅れる５月28

日の販売開始となり、約一日半での完売となったと

ころでございます。なお、今回の取組における諸課

題につきましては、今後の事業の参考にさせていた

だきたいというふうに考えております。 

 今回の食事券の販売は、新型コロナウイルス感染

拡大といった特殊な状況の中で、市民の皆様のモラ

ルにも期待したところでございますが、多くの市民

の皆様がルールに沿った購入をしていただいたこ

と、また、完売への御理解も頂いたことで、各販売

所では混乱もなく無事終了することができました。 

今後につきましては、ルールに沿った食事券の御

利用をお願いいただければというふうに考えている

ところでございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 私が指摘させていただいたような

課題もあったということは認識されているというふ

うな答弁だと、今のは受け止めさせてはいただきま

すけれども、そういった問題があったということは

やはり受け止めながら、事業の遂行についてはやっ

ぱりしっかり考えなければいけないことだというふ

うに、僕は思います。 

 このお食事券を例にして今事業の運用について伺

いましたけれども、ほかにも、このお食事券が使え

る店舗の問題というものは実はいろいろありまし

て、例えば、カラオケのある飲食店などでは、マイ

クを消毒をして歌を歌うのだと思いますけれども、

その後、そのまま次の人に回していくのですよね。

マイクのカバーをビニールでなくカバーをつけるだ

とか、もう一回消毒するとか、そういうのがない状

態の中でやっているところが案外多いですとか、し

っかりとした感染防止の対策ができてないところも

実は少なからずあるのです。こういったところに対

する情報提供だとか、マニュアル提供だとか、そう

いった確認もやらなければいけない。事業をやった

後の検証だとか、しっかりそこから感染が広がらな

いための対策、これやらなければいけないので、そ

こもぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 同じようなことは、「さぁ、網走へ行こうキャン

ペーン」の宿泊施設においてでも実は言えるものが

ありまして、参考になる共通のマニュアル、本当は

あるのですけれども、そこをきちんと見に行けない

ような方々もどうやらいらっしゃるようで、宿泊さ

れた方々からは、対応がちょっとどうなのかなとい

う声も実はあります。この辺もばらつきがあって、

せっかくいい事業をやっているのに、そこから感染

がとなると大変なことになりますから、しっかりや

られているかどうか、ぜひ確認をしてほしいという

ふうに思うのですけれども、その点いかがでしょう

か。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 宿泊施設における感染防止

策ですけれども、こちらにつきましては観光協会を

通しまして、新北海道スタイルの徹底、それからホ

テル業におけるマニュアル等の配布なども行いまし

て、徹底に努めてもらうようお願いしているところ

です。 

 今後、改めて観光協会にもお話ししまして、感染

が発生しないよう、取組を強化していきたいという

ふうに考えております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 観光業界もそうですけれども、飲

食店も実は先ほど申し上げたように、マイクを使う

ようなところだとか、そういうところはちょっとや

っぱり心配がある状況を、実際に私も何店舗か回ら

せていただいて確認させていただいたので、これは
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ちょっと心配だなというのを結構見ております。そ

の辺も含めた配慮が感染が拡大しないことになりま

す。これから人が入ってくると思いますので、ぜひ

そこも徹底していただきたいなというふうに思うと

ころです。 

 それはさておき、この社交飲食お食事券について

はとても好評だったのです。ですから、私は状況を

見ながらですけれども、再度予算措置を行って、必

要な配慮をした形で再発行の検討というのも事業と

してはいいのではないかなと思いますけれども、見

解を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 社交飲食応援お食事券の再

発行というお話ですけれども、現在のところお食事

券の再発行の予定はございませんが、市内飲食店も

含め、小売店でも使用できるプレミアムつき商品券

の販売につきまして、７月21日から開始できるよう

現在準備を進めているところでございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 そこは状況を見ながらですが、７

月21日の券の発売と、それがまたうまい形で使われ

ていくことを見ていきたいというふうに思います。 

 次に、通信インフラの整備と教育環境についての

質問に移りたいというふうに思います。 

 先日、文教民生委員会の議案審査に関する質疑の

中で、網走市内でインターネット環境がないなどの

理由から、自宅ではパソコンなどを使って情報収集

する、あるいは学ぶことが難しいお子さんは3.6％

もあるのだということがわかったところです。 

 国のＧＩＧＡスクール構想の前倒し、全ての小中

学生がパソコン端末を使用できる環境、いずれ整う

のですけれども、通信インフラの整備は追いついて

ないということが改めて明らかになったというとこ

ろです。 

 今回総務省も事業費の５割を国が負担する光ファ

イバー整備事業の予算化をして、地方創生臨時交付

金４割活用することが可能となっております。ま

た、残りの１割についても、国が後年の交付税措置

が元利償還金の５割を措置する補正予算債、これを

活用することで、実質的な自治体負担は0.5％で済

むという事業も示されたところです。 

 ほかにも国の補助は３割にとどまる民間主導型の

パターンもあるというふうに思っておりますが、通

信インフラの全市的な整備、長年の懸案でもありま

す。とはいえ、20億円ぐらいという想定でしたか

ら、その半分が出たとしても網走に交付金は４億円

も来ませんから、なかなかこのスキームだけでやる

のも難しいなというふうに見ながら、それでもこの

タイミングは何とか逃さずやっていただきたいなと

いうふうに思うところです。 

 そして、子供の教育環境を整えるための予算との

整合性も担保することも大事ですし、これは北海道

が住民税非課税世帯に通信費の補助として１万円の

支給を決めたことからも、やっぱり進めなくてはい

けないのだろうと思います。 

 また、高台にある民間避難所の通信インフラ、こ

こを整えることも大変大事だなというふうに思いま

して、こうしたことを含めて整備が不可欠というふ

うに考えます。昨日の質疑にでも網走市では前向き

な方向感を持っているということはわかったのです

けれども、あとは判断と実施の時期をどう考えるの

かということだと思います。見解を伺いたいと思い

ます。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 今般の新型コロナウイル

ス感染症への対応を進めるため、新たな日常に必要

な情報通信基盤の整備が急務とされております。 

 ＧＩＧＡスクール構想を進めるためにも、学校教

育や在宅学習のための情報通信基盤整備を加速をす

ることが求められているというふうに認識をしてい

ます。 

 通信インフラ整備に関しましては、昨日小田部議

員にもお答えしたとおり、国の第２次補正予算にお

いて、令和３年度末までに市町村が希望する全地域

で光回線の整備を進めることができるよう、光ファ

イバー整備補助事業による補助金のほか、地方創生

臨時交付金を活用することが可能になりましたの

で、当市でもこの補助事業を活用できないかを検討

しております。 

 整備を進めるに当たりましては、整備方式や整備

費用の負担などの検討が必要となりますけれども、

関係機関の協力を得ながら、市としても整備率

100％を実現するため、事業の実施を積極的に進め

てまいります。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 あえてもう一度伺いますが、これ

は年度内に結論は出る、あるいは年内に結論を出

す、どういう考え方で頑張っていただけるのでしょ

うか。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 
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○岩永雅浩企画総務部長 昨日もお答えしました

が、当市では整備を必要とするエリアがかなり広い

ということがあります。先ほど申し上げたとおり、

令和３年度末までに市町村が希望する全地域での整

備ということですから、判断については一刻も早く

することが求められておりまして、現在断続的に事

業者との協議を進めているところでございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 年内、あるいは年度内に結論が出

て提案されることを心待ちにしております。 

 次に、福祉事業及び保育所・病院等の経営におけ

る影響と支援策の必要性について伺います。 

 感染症による利用者、患者の減少、そういったも

のや感染症対策資材の購入、あるいは各種通知への

対応など、現場の負担は相当なものであったのだと

思います。そういったものが経営には大きな影響を

与えているというふうに考えるところですが、介護

事業所、障害福祉事業所、保育所、病院とそれぞれ

の状況と課題について、市の見解を伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 介護事業所等の状況と課

題についてでありますが、市内の介護事業所等にお

ける２月から４月のサービス提供実績に係る報酬を

対前年で比較したところであります。介護では通常

どおりの開設でほとんどの事業所で影響がないとの

ことでありましたが、通所系２事業所で利用控えが

見受けられ、最大で35％程度減収した事業所があり

ましたが、複数事業を含めた法人としての減収は

10％程度にとどまっているところでございます。 

 障がいでは、通所系16事業所で自主的な休業、利

用者の受入制限、利用控えがあったため、最大で

28％程度減収した事業所がありましたが、複数事業

を含めた法人としての減収は、ここも10％程度にと

どまっているところでございます。 

 現在、全ての事業所が通常どおりに開設しており

ますが、課題としては収束の長期化を懸念している

ところでございます。 

 今後におきましても、事業所との連携を密にし、

マスクや消毒用アルコールといった衛生用品の提供

など、必要に応じて支援を行っていくとともに、経

営状況の把握に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、保育所等の状況と課題についてであります

が、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休

園は幼稚園と認定こども園の幼稚園部分となりま

す。臨時休園に対しては国から通知があり、臨時休

園を実施した期間につきましても、保育に必要な費

用は通常どおり開園していたとみなし算定すること

とされておりますので、影響がないものと認識をし

ております。 

 また、各施設に対し、新型コロナウイルス感染症

に伴う影響を聴取したところ、衛生用品の購入に費

用を要したとのことでありましたが、市としても、

全ての施設を対象に感染防止対策としてマスクやア

ルコールを提供しているため、負担軽減が図られて

いると考えております。 

 次に、病院の状況と課題についてでありますが、

市内医療機関における３月から５月の状況につきま

して、医師会及び歯科医師会を通じて確認したとこ

ろでありますが、通院が前年対比で２割から３割減

少しているとのことでありましたが、６月に入り回

復傾向とのことであります。 

 現時点ではある程度の影響はあるものの、診療体

制の維持は可能とのことでありますが、やはり２

波、３波による長期化が懸念されるとのことであり

ました。現時点では感染防止に伴う資機材やマス

ク、アルコール、フェイスシールド等の衛生用品の

提供により、負担軽減を図っておりますが、今後の

支援策について、国の動向を注視しながら、医師

会、歯科医師会、医療機関と情報共有を行い、意見

交換をしてまいりたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 状況は理解いたしました。 

 やはり感染防止対策での経営負担、それから職員

の負担に対する支援策必要なのかなというふうに感

じております。 

 北見市及び紋別市でもそれぞれ金額は異なります

が、事業所に対する独自の支援を実施しているのは

御承知のとおりであります。 

 それぞれの事業所のうち、これまで網走市が事業

者に対して実施した各種支援策の対象になっていな

いところ、あるいは国の持続化給付金の対象になっ

ていないところには、別途支援策として10万円程度

の支給をするなど、何らかの方法で実施する必要が

あるというふうに考えますけれども、見解を伺いま

す。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 市の支援策の対象となら

ない事業所への支援についてでありますが、マスク

や消毒用アルコールといった衛生用品の提供につき
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ましては、事業所の種別、規模を問わず行ってお

り、減収等が生じた事業所に対しては持続化給付金

や網走市営業継続支援金給付事業の活用について周

知、助言を行っております。 

 また、国の２次補正予算において、新型コロナウ

イルス感染症緊急包括支援交付金により、介護職員

等に対する慰労金の支給や感染症対策のための物品

の購入等に必要となる、かかり増し費用の助成が行

われるため、今後必要な情報を提供してまいりたい

と考えてございます。 

 さらに、報酬の取扱いとして減算基準の緩和など

の措置が講じられるとともに、持続化給付金に該当

しない事業者を支援する網走市営業継続支援金給付

事業、また国の２次補正予算で実施される新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援交付金の実績を踏ま

えまして、現時点では事業所に対する市独自の支援

は考えてないところであります。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 そこは状況を見ながら、また議論

していきたいと思います。 

 障害福祉事業所を含む福祉事業所で働く方々に

は、国の補正予算で５万円から20万円の支援が行わ

れるほか、病院で働く方々に対しても支援があると

いうふうに認識しています。 

 一方で、保育所、児童館などの児童福祉施設で働

く方々には国による支援は実施されない状況が現在

ありますけれども、ここは自治体独自での対応も考

えられますけれども、現時点での網走市の見解を伺

います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 保育所、児童館職員への

独自支援についてでありますが、緊急事態宣言に伴

う休業要請の期間、仕事等により子供を保育できな

い保護者に配慮し、保育園は通常どおり開園、また

児童館においても事情がある場合の受入れを要件と

いたしましたが、利用可能としたころであります。 

 国の２次補正予算において、保育所や児童館等で

働く職員に対する慰労金の支給が対象外とされたた

め、現在、全国社会福祉協議会をはじめとする関係

機関により、保育所、児童福祉施設の全職員へ慰労

金を支給する慰労金支給を求める緊急要望が提出さ

れておりますので、今後それらの状況と、また国の

動向を注視してまいりたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 一般質問の途中ですが、ここで、

昼食のため休憩とします。 

 再開は午後１時とします。 

午後12時01分休憩 

午後１時00分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

一般質問を続行します。 

 平賀議員の質問から。 

 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 それでは、医療の関係の質問をし

てまいります。 

 地域医療連携法人は非営利ホールディングスカン

パニーのような法人の形態を医療の場にも認めるも

のでありまして、2017年４月２日施行されたものと

承知しております。 

 この制度は医療機関相互の機能の分担及び業務の

連携を推進するために創設された認定制度でありま

して、地域医療構想を達成するための一つの選択肢

であります。また、現在、全国で15法人が認定され

ていますが、道内にはまだございません。 

 本年４月22日に国民民主党網走支部から水谷市長

に対して提出させていただきました、新型コロナウ

イルス感染症に対する積極的な対策を求める要請書

の10項目めに、早急に取り組むことを要請したとこ

ろでありますが、網走市の現状に認識と見通しにつ

いて見解を伺います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 地域医療連携推進法人の

必要性と市内医療体制の課題についてでありますけ

れども、地域医療連携推進法人は、都道府県が策定

する地域医療構想を達成するための一つの選択肢と

して創設された制度でありまして、議員お示しのと

おり、地域における医療機関の機能の分担及び業務

の連携を推進することを目的として、現在全国に15

か所が設置されております。 

 現状におきましては、地域医療の構想区域におい

て関係機関との連携、さらには病床数の必要量を達

成するための方策や地域医療構想の達成を推進する

ために必要な事項を協議する場として、オホーツク

総合振興局保健環境部、いわゆる保健所を事務局と

する北網圏域地域医療構想調整会議が設置されてお

ります。 

 現時点では医療機関等の意向や考え方があります

ことから、法人の設立に至らないとは考えられます

が、今後も地域における医療提供体制を構築するた

めの方向性を共有するとともに、医療機関の役割分

担や優先して取り組むべき事項など、構成団体と情
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報共有に努めてまいりたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 医療体制を守るためには必要な方

策の一つだと認識をしております。特に斜網圏域に

おいての設立を望みたいというふうに思うところで

す。 

 さて、先日の新聞報道で、北見市がＰＣＲセンタ

ーの開設をするという報道、一報があったのですけ

れども、網走市としても何らかの関わりを持つなど

して、必要な検査が受けられる状況の構築ができる

のならば、そのほうがいいのではないかと考えます

けれども、見解をお示しいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 ＰＣＲ検査のことについ

てでございますけれども、過日報道でも示されたよ

うに、北見市にＰＣＲ検査を行える機関ができると

いうようなことの記事だったと思いますけれども、

確認したところ、現時点ではまだ詳細等々決まって

いなくて、これから保健所、医師会、それと北見市

が協議を進めるというようなことで伺っておりま

す。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 何らかの状況を見ながら進めてい

ただければと思います。 

 続いて、市内の医療機関の体制と課題について伺

いたいと思います。 

 まず、網走市が認識する課題について、医療体制

や必要とされる病院数、診療科の設置状況及び医師

の配置、看護師の配置及び在宅医療体制を含めて、

基本的な見解を明らかにしていただきたいと思いま

す。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 市内医療機関の体制と課

題についてでありますが、斜網地域を基盤とする１

市４町には地域センター病院である網走厚生病院を

はじめ、斜里町国民健康保険病院や小清水赤十字病

院などの公的病院のほか、民間による医療機関が複

数ございます。 

 現状では地域住民の安心・安全を図るため、救急

医療体制、周産期医療体制、脳血管疾患医療体制な

ど、緊密に連携、協働した医療提供体制の構築に取

り組んでいるところでございます。 

 当市における課題でありますが、クリニックの閉

院や医師の高齢化等に伴う医療機関の確保や、休日

等における救急医療体制の構築、さらには医療従事

者の確保が上げられます。 

 また、病気や障がいの状態、さらには急速な高齢

化に伴い、今後在宅医療のニーズの高まりも想定さ

れるところでございます。 

 市といたしましては、地域医療構想を推進するた

めの北網圏域地域医療構想調整会議、さらには医師

会をはじめとする医療機関と連携を図り、引き続き

必要な診療科や医師、看護師等の医療従事者の確

保、さらには開業医の誘致に取り組み、地域医療の

充実に努めてまいりたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 医療機関の体制整備の課題と人的

資源確保の課題が最も大きいというふうに考えると

ころですが、その中でも一部の医療法人の現状につ

いては、大変憂慮しております。 

 経営面はもちろん、医師、看護師、事務スタッフ

など、労働条件を含めて広範に課題が発生している

と承知をしているところです。また、患者の高額医

療費合算制度についても、そごが生じ、一時的とは

いえ、患者やほかの医療、介護機関にも不利益が生

じている、不具合と言ったほうがいいのかもしれま

せんが。改めて、網走市の知り得る情報の開示を求

めたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 医療機関における病院機

能の縮小や運営に関することにつきましては、法人

の方針や経営判断によるものと認識をしているとこ

ろでございます。 

 市は所管する立場にはございませんが、市内医療

法人における急性期の廃止や病床の段階的な縮小等

により、多くの職員が離職している現状は把握して

いるところでございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 常勤の医師が一時的とはいえ、休

まざるを得なくなる状況や、看護師が相次いで退職

し、極めて厳しい勤務状況が個人の使命感によって

支えている状況にあるのに加えて、直接雇用されて

いる事務スタッフは１名のみとなっており、ほかの

医療機関から派遣あるいは応援など、雇用関係ある

いは守秘義務の観点から、果たしてこれでいいのか

という状況があると承知をしています。また、借入

金の額も少なくないことや診療報酬に関する話も耳

にします。 

 こうした状況の適正管理については、網走市もあ

る程度は取り組む必要はあるのだと思いますが、本
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来であれば、北海道が責任を持って実施しなくては

ならない状況にあるというふうに認識をするところ

ですが、網走市の見解をお示しいただきたいと思い

ます。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 先ほども答弁いたしまし

たが、医療機関における病院機能の縮小や運営に関

することにつきましては、法人の方針や経営判断に

よるものと認識しておりますが、地域における医療

提供体制への影響を考慮した場合、保健所をはじ

め、医師会や医療機関との情報共有が必要であると

考えてございます。 

 また、地域医療構想の達成を推進するために必要

な事項を協議する場として、北網圏域地域医療構想

調整会議があるため、そのような場の活用も有効で

あると考えております。 

 市といたしましては、様々な状況を踏まえ、斜網

地域自治体や関係機関との連携、さらには開業医誘

致制度を推進し、医療提供体制の確保に努めてまい

りたいと考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 市としては管轄外の話なのだと、

私は改めて思いますが、法人の運営に様々な問題が

ある場合、その監査をする機関というのはどこにな

りますか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 所管は北海道保健所とい

うようなことで認識してございます。 

○井戸達也議長 休憩いたします。 

午後１時09分休憩 

午後１時09分再開 

○井戸達也議長 再開いたします。 

 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 監査につきましては、法

人内の監査が行うものと考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 いわゆる内部監査なのだと思いま

すが、自治体としてやれることというのは運営の検

査なのだと思いますけれども、そこを実施している

ところは、ではどこになりますか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 法人の検査につきまして

は、北海道保健所となると認識してございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 理解をさせていただきました。 

 網走市の所管ではないということがはっきりしま

したので、ここは改めて北海道にしかるべき対応を

求めなくてはいけないというふうに認識をさせてい

ただいたところでございます。 

 次の質問に移ります。 

 新型コロナウイルス感染症予防資材整備事業にお

ける物品購入について伺いたいと思いますが、第１

回臨時会において、新型コロナウイルスに関するこ

の予算が議決されたわけですけれども、各種資材の

購入、どのような状況になっているのか見解を伺い

たいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 各種資材の購入状況であ

りますが、補正予算額2,600万円を計上し、６月15

日時点の執行済額は1,865万円となっております。 

 購入した物品の状況でありますが、マスク20万

枚、消毒用アルコール1,504.5リットル、ハンドソ

ープ464リットル、フェイスシールド310枚、次亜塩

素酸ナトリウム0.6リットル入り100本、除菌水20リ

ットル入り３本、非接触型体温計50台、アルコール

用ポンプ容器100個、防護服500着、手袋、これは内

容量が100から300とちょっと内容量が違うのです

が、これが76箱、窓口用パーティション34台となっ

てございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 当初予定したものは、全て整備で

きたというふうに認識してよろしいでしょうか。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 必要に応じて購入をして

いる状況でございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 では、マスクについて伺いますけ

れども、月３万枚で半年分で20万枚ということです

から、今の答弁だと全て用意ができたということに

なりますけれども、調達状況についてはほかのもの

もわかりましたので、マスクの購入について、見積

り時期と契約時期、購入事業者の選定の理由につい

見解を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 マスクの調達状況と契約

についてでございますが、議員お見込みのとおり、

４月に10万枚、５月に10万枚の合計で20万枚を１枚

当たり税別54円で購入したところでございます。 

 マスクにつきましては、健康推進課が日頃から衛

生用品を購入している業者に在庫等を確認しました
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が、入荷のめどが立たないとのことであったため、

緊急を要すると判断し、まとまった数が確保できる

市内１業者から10万枚単位で購入したところであり

ます。 

 １回目の購入に当たっては４月６日に見積書を徴

し、４月20日に契約締結、４月27日に納品。２回目

は５月１日に見積書を徴し、５月11日に契約締結、

５月25日に納品となっております。 

 購入の理由でありますが、４月上旬においては、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、全国

的なマスク不足により確保が困難であったことに加

えまして、市の備蓄も少ない状況であり、また４月

下旬から５月上旬の状況においても、マスクの流通

状況や価格の相場に大きな変化はなく、販売価格に

おいても小売で70円から100円、通信販売ではそれ

以上の価格が見受けられたため、可能なうちに備蓄

をしたいとの考えから発注に至ったところでありま

す。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 ２回に分けて見積り並びに契約と

納入を行ったのだということがわかりました。 

 なかなか調達に大変な状況があったということは

理解はできなくはないのですけれども、５月１日に

入ると相場というのが結構下がっていって50円を切

るものも見受けられましたし、数としてはそろうも

のもありました。また、６月半ば以降では大幅な下

落が、そこの下落があって40円を下回るという形で

なったのは私も把握はしております。現在はさらに

下がっている状況で、商工会議所の実施する宅配事

業が５月26日から始まっているのですけれども、金

額を見ると2,000円ですから、このときで既に１枚

40円という形で、計算すればできるという形なので

す。 

 そうした状況を見ると、金額というのは今はもち

ろんさらに下がっているわけで、大幅に下がってい

るのですね。２回目の時期が特にどうだったのかな

というふうにはやはり思うのですけれども、まとめ

て１社から購入する必要性が本当にあったのかなと

いうふうなところに疑問があるところです。これに

ついて見解をお示しいただきたいのと、今後こうい

った資材については、分けて買ったほうが実は安く

なるのではないかというような形が結果的に見えて

くるのですけれども、どのような考え方をお持ちな

のか見解を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 先ほどの答弁と重複しま

すけれども、５月上旬の状況においてもマスクの流

通状況、価格の相場、こういったところに大きな変

化はなかったというようなことの判断で、まとまっ

た数の確保、１回目の10万枚の配布もしてきた中

で、さらにまとまった数が備蓄として欲しいという

ようなことで発注に至ったものであります。 

 今後の購入方法についてでありますけれども、５

月下旬以降、小売でも安定的にマスクが流通し始め

ており、価格も40円前後と下降傾向にあるので、相

場等を踏まえながら適正な価格で購入してまいりた

いと考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 ５月に入ってからちょっと54円と

いうのは正直高い相場だなと私は思います。50円を

切るような相場感が５月に入れば、私はあったとい

う認識をしていて、５月の半ばぐらいから40円を下

がるぐらいのところまで一気に下がっているので、

先ほどの５月26日スタートのマスク需要が大体１枚

40円という形での販売になっているというわけで

す。その辺も含めて、しっかり見ていってできるだ

け安い金額で調達をして、不用額は別のものに使う

ということをしなければいけない。特に３万枚を半

年間にわたっての分ということでしたから、後から

もう少し様子を見てからでも後半の分はよかったの

ではないかなというふうに、ここは指摘をしておく

しかないのだろうと思います。 

 続いて、網走市の財政状況と財政見通しについて

伺っていきたいと思います。 

 全国で600万人の休業者がいるという雇用状況だ

と伺っておりまして、網走市でも例外ではないのだ

と思います。また、商工会議所による調査などでも

厳しい経済状況が見えています。 

 網走市の雇用情勢及び経済状況の現状と見通しに

ついての見解を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 初めに、雇用情勢について

でありますが、網走公共職業安定所の取りまとめに

よりますと、管内の有効求人倍率は平成31年４月が

1.02倍、これに対しまして令和２年４月が0.95倍と

なっており、前年同月比では0.07ポイントの減とな

っております。 

 また、管内の有効求人倍率の動向では、令和２年

１月が1.24倍、２月が1.19倍、３月が1.10倍、４月

が0.95倍と減少が続いており、これは全国的な傾向
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となっております。 

 次に、経済状況についてでありますが、商工会議

所による本年１月から３月の市内景気動向調査の結

果では、前年同期比で好転企業が9.7％、悪化企業

が58.4％となり、好転企業から悪化企業を差し引い

たＤＩ値はマイナス48.7ポイントと大きな下落とな

っております。 

 また、同じく商工会議所による新型コロナウイル

ス調査によりますと、売上げ減少の影響があるとし

た事業者は２月では36.3％、３月では51.0％、14.7

ポイントの増、業種では飲食業、製造業、小売卸

業、サービス業など多様な業種で影響が見られてお

ります。 

 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない

中、市内の経済状況は依然として厳しい状況にある

と認識しております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 そこを踏まえながら伺っていきま

すが、漁業についてです。 

 現在、漁業関係の状況及び冷凍庫などの在庫状況

の認識、あるいは秋のサケ・マス漁における流通な

どの課題について、どう捉えているのか伺っていき

たいと思いますが、また、大きな課題のある状況が

かにもありますので、明らかにできればと考えてお

ります。 

 まず、ホタテの玉冷を中心に、これまでの在庫状

況と今年度の価格状況から見て、大規模な冷凍庫な

どの在庫状況は今後どのようになると見込まれるの

か、見解を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 漁業の関係でございます

けれども、ホタテの玉冷の関係ということですが、

ホタテの玉冷の状況と在庫見込みについてでござい

ますが、玉冷につきましては海外の輸出が新型コロ

ナウイルス感染症の影響によりまして、停滞をして

いるというところもあるため、本来動くべき在庫が

動いてないというふうにも伺っております。 

 冷凍庫の状況につきましては、現段階では余裕が

あるというふうに聞いておりますが、網走では６月

からホタテの本操業が始まったばかりでありますの

で、今後の市場動向により取引されることから、ま

だ先のほうは見通せない状況になってございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 見通せない状況ですけれども、か

なり厳しい状況だというふうに考えざるを得ないの

だろうというふうに思います。 

 秋にはサケ・マス漁が控えています。現状での主

な流通ルートはどのようになっているのかを明らか

にされるとともに、その流通ルートが今年度どのよ

うになるというふうに見込んでいるのか見解を伺い

ます。 

 また、最終販売先の経済状況がどこまで回復する

のかということも課題だと思うのですけれども、そ

の見立ても併せて伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 流通ルートの現状と今後

の見込みについてですが、流通ルートはサケ・マス

にかかわらず、前浜で水揚げをされました水産物を

市内をはじめとした仲買人や水産加工業者が購入し

まして、様々なルートにより全国各地、さらにはＥ

Ｕ、アメリカ、中国などに輸出もされております。 

 なお、詳細な流通ルートにつきましては、各企業

がそれぞれの経営戦略、方針によって構築してきた

ものであり、わかりかねますが、これまでの経緯に

よりまして築いた流通ルートにつきましては、これ

を継続していくというふうに聞いております。 

 また、今後の経済の回復についてでございます

が、網走の漁獲状況及び市況、さらに新型コロナウ

イルスの収束状況と、それによります国内の経済活

動状況や海外からの輸入及び輸出動向など、様々な

要因により大きく情勢は変化をしていくというふう

に考えております。 

 このため、現段階では見通しを立てることは困難

でございますが、今後も各関係機関から情報を収集

していきたいというふうに考えております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議長 他の自治体では既に危機感を持っ

て取り組んでいるところがあるのですね。わからな

いということは、僕はないと思うのですけれども、

結局ホタテの価格が下がったままでなかなか売れ

ず、玉冷が冷蔵庫に埋まってしまって、その後秋サ

ケ・マスの漁が始まって、それが流通ルート、特に

中国経由のヨーロッパ流通ルートが回復しないとい

う状況があったときに、果たしてどんなことが起こ

るかということはもう考えて対処しなければいけな

いはずなので、そのことを求めていろいろな動きも

もう既に取ってますけれども、網走市としては今の

見解のままで本当にいいのですか。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 サケ・マスにつきまして
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も、今後の来遊予想、これからの市場状況にもよる

と思います。こちらのほうに対しても、仲買人等と

もお話をしながら、今後の対応についてはお話をし

ていきたいというふうに思っておりますし、先日も

意見交換をして今後の対応についてもお話をさせて

いただいたところであります。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 最終販売先の経済状況の回復もな

かなか見越せない中、現状のままだとなかなか難し

いという声はたくさん伺っているところです。そう

すると、新たに冷凍庫を確保しておくこと、これは

今までのものではない場所にやはり確保しなければ

いけないということも考えなければいけませんし、

東南アジアでの回復が早いわけですから、急いでそ

ちら側への販売ルートの確立などの手だても進めて

おく必要があるというふうに考えますけれども、ど

のような手だて、検討されるのか改めて伺います。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 サケ・マスの在庫状況に

つきましても、昨年の不漁ということもありまし

て、冷蔵庫には一定程度の空きがあるというふうに

も聞いてございます。そのため、今後のサケの来遊

予想と移出先の市況状況など、今後の動向にも注視

をしながら供給及び水産加工業者からも聞き取りを

しまして、必要と判断されれば適時適切な施策につ

いてを検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 他の自治体では既に国会要望も含

めて動きがあります。そういったことを含めて大き

なスパンで対応しないと、場合によっては大変な状

況になることを予想されると思うのですけれども、

もう少し踏み込んで対応する考えはないでしょう

か。 

○井戸達也議長 農林水産部長。 

○川合正人農林水産部長 先日も漁業関係者ともお

話をして、今の状況については確認をしてございま

す。今後も引き続き、お話を聞きながら、どういっ

た対応が必要なのか、さらにはどういう方法によっ

てお手伝いができるのかということは、話をしてい

こうということになっておりますので、今後も話を

していきたいというふうに思っております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 ここは大変重要なポイントになる

可能性がありますので、ぜひ積極的に待ちではなく

て、前に出てやっていただきたいというふうに思い

ます。 

 次に移りますが、網走市内における来年度以降の

税収の影響、あるいは不能欠損額への影響が大きい

というふうに考えますが、見通しを伺いたいと思い

ます。 

 また、新型コロナウイルスによる感染症関連の影

響が事業者の営業活動や個人の収入に与える大きな

マイナスの動きというのは無視できないと思いま

す。 

 こうした状況を受けて、来年度以降の税収への影

響はどう捉えているのか、その辺についても見解を

伺いたいと思います。あわせて、不能欠損について

も、来年度すぐということではなくても、本来納入

できたものが不可能になる案件も増加するというふ

うに思いますし、納税猶予を求めている方の影響と

いうのは無視できないのだと思います。併せて見解

を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 新型コロナウイルス感染

症による来年度以降の税収への影響は、一定程度あ

るものというふうに考えておりますけれども、新型

コロナウイルス感染症の収束がいつになるかによっ

て変化すると考えておりますので、現時点でその影

響の程度を正確に把握することは困難な状況だとい

うふうに認識をしております。 

 また、不能欠損でございますが、生活困窮、居所

不明、滞納処分する財産が存在しないことなどの理

由により未納となった税などに対して、時効成立な

どの後に行う処分でございます。生活困窮などによ

り納期限までに市税を納付できない場合などは、分

割納付を推奨していることから、不能欠損が大きく

増加するとは考えてはおりませんけれども、現時点

でその影響の程度を正確に把握することは困難な状

況でございます。 

 また、徴収猶予につきましては、令和２年２月１

日から令和３年１月31日までに納期限が到来をする

個人、法人の市民税、固定資産税、軽自動車税種別

割などの税目が対象でございまして、現在令和２年

７月31日までに納期限が到来するものの猶予申請を

受け付けており、以降順次受け付けてまいります。 

 これまでの徴収猶予の状況でございますが、６月

17日現在、猶予申請を受理したものが４法人、総額

119万9,400円で、全て承認済みであり、窓口及び電

話による相談件数は６件という状況でございます。 
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○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 それでは伺いますが、税収の状況

が見通せるようになるのはいつ頃になるというふう

にお考えでしょうか。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 この後、法人市民税につ

きましては、主要な企業の決算の把握を行ったり、

個人市民税についても当初予算の策定時に向けて事

業所への事前調査などを行っていきます。それらの

ことを勘案しますと、予算編成の事務に当たる頃ま

でにはおおよその傾向を把握をするということを例

年やっております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 そうすると、早ければ10月の末、

11月ぐらいにはある程度見通しが出るのだというふ

うに思いますが、その際、今年度の歳入予算におけ

る市税の見込み額と実際の歳入において大きな乖離

が生じた場合はどのように対処することになるの

か、見解を伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 今年度の市税収入見込み

に大きな乖離が生じた場合の対応についてでござい

ますけれども、詳細は不明な点も多いのですが、国

からの通知では、地方税の徴収猶予の特例制度が設

けられることに伴って、一時的に減収となることで

財政運営に支障が生じることがないよう、徴収猶予

相当額について、建設事業以外にも充当ができる特

例債を発行できるよう措置をされるというふうにさ

れているほか、固定資産税や都市計画税の軽減措置

により生じる減収に対しましては、新型コロナウイ

ルス感染症対策地方税減収補填特別交付金で、それ

から自動車税、軽自動車税、環境性能割の臨時的軽

減の延長に伴う減収に対しましては、自動車税減収

補填債特例交付金と軽自動車税減収補填債特例交付

金で、全額補填するというふうにされております。 

 そのほか、法人税割、利子割交付金で減収が見込

まれる場合は、減収補填債の発効で対応することに

なりますので、市税などの減収に対しましては一定

の配慮がされており、使用料なども含めて減収の影

響額は大きくならないと考えておりますけれども、

万が一大きな減収が生じた場合は基金で対応しよう

と考えております。 

 また、地方団体といたしまして、減収補填債の対

象税目の拡大も要望しているところでございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 様々な事態を想定しておかなけれ

ばいけないということに備えていらっしゃることは

理解はできたところです。 

 また、税収不足及び不能欠損額の増加が与える網

走市の公共事業及び公共サービスの影響について伺

いたいのですけれども、最初に５月22日の網走市議

会第３回臨時会で、公共施設等適正管理推進事業債

の期間延長を求める意見書が可決されて関係機関に

送付されておりますが、この内容についての見解と

この事業債の期間延長に対する網走市としての取組

や見通しについて、基本的な見解を伺いたいと思い

ます。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 公共施設等適正管理推進

事業債の期間延長の要望についてでございますけれ

ども、市といたしましても市内の公共施設やインフ

ラ施設は老朽化が進んでおり、財政の状況を見極め

ながら計画的に改修や更新を進めていかなければな

らない状況において、財政的に有利な公適債の適用

期間が延長となれば大変喜ばしいことであるという

ふうに考えております。 

 また、公適債の取組状況についてでございます

が、集約化事業としていせの里保育園やさんごそう

保育園の整備など、長寿命化事業としては道路や道

路附属物の改修、港湾の防舷材改修、公園施設の改

修など、除去事業としては旧網走高校、子ども福祉

センター、女性センター、教員住宅、卯原内生活

館、呼人生活館、旧嘉多山中学校の解体で活用をし

てございます。 

 今後の取組の見通しですが、これまでの道路や公

園などの長寿命化や公共施設の除去事業のほか、新

庁舎の整備を市町村役場機能緊急保全事業で行おう

というふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 網走市の歳入における市税につい

てですが、それぞれ決算ベース、予算ベースを比較

してみても、近年大きな乖離は発生してないのが網

走市の状況だというふうに理解をしています。これ

が３割あるいは４割を超える大きな減少となった場

合、あるいは不能欠損額の大幅な増加が見込まれる

ような状況がある場合については、網走市が今後実

施を見込む市庁舎建設あるいは各種補修などを含め

た公共事業や各種公共サービスの提供に、どのよう

な影響が及ぶと考えるのか、見解を伺います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 
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○岩永雅浩企画総務部長 議員が御指摘をされてい

る３割から４割を超える歳入不足や不能欠損額がど

のように生じるのかといったところは不明なところ

もございますけれども、お答えとして適当かどうか

分からない部分がございますけれども減収による公

共事業や行政サービスへの影響は、さきの税収の予

算乖離に対する対処についてお答えしたとおり、市

税などの減収に対しましては、国から財源手当など

一定の配慮がされており、使用料なども含めた減収

の影響額は大きくならないというふうに考えており

ます。 

 また、今後の事業展開への影響についてでござい

ますが、少しずつ日常を取り戻している現時点にお

きましては、どれくらいの期間にわたり、新型コロ

ナウイルスの影響があるのか、これを見通すことも

できず、財政的にどのような影響が生じ、事業の実

施にどのような影響を与えるのか、お示しをするこ

とは難しいというふうに考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 そのとおりだというふうに思いま

す。 

 そうすると、私はこう思うわけです。先ほどの答

弁の中でも11月ぐらい、予算編成ができるぐらいの

めどまでは歳入における市税の状況は見通せないと

いうことですから、普通に考えると、歳入における

市税額の見込みがはっきりするまでは、なかなか大

型の公共事業の実施を決めることは困難だと考える

のが通常の考え方だと思いますけれども見解を伺い

ます。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 今後の大型公共事業の実

施についてでございますが、現在頻発する災害の防

災対策や老朽化する公共施設等の適正な管理を推進

する地方単独事業に対して、大変有利な財源措置が

講じられておりますけれども、これには時限が定め

られております。 

 市といたしましては、中期的な財政負担を軽くす

るため、対象となる事業については中期財政計画を

前倒すこととし、集中的に取り組んでいるところで

もあります。 

 議員がおっしゃるとおり、歳入状況が見通せない

部分も想定されますけれども、歳入状況を注視しつ

つ基金の活用も含め、中期的な財政負担の観点か

ら、総合的に判断をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 現時点での考え方は理解をさせて

いただきますが、ここについては、いろいろと考え

なければいけない大きな分岐点だなというふうに受

け止めるということだけお伝えをしたいと思いま

す。 

 続いて、ウイズコロナ・アフターコロナの対策に

ついて伺っていきたいというふうに思いますが、第

４回臨時会の際に提案された観光関連の施策の対策

の予算、市内に特別定額給付金として流れた約35億

円の資金の受け皿をつくるための事業として、道内

の市では登別市などとともに他市に先駆けて実施を

したものでありまして、地元に泊まろうという動き

をつくらなければ、こうした流れはほとんど宿泊施

設には生じなかったということですから、大変高く

評価をさせていただいているところです。 

 また、実施の初日になりました６月13日には多数

の市民や近隣からの宿泊客がまちに繰り出しており

まして、久々に網走の夜は活気を見せていたという

ことも認識をしておりますし、想定以上の動きだ

と、今朝の新聞報道や昨日の答弁を見ても感じてい

るところであります。 

 また、長期滞在の支援を行う取組は全国にまさに

先駆けた取組でありまして、東京及び札幌市をはじ

め人口密度が高い地域ほど、新型コロナウイルス感

染症の罹患率が高くなるデータ分析結果などから見

ても、感染症のリスクを避ける長期滞在、あるいは

移住の検討を始める方があるのは当然のことです。 

 しかも、実際にかなりの数の方がリサーチをかけ

ているのは確かですし、多くの問合せや予約も入っ

ているのだというふうに伺っておりますから、この

点でも決断を高く評価するところであります。 

 今後、この事業にとどまらず、移住や長期滞在に

つながるさらなる取組の実施は極めて重要だと考え

ます。 

 一方、今定例会の予算を見ると、学校における全

ての児童生徒へのパソコン導入に関する予算を除く

と、ウイズコロナ・アフターコロナを見越した予算

は見られないところです。しかしながら、先頃可決

された国の第２次補正予算においては、地方創生臨

時交付金の追加計上が２兆円あるなど、先頃の同交

付金の網走市における交付額が約１億9,000万円と

いうところから察するならば、今後は約３億8,000

万円程度の交付が見込まれるというふうに概算する

ことはできるのかなと思います。 
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 事業者の経営状況や市民生活への影響は現在も大

変大きく、さらなる支援はもちろんですが、先ほど

述べた観光事業のように、先を見据えた事業者の新

規事業の展開、移住者を含めた新規創業の支援、ウ

ェブショップの開設支援や感染症防止対応ビジネス

の新たな展開支援など、先を見据えた支援策をどう

盛り込むかも重要になってくるのだと思います。 

 こうしたことを踏まえて伺いますが、現状での考

え方を含め、今後どのような施策を進めていくの

か、現時点で可能な限り今後に向けた詳細な見解を

示していただければと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 ４月から市独自の新型コ

ロナウイルス感染症対策として、４回にわたる臨時

議会を招集し、感染防止をはじめ生活や経済活動を

支援する対策を、国の支援の詳細がわからない中、

ふるさと寄附基金を活用する形で順次取り組んでき

たところでございます。 

 ５月には国から新型コロナウイルス感染症対策地

方創生臨時交付金が、約１億9,000万円配分される

との通知があり、第２次補正でも追加配分があると

のことですので、これまで基金で対応してきた部分

を国の交付金へ財源を補正するとともに、再度の感

染拡大に備え、引き続き公共施設における感染防止

対策に努めるほか、現時点では国が進めるＧＩＧＡ

スクール構想に基づき、小中学生１人１台のタブレ

ットを早急に整備をするほか、避難所の感染症対策

や通信環境整備などに取り組みたいと考えておりま

す。 

 また、この先の感染状況を見通すことは、疫学的

知見を持ち合わせておりませんので、なかなか難し

いことではありますが、国の方針に基づき、北海道

の協力要請及び網走保健所の指導の下、対応してま

いりたいというふうに考えております。 

 今後の地域の産業の動向におきましても、感染の

状況や市内経済の状況を注視しながら、必要な取組

を講じてまいりたいと存じます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 ふるさと納税についてですけれど

も、この仕組みは努力を重ねられて増加傾向にある

ということは承知しております。大変評価するとこ

ろです。 

 一方で、紋別市や根室市はそれを上回る状況にあ

るのも御承知のとおりです。この際、コロナ禍を乗

り越えるためにも、大胆な方針転換で、これらを超

える手法による強力な取組を進める必要があるとい

うふうに考えますが、見解を伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 ふるさと納税制度の取組手

法についてですけれども、同制度の目的は画一的な

コストパフォーマンスの高い商品によって顧客を集

めるものではなく、網走市の魅力や独自の取組を広

く知っていただくとともに、様々な事業を通じて応

援する人の思いを実現することにあります。 

 これまで寄附者の方々とのつながりが生まれてい

ることや返礼品の企画や開発を通じ、町の事業者と

の協働関係が生まれていることは大きな財産となっ

ております。 

 今後は現在の取組を継続する中で、より効果的な

在り方を検討し、ふるさと納税を通じた地域の活性

化を進めてまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 先頃、網走市の飲食店などが手を

組んで網走グルメフェスタ2020パワフルメニュー及

びスマートメニューを、６月15日からさとふる、30

日からふるさとチョイス、ふるぽ、７月上旬には楽

天ふるさと納税と、それぞれ登録をして、飲食店を

応援する新たな取組が網走でもふるさと納税で始ま

る、このことは御承知のとおりです。こうした取組

をはじめ、まだまだ網走市には余地があるのだと思

います。製造業あるいは飲食店等についても、各店

舗が割引を重ねたものを集めるだけでも割安感のあ

る商品がつくれる。様々な余地があると思いますけ

れども、取組について見解を伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 店舗、事業者連携の取組に

ついてですけれども、市内事業者が魅力的な商品開

発に取り組んでいるだけでなく、まちの活性化とい

う目標を市と共有していることは大変ありがたいこ

とだと考えております。 

 新型コロナウイルスの広がりに伴う食品関係の需

要低下、食品ロスなどの課題解決の取組として、い

わゆる訳あり製品についても返礼品として取扱いを

始めるとともに、返礼品を取り扱うポータルサイト

において、コロナウイルスの影響が大きい事業所に

よる返礼品を紹介するキャンペーンにも参加してき

ているところでございます。 

 また、返礼品を取り扱うポータルサイトにおい

て、返礼品そのものだけではなく、その作り手のス

トーリーを知っていただくページを増やすことなど
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にも取り組んできているところでございます。 

 引き続き、町の事業者やポータルサイト事業者と

連携して取組を進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 そうした取組を含めて、他の自治

体ではふるさと納税の取組の一部をプロポーザル方

式で民間に委託するところもありまして、効果を上

げているというふうに伺っています。 

 網走も、先ほど申し上げたとおり、紋別や根室を

しっかり超えていくぐらいの気持ちで、ここはやっ

ていかなくてはいけないというふうに私は思いま

す。 

思い切って、新たな枠組みや商品を生み出す取組

の部分につきましては、今年度中にでも外部に委託

をして、新たな事業を実施するような方向感を持っ

て、９月の第３回定例会あるいはそれを待たずに臨

時議会などで提案されてはと考えますけれども、所

見を伺います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 

○田口徹観光商工部長 新たな返礼品の企画開発に

つきましては、現在44の返礼品取扱い事業者と９事

業者のポータルサイトと協力しまして、民間からの

提案を受けながら様々な企画を展開しております。 

 民間委託を実施することにつきましては、その意

義は民間のノウハウを活用し、効果や効率を高める

ことにあると考えておりますが、先ほど説明申し上

げましたとおり、訳あり製品の取扱いや作り手のス

トーリー紹介など、民間とのパートナーシップを強

化し取組を進めているところでございます。 

 網走の魅力や寄附金を活用する事業の充実、町の

事業者とのコミュニケーションといった地道で着実

な取組が重要なものと認識しております。 

 今後も引き続き、事業者と緊密に連携しながら着

実にふるさと納税制度の運営に取り組んでまいりた

いと考えております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 もう少しここは踏み込んだ取組が

必要だというふうに、やはり考えるところです。 

 紋別も根室もそうですけれども、さらなる踏み込

んだ取組をやって、その結果を出していて、今のよ

うなこともやられていたという状況の中でのことだ

と思いますので、ここはさらに展開を見ていきたい

と思いますが、私は現在の枠組みを超えるようなも

のが必要だというふうに改めて思います。 

 次の質問、ちょっとトーンを変えますけれども、

失業率が１％上がると経済的理由による自殺者が

1,000人から2,000人増加するということが過去のデ

ータで分かっております。網走市の状況をどう捉え

て、どのような対策をするのか、併せて見解を求め

たいと思います。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 失業率の増加による自殺

者対策についてでありますが、失業に伴う精神的負

担や経済的困窮は自殺リスクを高める大きな要因の

一つになると考えてございます。 

 2017年の地域自殺実態プロファイルによります

と、当市においては無職の方の自殺が多い傾向にご

ざいますので、相談体制の強化が自殺の防止につな

がるものと考えているところでございます。 

 現在、段階的に様々な経済対策が講じられており

ますが、庁内関係部署やハローワーク、商工会議所

等の関係機関と連携し、失業等の状況を注視しなが

ら、当市が取り組む相談事業をはじめとする各種対

策の周知に努め対応してまいりたいと考えてござい

ます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 ここはラインなどのＳＮＳを活用

した相談も含めて、積極的な対策を行って増えない

ようにしてほしいと思います。正直、新型コロナウ

イルスの関係で亡くなられる方々よりもここのほう

が心配だというのが、数字を見る限りやはり感じざ

るを得ません。ぜひそこはやっていただきたいと思

います。 

 次に、国の２次補正における家賃支援ですね、５

月から対象となっております。しかし、厳しいのは

先ほど来の答弁でもわかるとおり、３月や４月なの

です。国がやらないなら自治体が何らかの手を打つ

べきだというふうに考えるところです。ここは国も

臨時交付金を使って対応することを認めていますの

で、実施をぜひしていただきたいと思いますが、見

解を伺います。 

 併せて、実際に網走市において、住居確保給付金

の相談件数、申請件数及び実際に支給された実数と

いうのはどうなっているのか。また、その数はこれ

までと比べてどのくらい増えたのか。支給される家

賃補助に上限額があることがネックとなって、申請

を断念する方が生じるようなことはあったのかもお

示しいただきたいと思います。 

○井戸達也議長 観光商工部長。 
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○田口徹観光商工部長 これまで新型コロナウイル

ス感染症の拡大により経営が悪化している事業者を

支援するため、社交飲食店支援、営業継続支援の施

策を展開してきております。基本的には店舗が戸建

てか、それからテナントかを問わず、広範な業種の

事業者に使途を定めない支援を可能な限り迅速に実

施してきており、今後あえて家賃補助という新たな

支援制度を設けることは、現在のところは考えてお

りませんが、今後これまでの市の支援制度や国の支

援制度への申請状況などを注視しまして、総合的に

考えてまいりたいと考えております。 

○井戸達也議長 健康福祉部長。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 住居確保給付金の実績に

ついてでありますが、当市における住居確保給付金

の業務につきましては、網走市社会福祉協議会に委

託をしており、生活困窮者自立支援法に基づく自立

相談支援事業の一つとして、網走市生活サポートセ

ンターらいとが、相談等の業務を担っております。 

 今年度の相談件数は３件、また電話による申請書

の請求が４件ございましたが、いずれも申請には至

らず、事業が開始された平成27年度以降、支給実績

がない状況でございます。 

 支給要件等については、国が示している基準に準

じて実施しておりますが、申請に至らない理由等は

把握してないところでございます。 

 個人に対する家賃等支援につきましては、特別定

額給付金の支給や各種支援制度の状況などを総合的

に判断しながら、今後検討してまいりたいと考えて

ございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 住居確保給付金については周知を

しっかり、そこはしていただいて、状況によっては

必要な方が出てくるかもしれないということだと思

います。 

 もう一つの家賃補助です。今のところは考えてな

いが状況を見ながらということですけれども、答弁

にも明らかになっている３月、４月がやっぱり一番

きついわけですね。そこの部分の支給を国はやらな

いという形で、やるならば臨時交付金でという形で

すから、ぜひ検討をしていただきたいというふうに

思いますが、９月までの間の臨時議会でも結構です

ので、ぜひここは予算化をされることが望ましいと

いうふうに思います。これ以上議論してもなかなか

難しいと思いますので、次に移りますが。 

 飲食店において、テイクアウトが増えたのは御承

知のとおりです。そのため、容器包装プラスチック

については４月で重量比で13％増加して、５月だと

３％の増加にとどまっているというふうに伺ってお

りますが、これは飲食店におけるテイクアウトに市

民が協力した証拠だというふうに、改めて思いま

す。こうした傾向は、今後も程度の差はあると思う

のですけれども続くと思うのですが、こうした状況

への対処は必要なのかなと思いますが、見通しにつ

いて見解伺いたいと思います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 容器包装プラスチックの

増加に対しての見通しでございますけれども、使い

捨ての容器は低コストで資材を調達できることなど

に加え、返却をせずに家庭で処理ができること、コ

ロナ禍では人との接触の機会を減らすことができる

という利点などにより、テイクアウト等での利用が

なされていると考えています。 

 ４月から５月にかけての容器包装プラスチックの

排出量の増加は、テイクアウト等の容器利用の一因

も考えられますけれども、外出の自粛などによる自

宅の滞在時間の増加などの影響が大きかったのでは

ないかと考えております。 

 今後も容器包装プラスチックの増加傾向が続くか

については、統計を注視してまいりたいと考えてお

りますが、各家庭においては分別し、適正に処理を

していただくことを引き続き啓発してまいりたいと

考えております。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 多分波がいろいろあるのだという

ふうに思いますけれども、実際の施策として容プラ

についての考える選択肢を念頭に置いてみますと、

リユース容器使用のモデル事業を特定の地域で実施

して、その上でごみの組成調査を行うことで、どの

くらいの容器包装プラスチックの減量を図ることが

できるのか、テストをしてみる、実証実験事業を行

うというのがまず一つ考えられます。もう一つは、

リユース容器への転換の希望調査を飲食店に行いな

がら、併せて、導入支援策があれば、そうした展開

を図る意思はありますかという意向調査をするとい

うような取組があるのだと思います。 

 ぜひとも今後９月の定例会までに、何らかの案を

提示していただいて取り組んでいただきたいと思い

ますが、見解を伺います。 

○井戸達也議長 市民環境部長。 

○酒井博明市民環境部長 リユース可能容器への転
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換希望調査等導入支援策の取組についてであります

が、市内のテイクアウトを実施する店舗に聞き取り

をしましたところ、リユース容器の使用については

容器を回収し、洗浄し、保管するコストや労力が発

生すること、またお客様にも返却、回収の負担を与

えることなどから難しいとの御意見を頂いたところ

であります。 

 今後、社交飲食業組合加盟店でテイクアウトを実

施した事業者や、株式会社まちなか網走のフェイス

ブックで情報提供しているテイクアウト事業者など

に対して、容器の考え方について、より詳細に調査

をしてみたいと考えております。 

 また、今年度開催する網走市レジ袋等削減推進連

絡会におきまして、テイクアウトを実施する事業者

の方をお招きし、意見をお伺いしたいと考えており

ます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 前向きなのかどうか、ちょっとよ

くわからないぐらいの答弁でしたけれども、実施は

全くしないというわけではないというふうに受け止

めさせていただきますので、ここは私はやっぱり容

器包装プラスチックは減らさなければいけないと思

いますので、ぜひ取組を検討していただきたいと思

いますが、次の質問です。 

 新型コロナウイルスによる影響が大きくなる中

で、マスクなどを中心に海外生産に依存していたも

のの入手が一時的に困難になるなどして、市民生活

や事業者の営業に影響を与えることがありました。 

先ほど来いろいろ質問ありましたけれども、網走

市においてはどのような状況だったのか見解を伺い

たいと思います。 

○井戸達也議長 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 市民生活や事業者への影

響についてでございますが、当市のみならず全国的

にマスクや消毒液などは品薄となり、入手困難な状

況が長く続き、また特定の商品が品薄になるという

デマもＳＮＳなどで流布され、物資不足への懸念か

ら買占め現象も起こったというふうに承知をしてお

ります。 

 このほか、新型コロナウイルスに関する根拠のな

い様々な情報が拡散されることがあり、今後におき

ましても不確かな情報に惑わされることなく、国や

北海道、市が発信する正確な情報に基づき、冷静な

対応が必要と考えてございます。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 資材等も含めていろいろ影響があ

ったのだと思いますが、感染症リスクを考えたとき

に、製品の国内での生産比率を高めることや食料自

給率を高めることが、安全保障上も極めて重要な課

題となったと認識をしておりますが、網走市はこう

した状況を見据えて、どのような方針で今後の取組

を進めてくのか見解を伺いたいと思います。 

 また、人口密度が高い地域ほど10万人あたりの感

染者数が大きくなることが調査の結果明らかになっ

ておりまして、特に東京と札幌市は際立って高い数

値を示しております。 

 こうした状況から、東京及び札幌などへの一極集

中の見直しがもはや不可避な状況でありまして、空

港隣接地域で、かつ感染症発生が確認されておら

ず、医療機関も比較的安定している網走市をはじめ

とした近隣地域は、安心・安全でおいしい食材の宝

庫であり、免疫力を高める食材や環境があることか

ら、新たなニーズの受け皿となるポテンシャルを秘

めた地域だと考えることができます。 

 網走市の実施する長期滞在の支援の事業は、まさ

に機を捉えた事業であると評価しておりますが、さ

らなる取組が必要であります。従来の枠組みにとら

われず、５月末に初めて実施されたオンライン移住

フェアなど、今後オンラインで行われる取組への積

極的な出店や参加、不動産業界との情報共有をはじ

めとした移住につながる取組の強化、商工会議所な

どと連携した新たな雇用の受皿づくりや通信インフ

ラ整備の支援、新規創業支援や新規事業展開支援な

ど、早急に取り組むべき課題は少なくありません。

こうした状況に対してどのような方針を持って強力

に進める考えなのか見解を求めます。 

○井戸達也議長 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 最後のアフターコロ

ナ・ウイズコロナについての観点の御質問でいろい

ろお話があったのだというふうに思いますが、少し

見解を述べさせていただいて、御質問も含めてお答

えをさせていただきたいというふうに思います。 

 新型コロナウイルスの感染拡大は、これまで社会

に何か新しいものに置き換わるということではなく

て、今ある社会の変化を加速させることにつながっ

たものと、このように認識をしているところでござ

います。 

 この新型コロナウイルスは世界で47万5,000人、

日本で900人を超える死者を出し、経済社会活動を

様々な形で止め、国民の間に大きな不安を広げて、
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ここ網走も例外ではなかったかというふうに感じて

おります。 

 幸いにして、網走市内において感染者の確認はさ

れておりませんが、しかし、私たちは薬とワクチン

が開発されるまでの間、この感染症というリスクに

向き合っていかなければならないものと思っており

ます。 

 戦後間もない頃の我が国は、昭和31年の厚生白書

によると、結核を我が国の国民病とうたっており、

健康診断や特効薬による治療、予防接種、衛生環境

の向上など、矢継ぎ早に取った政策は結核だけでは

なく、赤痢やジフテリア、ポリオなど、次々に制圧

することに成功し、昭和41年の白書では感染症につ

いて近い将来、我々の周囲から消滅する趨勢にある

と宣言し、医療の主眼は今ではがん、生活習慣病に

移ったのは御案内のとおりであります。 

 それから半世紀が経過し、世界でも指折りの感染

予防を実現した日本において、その結果、感染症へ

の備えが手薄となり、全国的にはこの間、全国の保

健所がほぼ半減し、新型コロナ対応で保健所は多忙

な業務に追われたと報じられ、それが現実、実際な

のだろうと思います。 

 今のところ、感染拡大の局面にはありませんが、

次に起こるかわからないということもあり、医療体

制の確保、経済に対する不安など、課題が見えた今

回のコロナ禍であったと思います。 

 課題の中で医療崩壊というものがあり、これにつ

いては国や北海道と力を合わせながら、病床の確保

の計画、軽症者や無症状者向けの宿泊療養施設など

の仕組みづくりが求められていると考えており、現

在北海道において、この北網医療圏内に整備するこ

とで取り進めていると報告を受けているところでも

あります。 

 また、世界的なサプライチェーンの在り方につい

ても指摘されるところであり、その脆弱性が見えた

ところでもありました。企業活動の先行きも不透明

であり、雇用の不安も広がっている中にあって、政

府の企業への支援も今後とも必要であると、このよ

うに考えます。 

 10万円の定額給付について、網走市においておお

むね９割を超える市民の皆さんに現在お届けはでき

ておりますけれども、全国的に見ると国民の手に届

くまで時間がかかっていると考えています。 

 マイナンバーカードの利便性の向上に向け、これ

からの社会の変化を加速させていかなければならな

い事例でもなかったかと思います。 

 こうした現状の中にあって、議員から食料自給率

に絡めた安全保障上の問題について提起がありまし

た。網走市におけるカロリーベースの食料自給率は

942％であり、日本におけるそれとは比較にならな

いと思っております。 

 安全保障という観点でございましたが、安全保障

を考える場合には、世界と我が国が共存共栄の中で

お互いの信頼関係で食料の確保を守っていくという

ことが大切なのだろうと思います。ですから、日本

国内のみで食料確保する体制を取ることが安全保障

上有効であるとの考えは、一面を表していながら、

また違った一面もあるのではないかと思っておりま

す。 

 このことは、一例を挙げるまでもなく、食料を生

産するに当たり、種をまいて収穫を終えれば食料が

確保できるというものではなく、生産をするには昔

理科で習った肥料の３要素が欠かせませんが、その

窒素、リン酸、カリのうち、リン酸、カリはほぼほ

ぼ100％外国から輸入をしているものであり、国内

にはその物質は生産資材としてはありません。それ

が輸入できなければ生産は維持できませんし、トラ

クターも軽油がなければ動かないわけであり、畑を

起こすこともできません。肥料のことは一例であり

ますけれども、日本という国は、いろいろな国と信

頼関係と経済を安定的に取引できる国をたくさん持

つことが、食料における日本の安全に資することで

あろうと、このように思います。 

 こうしたことを踏まえつつ、網走市における農業

の在り方は取りも直さず１万4,200ヘクタールの耕

作面積を維持し、実需に応じた高品質な農作物を安

定的に供給することであり、野菜などの品目を一部

取り入れるなどして、豊かな日本の食生活を支えて

いくことが網走農業の農産物生産の在り方ではない

かと思います。 

 マスクなどの海外依存についても言及がありまし

た。コロナ禍においては、日本が医療物資のほとん

どを輸入に頼っている実態を浮き彫りにしたところ

であり、特定の国や地域に偏ったサプライチェーン

は見直しは急務であると思います。 

 感染拡大前、医師や看護師が感染を防ぐために使

う医療用サージカルマスクは国内に流通する７割か

ら８割が中国からの輸入品であり、医療用ガウンは

その大部分を中国や東南アジア、人工呼吸器は９割

は欧米からの輸入に頼っている現状がわかりまし
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た。こうしたことから、医療機関に医療物資が足り

ない状況が発生したところであります。 

 国は業界団体に増産の要請と医療機関に対してメ

ーカーからは優先的に販売してもらう仕組みをつく

り、政府が買い上げて配布を始めても、４月の段階

で日本医師会によると、危機的な状況が発出される

ほど、供給不足は解消しませんでした。 

 この反省を生かし、国及び北海道は必要な物資の

確保の状況、増産や備蓄をすることであり、網走市

においてもマスクや衛生用品の備蓄を、この第１次

の収束期の間に確保していくことが必要であると考

えております。 

 アフターコロナについて、様々な取組について議

員からお話がございました。いつの時代も振り返る

と思うことでありますが、このコロナ禍においても

薬とワクチンの開発により収束が見えた段階で、私

はいつの時代でもあるように反動というものが起き

るものと思います。リモートであったり、人の集ま

ることを避ける３密であったりといったことが、そ

の反動として今度は人のつながりであったりとか、

触れ合いであったりとか、フェースツーフェースで

あったりとか、時計の振り子が大きく振れれば振れ

るほど、逆に大きく振れる反動があるものが常だと

思います。そうしたことを踏まえながら、バランス

を保ち、社会の変化は加速するのだということを認

識し、お話のありました様々な取組については、こ

うしたことを踏まえ関係機関などとよく協議しなが

ら取り組んでまいりたいと思います。 

○井戸達也議長 平賀議員。 

○平賀貴幸議員 終わります。 

○井戸達也議長 これで、一般質問を終わります。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 再開は、あす午前10時としますから、参集願いま

す。 

 本日はこれで散会とします。 

御苦労さまでした。 

午後２時07分散会 

────────────────────── 
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○議事日程第５号 

令和２年６月25日午前10時00分開議 

日程第１ 委員会審査報告案10件 

     （議案第１号～第10号） 

日程第２ 意見書案第１号～第３号及び 

委員会審査報告案３件 

（請願第15号、第17号～第18号） 

日程第３ 議案第11号 

○議事日程第５号の追加及び変更 

日程第４ 委員会審査報告案１件 

     （議案第11号） 

日程第５ 議案第12号 

日程第６ 議案第13号 

日程第７ その他会議に付すべき事件（１件） 

─────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和２年度網走市一般会計補正予算

（原案可決） 

議案第２号 令和２年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算（同） 

議案第３号 令和２年度網走市介護保険特別会計

補正予算（同） 

議案第４号 令和２年度網走市後期高齢者医療特

別会計補正予算（同） 

議案第５号 網走市手数料条例の一部を改正する

条例制定について（同） 

議案第６号 網走市後期高齢者医療に関する条例

の一部を改正する条例制定について

（同） 

議案第７号 網走市介護保険条例の一部を改正す

る条例制定について（同） 

議案第８号 網走市国民健康保険条例の一部を改

正する条例制定について（同） 

議案第９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の変更について（同） 

議案第10号 辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定について（同） 

議案第11号 令和２年度網走市一般会計補正予算

（同） 

議案第12号 網走市固定資産評価審査委員会の選

任について（同意決定） 

議案第13号 網走市農業委員会委員の任命につい

て（同） 

意見書案第１号 2021年度地方財政の充実・強化

を求める意見書提出について（原

案可決） 

意見書案第２号 2020年度北海道最低賃金改正等

に関する意見書提出について（同） 

意見書案第３号 新型コロナウイルス対策に係る

地方財政の充実・強化を求める意見

書について（同） 

請願第15号 2021年度地方財政の充実・強化を求

める意見書についての請願（採択に

決定） 

請願第17号 2020年度北海道最低賃金改正等に関

する意見書提出についての請願

（同） 

請願第18号 新型コロナウイルス対策に係る地方

財政の充実・強化を求める意見書提

出についての請願（同） 

その他会議 付託事件の閉会中継続審査について 

に付した  (承認) 

事件(２) 

─────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

石 垣 直 樹 

井 戸 達 也 

小田部   照 

金 兵 智 則 

川原田 英 世 

工 藤 英 治 

栗 田 政 男 

近 藤 憲 治 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

古 田 純 也 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

令和２年第２回定例会 

網 走 市 議 会 会 議 録 第 ５ 日 

令和２年６月 25日（木曜日） 
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○欠席議員（０名） 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市     長    水 谷 洋 一 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 健康福祉部長    桶 屋 盛 樹 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長    田 口   徹 

 建設港湾部長    吉 田 憲 弘 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 庁舎整備推進室長    後 藤 利 博 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 総務防災課長    田 邊 雄 三 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

…………………………………………………………… 

 教  育  長    三 島 正 昭 

 学校教育部長    林   幸 一 

 社会教育部長    吉 村   学 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    武 田 浩 一 

次     長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

      係    早 渕 由 樹 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○井戸達也議長 おはようございます。 

 本日の出席議員は16名で、全議員が出席しており

ます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 本日の会議録署名議員として、山

田庫司郎議員、松浦敏司議員の両議員を指名しま

す。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 ここで、諸般の報告の追加につい

て報告します。 

 既に、印刷してお手元に配付のとおり、本定例会

の付議事件として、議案３件、意見書案３件、委員

会審査報告案13件、その他会議に付すべき事件１件

の合計20件を追加しておりますので、承知願いま

す。 

 本日の議事日程は、既に印刷して配付の第５号の

とおりであります。 

 日程に従い、直ちに議事に入ります。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 日程第１、委員会審査報告案10

件、議案第１号から議案第10号までの合わせて10件

を一括して議題とします。 

 本件は、去る６月18日の本会議において、関係常

任委員会に付託した案件でありますので、その審査

結果について、順次、委員長の報告を求めます。 

 初めに、総務経済委員会、立崎聡一委員長。 

○立崎聡一議員 －登壇－ 本定例会において、総

務経済委員会に付託されました議案につきまして、

その審査経過と結果について御報告申し上げます。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第１号令

和２年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分、議案第９号辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の変更について、議案第10号辺地に係る公共的施

設の総合整備計画の策定についての合わせて３件で

あります。 

 本件につきましては、去る６月18日開催の本会議

におきまして本委員会に付託され、同日開催の当委

員会において慎重に審査を行ったところでありま

す。 

 審査の結果といたしましては、議案第１号、議案

第９号及び議案第10号の３件は、いずれも委員全員

の一致により、原案可決すべきものと決定したとこ

ろであります。 

 以上が、総務経済委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告とします。 

○井戸達也議長 次に、文教民生委員会、永本浩子

委員長。 

○永本浩子議員 －登壇－ 本定例会において、文

教民生委員会に付託されました議案につきまして、

その審査経過と結果について御報告申し上げます。 

本委員会に付託されました議案は、議案第１号令

和２年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分、議案第２号令和２年度網走市国民健康保険特別

会計補正予算、議案第３号令和２年度網走市介護保

険特別会計補正予算、議案第４号令和２年度網走市

後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第５号網走



- 87 -  

市手数料条例の一部を改正する条例制定について、

議案第６号網走市後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例制定について、議案第７号網走市

介護保険条例の一部を改正する条例制定について、

議案第８号網走市国民健康保険条例の一部を改正す

る条例制定についての合わせて８件であります。 

 本件につきましては、去る６月18日開催の本会議

におきまして本委員会に付託され、６月19日開催の

当委員会において慎重に審査を行ったところであり

ます。 

 審査の結果といたしましては、議案第１号から議

案第８号までの合わせて８件は、いずれも委員全員

の一致により、原案可決すべきものと決定したとこ

ろであります。 

 以上が、文教民生委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○井戸達也議長 以上で、各委員長の委員会審査報

告を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 各委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、上程中の議案第１号から

議案第10号までの合わせて10件を一括して採決しま

す。 

 それでは、お諮りします。 

 議案第１号から議案第10号までの合わせて10件

は、各委員長の報告のとおり、可決することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から議案第10号までの10件

は、各委員長の報告のとおり可決されました。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、日程第２、意見書案第１号

から意見書案第３号まで及び委員会審査報告案３件

を議題とします。 

 初めに、意見書案第１号2021年度地方財政の充

実・強化を求める意見書提出について、意見書案第

２号2020年度北海道最低賃金改正等に関する意見書

について、意見書案第３号新型コロナウイルス対策

に係る地方財政の充実・強化を求める意見書につい

てを議題といたします。 

 なお、意見書案第１号には請願第15号が、意見書

案第２号には請願第17号が、意見書案第３号には請

願第18号がそれぞれ関連しておりますので、併せて

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務経済委員会、立崎聡一委員長。 

○立崎聡一議員 －登壇－ ただいま御上程いただ

きました請願第15号2021年度地方財政の充実・強化

を求める意見書提出についての請願、請願第17号

2020年度北海道最低賃金改正等に関する意見書提出

についての請願、請願第18号新型コロナウイルス対

策に係る地方財政の充実・強化を求める意見書提出

についての請願の委員会審査の報告と、意見書案第

１号から意見書案第３号の提案理由を申し上げま

す。 

 まず、請願第15号、請願第17号及び請願第18号の

３件は、去る６月18日開催の本会議において当委員

会に付託され、同日開催の委員会におきまして慎重

に審査した結果、委員全員の一致により、いずれも

採択すべきものと決定したところでございます。 

 次に、意見書案第１号から意見書案第３号までの

３件についてでありますが、ただいま報告いたしま

したとおり、意見書を関係行政庁に提出しようとす

るものであります。 

 それぞれの文案及び提出先につきましては、既に

皆様のお手元に配付のとおりであります。 

 どうか議員皆様の御賛同を賜りますようお願い申

し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○井戸達也議長 以上で、総務経済委員会委員長の

提案理由の説明を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、お諮りします。 

上程中の意見書案第１号から意見書案第３号まで

の３件につきましては、原案のとおり可決すること

とし、請願第15号、請願第17号及び請願第18号は採

択と決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号から意見書案第３号まで

の３件は原案可決、請願第15号、請願第17号及び請

願第18号は採択と決定されました。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、日程第３、議案第11号を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画総務部長。 

○岩永雅浩企画総務部長 －登壇－ ただいま御上

程いただきました議案第11号令和２年度網走市一般

会計補正予算について御説明を申し上げます。 

 追加議案資料１ページ、資料８号を御覧願いま

す。 

 １、歳入歳出予算の補正でございますが、一般会

計では６億6,785万4,000円を追加しようとするもの

でございます。 

 款項の区分及び金額につきましては、議案の第１

表に記載のとおりでございます。 

 ２、債務負担行為の補正でございますが、設定済

みの債務負担行為を廃止するものでございまして、

一般会計の道路照明ＬＥＤ化リース契約で、リース

期間が10年間にわたるため、債務負担行為を設定し

たものですが、事業計画の変更によりリース方式を

やめ、今年度に整備することとしたことから、本債

務負担行為を廃止するものでございます。 

 廃止の内容は、一般会計議案の第２表のとおりで

ございます。 

 ３、地方債の補正でございますが、一般会計の道

路橋梁事業債の限度額変更といたしまして、限度額

６億7,910万円を追加しようとするものでございま

す。 

 追加の内容は、一般会計議案第３表のとおりでご

ざいます。 

 次に、補正予算の内容でございますが、別冊でお

配りをしております事項別明細書、５ページを御覧

願います。 

 なお、歳出補正額の財源内訳欄には特定財源とな

ります歳入の内訳を記載しておりますので、説明は

歳出のみとさせていただくことで御了承頂きたいと

存じます。 

 初めに、民生費の児童福祉費、ひとり親世帯臨時

特別給付金給付事業では、国のひとり親世帯への臨

時特別給付金の給付に係る経費として5,055万円の

追加でございます。 

 土木費の道路橋梁費では、ロードヒーティング整

備事業での緊急自然災害防止対策事業債の活用に伴

う財源補正でございます。 

 同じく、道路照明ＬＥＤ化事業では、道路照明の

ＬＥＤ化に係る経費として４億600万円の追加と、

併せて所要の財源補正をするものでございます。 

 その下、除雪作業車整備事業では、除雪作業車の

整備に係る経費として2,541万2,000円の追加と、併

せて所要の財源補正をするものでございます。 

 同じく、道路橋梁新設改良費では市道整備事業及

び冠水対策事業での緊急自然災害防止対策事業債の

活用に伴う財源補正でございます。 

 その下、市道改修事業では、市道の改修に係る経

費として7,100万円の追加と、併せて所要の財源補

正をするものでございます。 

 その下、道路法面改修事業では、道路法面の改修

に係る経費として１億700万円の追加でございま

す。 

 教育費の学校給食費、学校給食費返還等事業で

は、学校給食事業者に対する補助金として111万

6,000円の追加でございます。 

 同じく、スポーツ施設整備費、地域プール改修事

業では、西地域プールの屋根修繕に係る経費として

677万6,000円の追加でございます。 

 以上が、令和２年度網走市一般会計補正予算の内

容でございますが、今回の補正に係る一般財源所要

額につきましては、地方交付税で3,270万4,000円を

減額しようとするものでございます。 

 次に、６ページを御覧願います。 

 この表は地方債の現在高見込額に関する調書でご

ざいます。 

 以上、議案第11号につきまして、提案理由の御説

明を申し上げましたが、よろしく御審議賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

○井戸達也議長 以上で、議案の提案理由の説明を

終わります。 

 それでは、ただいま提出された議案第11号につき

ましては、議会運営委員会の決定に基づき、直ちに

議事を進めることとし、大綱質疑を行います。 

 大綱質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 大綱質疑なしと認めます。 

 それでは、ただいま上程されました議案第11号に

つきましては、お手元に配付しております議案付託

区分表（２）のとおり、所管の各常任委員会に付託
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したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定しました。 

 ここで、常任委員会等を開催する必要があります

ので、暫時休憩します。 

再開は、追って予鈴をもってお知らせしますから

承知願います。 

午前10時15分休憩 

午前11時15分再開 

○井戸達也議長 休憩前に引き続き、再開します。 

ここで、諸般の報告の追加について報告します。 

既に印刷してお手元に配付のとおり、今定例会の

付議事件として委員会審査報告案１件を追加してお

りますので、承知願います。 

次に、議事日程第５号の追加及び変更についてお

諮りいたします。 

既に印刷して配付のとおり、委員会審査報告案１

件が提出されておりますので、お手元に配付の議事

日程第５号の追加及び変更のとおり決定したいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議がありませんので、お手元に配付の議事日程

第５号の追加及び変更のとおり決定されました。 

 

○井戸達也議長 次に、日程第４、委員会審査報告

案１件、議案第11号を議題とします。 

 本件は、休憩前の本会議において関係常任委員会

に付託した案件でありますので、その審査結果につ

いて、順次、委員長の報告を求めます。 

 初めに、総務経済委員会、立崎聡一委員長。 

○立崎聡一議員 －登壇－ 先ほど本会議において

総務経済委員会に付託されました議案につきまし

て、その審査経過と結果について御報告申し上げま

す。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第11号令

和２年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分の１件であります。 

 審査の結果といたしましては、委員全員の一致に

より原案可決すべきものと決定したところでありま

す。 

 以上が、総務経済委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○井戸達也議長 次に、文教民生委員会、永本浩子

委員長。 

○永本浩子議員 －登壇－ 先ほどの本会議におい

て文教民生委員会に付託されました議案につきまし

て、その審査経過と結果について御報告申し上げま

す。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第11号令

和２年度網走市一般会計補正予算中、当委員会所管

分の１件であります。 

 審査の結果といたしましては、委員全員の一致に

より、原案可決すべきものと決定したところであり

ます。 

 以上が、文教民生委員会での審査経過と結果でご

ざいます。 

 議員の皆様におかれましては、当委員会の決定に

御賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員会

の審査結果の報告といたします。 

○井戸達也議長 以上で、各委員長の委員会審査報

告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 各委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決いたします。 

 お諮りします。 

 上程中の議案第11号につきましては、各委員長の

報告のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第11号は各委員長の報告のとおり可

決されました。 

 

○井戸達也議長 次に、日程第５、議案第12号網走

市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 議案第12号網走市固定

資産評価審査委員会委員の選任についてでございま

すが、本市固定資産評価審査委員会委員の髙橋義昭

氏と池諭氏は、令和２年７月８日で任期満了となり

ますが、引き続き両氏を選任いたしたく、地方税法

第423条第３項の規定により、当市議会の御同意を



- 90 -  

お願いするものであります。 

 よろしくお願いをいたします。 

○井戸達也議長 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決いたします。 

 お諮りします。 

 本件は、原案に同意することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第12号は原案に同意することに決定

いたしました。 

 

○井戸達也議長 次に、日程第６、議案第13号網走

市農業委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○水谷洋一市長 －登壇－ 議案第13号網走市農業

委員会委員の任命についてでございますが、本市農

業委員会委員17名は、令和２年７月19日で任期満了

となりますが、後任者を任命したいので、農業委員

会等に関する法律第８条第１項の規定に基づき、当

市議会の同意をお願いするものであります。 

 任命しようとする後任者の氏名は、居内和則氏、

遠藤優一氏、小田切英治氏、鬼塚秀明氏、鎌田直人

氏、川崎伸弘氏、佐々木義彦氏、首藤勝広氏、鈴木

圭一氏、立石雄治氏、中川一弘氏、福田稔氏、藤田

政揮氏、松尾貴子氏、矢萩一毅氏、山田健一氏、山

本登氏の17名で、新任の６名の略歴につきまして

は、議案書に記載のとおりです。 

 よろしくお願いをいたします。 

○井戸達也議長 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論がありませんので、採決いたします。 

 お諮りします。 

 本件は、原案に同意することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第13号は原案に同意することに決定

いたしました。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 次に、日程第７、その他会議に付

すべき事件１件を議題とします。 

 本件は、付託事件の閉会中継続審査についてであ

りますが、既に印刷して配付のとおり、本会議で関

係委員会に付託した案件５件及び既に付託されてい

る案件20件の合計25件は、それぞれ関係委員長から

閉会中継続審査の申出がありましたので、これを承

認することにしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、そのように決定されました。 

─────────────────────── 

○井戸達也議長 以上で、本定例会の付議事件は全

て終了しました。 

これをもちまして、令和２年網走市議会第２回定

例会を閉会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

午前11時24分閉会 
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